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平成１９年７月２０日 
 

熊本市・富合町合併協議会 
会長 幸 山 政 史 様 

 
熊本市・富合町合併協議会議員専門部会   

部会長  嶋 田 幾 雄 
 
 
 

議員専門部会における審議の経過及び結果について 
 
 

このことについて、熊本市・富合町合併協議会専門部会設置規程第８条第１項の規定に

基づき、別紙のとおり報告します。 
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第４回議員専門部会報告書 

 

開催日時 平成１９年７月２０日（金） 

 午前１０時００分～午前１１時００分 

開催場所 富合町役場３階 会議室 

 出席委員 ２０名出席 

 

１.審議の状況について 

 第４回熊本市・富合町合併協議会議員専門部会では、付託を受けた事項のうち、協議第

７号及び協議第６号について次のとおり審議された。 

 

（1）協議第７号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

「農業委員会等に関する法律第３４条の規定を適用し、平成２３年７月までそれぞれ 

  の区域で、農業委員会の委員の定数及び任期等は従前のまま存続する二つの農業委員 

会を置く。 

平成２３年７月の熊本市農業委員会の改選時に見直し再編する。」 

 

挙手多数により承認されましたが、７月２５日に富合町農業委員会総会が開催され 

ますので、その場での再確認を条件とした承認となりました。 

 

（2）協議第６号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

   富合町議会の議員の定数及び任期の取扱いについて、編入合併の場合の取扱いとし

て次の「５案」の提案がありました。 

次回承認項目とし、それまでに各委員が検討を行うこととしました。 

（案） 

１ 市町村の合併の特例等に関する法律（以下「法」という。）第８条及び第９条の規

定は適用しない。 

  ２ 法第８条第２項の規定（定数特例）を適用する。    

  ３ 法第８条第２項の規定（定数特例）を適用する。また、合併後最初に行われ

る一般選挙においては、法第８条第５項の規定（定数特例）を適用する。 

  ４ 法第９条第１項第２号の規定（在任特例）を適用する。 

  ５ 法第９条第１項第２号の規定（在任特例）を適用する。また、合併後最初に

行われる一般選挙においては、法第９条第３項の規定（定数特例）を適用する。 
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議員専門部会で審議する事項の進捗状況

審議 承認

協議第1号 合併の方式 第１回 第１回

協議第2号 合併の期日

協議第3号 新市の名称 第１回 第１回

協議第4号 新市の事務所の位置 第１回 第１回

協議第5号 財産及び債務の取扱い 第２回 第２回

協議第6号 議会の議員の定数及び任期の取扱い 第４回

協議第7号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 第４回 第４回

協議第8号 地域自治組織等の取扱い（その1） 第３回 第３回

協議第11号 合併市町村基本計画 第３回

協議第15号 一部事務組合等の取扱い

協議項目
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（前回提案分） 
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協議第１９号 
 
   町名・字名の取扱いについて 
 
 町名・字名の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

町名・字名の取扱いについて 

 

 

１ 熊本市の区域内の町名については、現行どおりとする。 

 

 ２ 富合町の区域については、「下益城郡富合町」を「熊本市富合町」

に置き換え、現行の大字名から「大字」の文字を削除する。 

 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

19

1 町名・字名の取扱い 市民生活部会 第５回

承認／継続

（町名・字名）

町名・字名の取扱い
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熊本市町名一覧

町 　 　   名 フ リ ガ ナ 町 　 　   名 フ リ ガ ナ

 ア  会富町  アイドミマチ  ウ  薄場一丁目  ウスバ　一チョウメ

 秋津一丁目  アキツ 一チョウメ  薄場二丁目  ウスバ　二チョウメ

 秋津二丁目  アキツ 二チョウメ  薄場三丁目  ウスバ　三チョウメ

 秋津三丁目  アキツ 三チョウメ  打越町  ウチゴシマチ

 秋津新町  アキツシンマチ  内田町  ウチダマチ

 秋津町秋田  アキツマチアキタ  内坪井町  ウチツボイマチ

 秋津町沼山津  アキツマチヌヤマヅ

 麻生田一丁目  アソウダ  一チョウメ  エ  江越一丁目  エゴエ 一チョウメ

 麻生田二丁目  アソウダ  二チョウメ  江越二丁目  エゴエ ニチョウメ

 麻生田三丁目  アソウダ  三チョウメ  画図東一丁目  エズヒガシ 一チョウメ

 麻生田四丁目  アソウダ  四チョウメ  画図東二丁目  エズヒガシ 二チョウメ

 麻生田五丁目  アソウダ  五チョウメ  画図町大字上無田  エズマチオオアザカミムタ

 荒尾町  アラオマチ  画図町大字重富  エズマチオオアザシゲドミ

 荒尾一丁目  アラオ　一チョウメ  画図町大字下無田  エズマチオオアザシモムタ

 荒尾二丁目  アラオ　二チョウメ  画図町大字下江津  エズマチオオアザシモエヅ

 荒尾三丁目  アラオ　三チョウメ  画図町大字所島  エズマチオオアザトコロジマ

 改寄町  アラキマチ  江津一丁目  エヅ 一チョウメ

 安政町  アンセイマチ  江津二丁目  エヅ 二チョウメ

 江津三丁目  エヅ 三チョウメ

イ  井川淵町  イガワブチマチ  江津四丁目  エヅ 四チョウメ

 池亀町  イケガメマチ  榎町  エノキマチ

 池田一丁目  イケダ 一チョウメ

 池田二丁目  イケダ 二チョウメ  オ  大江本町  オオエホンマチ

 池田三丁目  イケダ 三チョウメ  大江一丁目  オオエ 一チョウメ

 池田四丁目  イケダ 四チョウメ  大江二丁目  オオエ 二チョウメ

 池上町  イケノウエマチ  大江三丁目  オオエ 三チョウメ

 石原一丁目  イシワラ 一チョウメ  大江四丁目  オオエ 四チョウメ

 石原二丁目  イシワラ 二チョウメ  大江五丁目  オオエ 五チョウメ

 石原三丁目  イシワラ 三チョウメ  大江六丁目  オオエ 六チョウメ

 石原町  イシワラマチ  大窪一丁目  オオクボ 一チョウメ

 和泉町  イズミマチ  大窪二丁目  オオクボ 二チョウメ

 出水一丁目  イズミ 一チョウメ  大窪三丁目  オオクボ 三チョウメ

 出水二丁目  イズミ 二チョウメ  大窪四丁目  オオクボ 四チョウメ

 出水三丁目  イズミ 三チョウメ  大窪五丁目  オオクボ 五チョウメ

 出水四丁目  イズミ 四チョウメ  大鳥居町  オオトリイマチ

 出水五丁目  イズミ 五チョウメ  岡田町  オカダマチ

 出水六丁目  イズミ 六チョウメ  沖新町  オキシンマチ

 出水七丁目  イズミ 七チョウメ  奥古閑町  オクコガマチ

 出水八丁目  イズミ 八チョウメ  小島上町  オシマカミマチ

 板屋町  イタヤマチ  小島下町  オシマシモマチ

 出仲間一丁目  イデナカマ 一チョウメ  小島中町  オシマナカマチ

 出仲間二丁目  イデナカマ 二チョウメ  尾ノ上一丁目  オノウエ　一チョウメ

 出仲間三丁目  イデナカマ 三チョウメ  尾ノ上二丁目  オノウエ　二チョウメ

 出仲間四丁目  イデナカマ 四チョウメ  尾ノ上三丁目  オノウエ　三チョウメ

 出仲間五丁目  イデナカマ 五チョウメ  尾ノ上四丁目  オノウエ　四チョウメ

 出仲間六丁目  イデナカマ 六チョウメ  帯山一丁目  オビヤマ　一チョウメ

 出仲間七丁目  イデナカマ 七チョウメ  帯山二丁目  オビヤマ　二チョウメ

 出仲間八丁目  イデナカマ 八チョウメ  帯山三丁目  オビヤマ　三チョウメ

 出仲間九丁目  イデナカマ 九チョウメ  帯山四丁目  オビヤマ　四チョウメ

 今町  イママチ           　　　　  帯山五丁目  オビヤマ　五チョウメ

 帯山六丁目  オビヤマ　六チョウメ

 ウ  魚屋町一丁目  ウオヤマチ 一チョウメ  帯山七丁目  オビヤマ　七チョウメ

 魚屋町二丁目  ウオヤマチ 二チョウメ  帯山八丁目  オビヤマ　八チョウメ

 魚屋町三丁目  ウオヤマチ 三チョウメ  帯山九丁目  オビヤマ　九チョウメ

 兎谷一丁目  ウサギダニ 一チョウメ  小峯一丁目  オミネ 一チョウメ

 兎谷二丁目  ウサギダニ 二チョウメ  小峯二丁目  オミネ 二チョウメ

 兎谷三丁目  ウサギダニ 三チョウメ  小峯三丁目  オミネ 三チョウメ

 海路口町  ウジグチマチ  小峯四丁目  オミネ 四チョウメ

 薄場町  ウスバマチ  小山一丁目  オヤマ一チョウメ
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熊本市町名一覧

町 　 　   名 フ リ ガ ナ 町 　 　   名 フ リ ガ ナ

 オ  小山二丁目  オヤマ二チョウメ  カ  川尻六丁目  カワシリ 六チョウメ

 小山三丁目  オヤマ三チョウメ  河内町大多尾  カワチマチオオタオ

 小山四丁目  オヤマ四チョウメ  河内町面木  カワチマチオモノギ　　　　　　　 

 小山五丁目  オヤマ五チョウメ  河内町河内  カワチマチカワチ

 小山六丁目  オヤマ六チョウメ  河内町白浜  カワチマチシラハマ

 小山七丁目  オヤマ七チョウメ  河内町岳  カワチマチタケ

 小山町  オヤママチ  河内町東門寺  カワチマチトウモンジ

 河内町野出  カワチマチノイデ

 カ  鹿帰瀬町  カキゼマチ  河内町船津  カワチマチフナツ

 梶尾町  カジオマチ  川端町  カワバタマチ

 鍛冶屋町  カジヤマチ  河原町  カワラマチ

 春日一丁目  カスガ 一チョウメ

 春日二丁目  カスガ 二チョウメ  キ  北迫町  キタザコマチ

 春日三丁目  カスガ 三チョウメ  北千反畑町  キタセンダンバタマチ

 春日四丁目  カスガ 四チョウメ  京塚本町  キョウヅカホンマチ

 春日五丁目  カスガ 五チョウメ  京町一丁目  キョウマチ 一チョウメ

 春日六丁目  カスガ 六チョウメ  京町二丁目  キョウマチ 二チョウメ

 春日七丁目  カスガ 七チョウメ  京町本丁  キョウマチホンチョウ

 春日八丁目  カスガ 八チョウメ

 鹿子木町  カノコギマチ  ク  草葉町  クサバチョウ

 釜尾町  カマオマチ  楠一丁目  クスノキ 一チョウメ  　　　　　 

 上鍛冶屋町  カミカジヤマチ  楠二丁目  クスノキ 二チョウメ  　　　　　 

 上京塚町  カミキョウヅカマチ  楠三丁目  クスノキ 三チョウメ  　　　　　 

 上熊本一丁目  カミクマモト 一チョウメ  楠四丁目  クスノキ 四チョウメ  　　　　　 

 上熊本二丁目  カミクマモト 二チョウメ  楠五丁目  クスノキ 五チョウメ  　　　　　 

 上熊本三丁目  カミクマモト 三チョウメ  楠六丁目  クスノキ 六チョウメ　　　　　　 

 上水前寺一丁目  カミスイゼンジ 一チョウメ  楠七丁目  クスノキ 七チョウメ　　　　　　 

 上水前寺二丁目  カミスイゼンジ 二チョウメ  楠八丁目  クスノキ 八チョウメ  　　　　　 

 上高橋一丁目  カミタカハシ　一チョウメ  楠野町  クスノマチ

 上高橋二丁目  カミタカハシ　二チョウメ  九品寺一丁目  クホンジ 一チョウメ

 上代一丁目  カミダイ　一チョウメ  九品寺二丁目  クホンジ 二チョウメ

 上代二丁目  カミダイ　二チョウメ  九品寺三丁目  クホンジ 三チョウメ

 上代三丁目  カミダイ　三チョウメ  九品寺四丁目  クホンジ 四チョウメ

 上代四丁目  カミダイ　四チョウメ  九品寺五丁目  クホンジ 五チョウメ

 上代五丁目  カミダイ　五チョウメ  九品寺六丁目  クホンジ 六チョウメ

 上代六丁目  カミダイ　六チョウメ  黒髪一丁目  クロカミ 一チョウメ

 上代七丁目  カミダイ　七チョウメ  黒髪二丁目  クロカミ 二チョウメ

 上代八丁目  カミダイ　八チョウメ  黒髪三丁目  クロカミ 三チョウメ

 上代九丁目  カミダイ　九チョウメ  黒髪四丁目  クロカミ 四チョウメ

 上代十丁目  カミダイ　十チョウメ  黒髪五丁目  クロカミ 五チョウメ

 上通町  カミトオリチョウ  黒髪六丁目  クロカミ 六チョウメ

 上南部一丁目  カミナベ 一チョウメ  黒髪七丁目  クロカミ 七チョウメ

 上南部二丁目  カミナベ 二チョウメ  黒髪八丁目  クロカミ 八チョウメ

 上南部三丁目  カミナベ 三チョウメ  黒髪町大字坪井  クロカミマチオオアザツボイ

 上南部四丁目  カミナベ 四チョウメ  神水本町  クワミズホンマチ

 上南部町  カミナベマチ  神水一丁目  クワミズ 一チョウメ

 上ノ郷一丁目  カミノゴウ　一チョウメ  神水二丁目  クワミズ 二チョウメ

 上ノ郷二丁目  カミノゴウ　二チョウメ

 上林町  カミバヤシマチ  ケ  慶徳堀町  ケイトクボリマチ

 辛島町  カラシマチョウ  健軍本町  ケングンホンマチ

 刈草一丁目  カリクサ 一チョウメ  健軍一丁目  ケングン 一チョウメ

 刈草二丁目  カリクサ 二チョウメ  健軍二丁目  ケングン 二チョウメ

 刈草三丁目  カリクサ 三チョウメ  健軍三丁目  ケングン 三チョウメ

 川口町  カワグチマチ  健軍四丁目  ケングン 四チョウメ

 川尻一丁目  カワシリ 一チョウメ  健軍五丁目  ケングン 五チョウメ

 川尻二丁目  カワシリ 二チョウメ

 川尻三丁目  カワシリ 三チョウメ  コ  小糸山町  コイトヤママチ

 川尻四丁目  カワシリ 四チョウメ  神園一丁目  コウゾノ 一チョウメ

 川尻五丁目  カワシリ 五チョウメ  神園二丁目  コウゾノ 二チョウメ
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 コ  幸田一丁目  コウダ 一チョウメ  サ  佐土原三丁目  サドワラ 三チョウメ

 幸田二丁目  コウダ 二チョウメ  三郎一丁目  サブロウ 一チョウメ

 紺屋阿弥陀寺町  コウヤアミダジマチ  三郎二丁目  サブロウ 二チョウメ

 紺屋今町  コウヤイママチ

 紺屋町一丁目  コウヤマチ 一チョウメ  シ  島崎一丁目  シマサキ 一チョウメ

 紺屋町二丁目  コウヤマチ 二チョウメ  島崎二丁目  シマサキ 二チョウメ

 紺屋町三丁目  コウヤマチ 三チョウメ  島崎三丁目  シマサキ 三チョウメ

 子飼本町  コカイホンマチ  島崎四丁目  シマサキ 四チョウメ

 国府本町  コクブホンマチ  島崎五丁目  シマサキ 五チョウメ

 国府一丁目  コクブ 一チョウメ  島崎六丁目  シマサキ 六チョウメ

 国府二丁目  コクブ 二チョウメ  島崎七丁目  シマサキ 七チョウメ

 国府三丁目  コクブ 三チョウメ  島町一丁目  シママチ 一チョウメ

 国府四丁目  コクブ 四チョウメ  島町二丁目  シママチ 二チョウメ

 小沢町  コザワマチ  島町三丁目  シママチ 三チョウメ

 古城町  コジョウマチ  島町四丁目  シママチ 四チョウメ

 壺川一丁目  コセン 一チョウメ  島町五丁目  シママチ 五チョウメ

 壺川二丁目  コセン 二チョウメ  清水岩倉一丁目  シミズイワクラ　一チョウメ

 湖東一丁目  コトウ 一チョウメ  清水岩倉二丁目  シミズイワクラ　二チョウメ

 湖東二丁目  コトウ 二チョウメ  清水岩倉三丁目  シミズイワクラ　三チョウメ

 湖東三丁目  コトウ 三チョウメ  清水亀井町  シミズカメイマチ

 琴平本町  コトヒラホンマチ  清水東町  シミズヒガシマチ

 琴平一丁目  コトヒラ 一チョウメ　　　　　　  清水本町  シミズホンマチ

 琴平二丁目  コトヒラ 二チョウメ　　　　　　  清水町大字打越  シミズマチオオアザウチゴシ

 米屋町一丁目  コメヤマチ 一チョウメ  清水町大字松崎  シミズマチオオアザマツザキ

 米屋町二丁目  コメヤマチ 二チョウメ  清水町大字室園  シミズマチオオアザムロゾノ

 米屋町三丁目  コメヤマチ 三チョウメ  清水新地一丁目  シミズシンチ　一チョウメ

 清水新地二丁目  シミズシンチ　二チョウメ

 ゴ  合志一丁目  ゴウシ 一チョウメ  清水新地三丁目  シミズシンチ　三チョウメ

 合志二丁目  ゴウシ 二チョウメ  清水新地四丁目  シミズシンチ　四チョウメ

 合志三丁目  ゴウシ 三チョウメ  清水新地五丁目  シミズシンチ　五チョウメ

 合志四丁目  ゴウシ 四チョウメ  清水新地六丁目  シミズシンチ　六チョウメ

 呉服町一丁目  ゴフクマチ 一チョウメ  清水新地七丁目  シミズシンチ　七チョウメ

 呉服町二丁目  ゴフクマチ 二チョウメ  清水万石一丁目  シミズマンゴク 一チョウメ

 呉服町三丁目  ゴフクマチ 三チョウメ  清水万石二丁目  シミズマンゴク 二チョウメ

 御領一丁目  ゴリョウ　一チョウメ  清水万石三丁目  シミズマンゴク 三チョウメ

 御領二丁目  ゴリョウ　二チョウメ  清水万石四丁目  シミズマンゴク 四チョウメ

 御領三丁目  ゴリョウ　三チョウメ  清水万石五丁目  シミズマンゴク 五チョウメ

 御領四丁目  ゴリョウ　四チョウメ  下江津一丁目  シモエヅ 一チョウメ

 御領五丁目  ゴリョウ　五チョウメ  下江津二丁目  シモエヅ 二チョウメ

 御領六丁目  ゴリョウ　六チョウメ  下江津三丁目  シモエヅ 三チョウメ

 御領七丁目  ゴリョウ　七チョウメ  下江津四丁目  シモエヅ 四チョウメ

 御領八丁目  ゴリョウ　八チョウメ  下江津五丁目  シモエヅ 五チョウメ

 護藤町  ゴンドウマチ  下江津六丁目  シモエヅ 六チョウメ

 下江津七丁目  シモエヅ 七チョウメ

 サ  細工町一丁目  サイクマチ 一チョウメ  下江津八丁目  シモエヅ 八チョウメ

 細工町二丁目  サイクマチ 二チョウメ  下硯川町  シモスズリカワマチ

 細工町三丁目  サイクマチ 三チョウメ  下通一丁目  シモトオリ 一チョウメ

 細工町四丁目  サイクマチ 四チョウメ  下通二丁目  シモトオリ 二チョウメ

 細工町五丁目  サイクマチ 五チョウメ  下南部一丁目  シモナベ　一チョウメ

 栄町  サカエマチ  下南部二丁目  シモナベ 　二チョウメ

 桜町  サクラマチ  下南部三丁目  シモナベ　三チョウメ

 桜木一丁目  サクラギ 一チョウメ　　　　　　  昭和町  ショウワマチ

 桜木二丁目  サクラギ 二チョウメ　　　　　　  白藤一丁目  シラフジ　一チョウメ

 桜木三丁目  サクラギ 三チョウメ　　　　　　  白藤二丁目  シラフジ　二チョウメ

 桜木四丁目  サクラギ 四チョウメ  　　　　　  白藤三丁目  シラフジ　三チョウメ

 桜木五丁目  サクラギ 五チョウメ  　　　　　  白藤四丁目  シラフジ　四チョウメ

 桜木六丁目  サクラギ 六チョウメ  　　　　　  白藤五丁目  シラフジ　五チョウメ

 佐土原一丁目  サドワラ 一チョウメ  白石町  シロイシマチ

 佐土原二丁目  サドワラ 二チョウメ  新大江一丁目  シンオオエ 一チョウメ
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 シ  新大江二丁目  シンオオエ 二チョウメ  ス  水前寺五丁目  スイゼンジ 五チョウメ

 新大江三丁目  シンオオエ 三チョウメ  水前寺六丁目  スイゼンジ 六チョウメ

 新鍛冶屋町  シンカジヤマチ  水前寺公園  スイゼンジコウエン

 新市街  シンシガイ  水道町  スイドウチョウ

 新生一丁目  シンセイ　一チョウメ  菅原町  スガワラマチ

 新生二丁目  シンセイ　二チョウメ  硯川町  スズリカワマチ

 新土河原一丁目  シントガワラ　一チョウメ  砂原町  スナハラマチ

 新土河原二丁目  シントガワラ　二チョウメ

 新南部一丁目  シンナベ　一チョウメ  セ  船場町下一丁目  センバマチシモ  一チョウメ

 新南部二丁目  シンナベ　二チョウメ  船場町二丁目  センバマチ 二チョウメ

 新南部三丁目  シンナベ　三チョウメ  船場町三丁目  センバマチ 三チョウメ

 新南部四丁目  シンナベ　四チョウメ  銭塘町  ゼンドモマチ

 新南部五丁目  シンナベ　五チョウメ

 新南部六丁目  シンナベ　六チョウメ  タ  高橋町一丁目  タカハシマチ 一チョウメ

 新外一丁目  シンホカ　一チョウメ  高橋町二丁目  タカハシマチ 二チョウメ

 新外二丁目  シンホカ　二チョウメ  高平一丁目  タカヒラ 一チョウメ

 新外三丁目  シンホカ　三チョウメ  高平二丁目  タカヒラ 二チョウメ

 新外四丁目  シンホカ　四チョウメ  高平三丁目  タカヒラ 三チョウメ

 新町一丁目  シンマチ　一チョウメ  田崎町  タサキマチ

 新町二丁目  シンマチ　二チョウメ  田崎本町  タサキホンマチ

 新町三丁目  シンマチ　三チョウメ  田崎一丁目  タサキ 一チョウメ

 新町四丁目  シンマチ　四チョウメ  田崎二丁目  タサキ 二チョウメ

 新港一丁目  シンミナト 一チョウメ  田崎三丁目  タサキ 三チョウメ

 新港二丁目  シンミナト 二チョウメ  龍田一丁目  タツダ 一チョウメ

 新屋敷一丁目  シンヤシキ 一チョウメ  龍田二丁目  タツダ 二チョウメ

 新屋敷二丁目  シンヤシキ 二チョウメ  龍田三丁目  タツダ 三チョウメ

 新屋敷三丁目  シンヤシキ 三チョウメ  龍田四丁目  タツダ 四チョウメ

 龍田五丁目  タツダ 五チョウメ

 ジ  十禅寺町  ジュウゼンジマチ  龍田六丁目  タツダ 六チョウメ

 十禅寺一丁目  ジュウゼンジ　一チョウメ  龍田七丁目  タツダ 七チョウメ

 十禅寺二丁目  ジュウゼンジ　二チョウメ  龍田八丁目  タツダ 八チョウメ

 十禅寺三丁目  ジュウゼンジ　三チョウメ  龍田九丁目  タツダ 九チョウメ

 城山上代町  ジョウザンカミダイマチ  龍田陳内一丁目  タツダジンナイ 一チョウメ

 城山大塘一丁目  ジョウザンオオドモ　一チョウメ  龍田陳内二丁目  タツダジンナイ 二チョウメ

 城山大塘二丁目  ジョウザンオオドモ　二チョウメ  龍田陳内三丁目  タツダジンナイ 三チョウメ

 城山大塘三丁目  ジョウザンオオドモ　三チョウメ  龍田陳内四丁目  タツダジンナイ 四チョウメ

 城山大塘四丁目  ジョウザンオオドモ　四チョウメ  龍田弓削一丁目  タツダユゲ 一チョウメ

 城山大塘五丁目  ジョウザンオオドモ　五チョウメ  龍田弓削二丁目  タツダユゲ 二チョウメ

 城山大塘六丁目  ジョウザンオオドモ　六チョウメ  龍田町弓削  タツダマチユゲ

 城山大塘七丁目  ジョウザンオオドモ　七チョウメ  谷尾崎町  タニオザキマチ

 城山下代一丁目  ジョウザンシモダイ　一チョウメ  田迎一丁目  タムカエ 一チョウメ

 城山下代二丁目  ジョウザンシモダイ　二チョウメ  田迎二丁目  タムカエ 二チョウメ

 城山下代三丁目  ジョウザンシモダイ　三チョウメ  田迎三丁目  タムカエ 三チョウメ

 城山下代四丁目  ジョウザンシモダイ　四チョウメ  田迎四丁目  タムカエ 四チョウメ

 城山下代五丁目  ジョウザンシモダイ　五チョウメ  田迎五丁目  タムカエ 五チョウメ

 城山半田一丁目  ジョウザンハンタ　一チョウメ  田迎六丁目  タムカエ 六チョウメ

 城山半田二丁目  ジョウザンハンタ　二チョウメ  田井島一丁目  タイノシマ 一チョウメ

 城山半田三丁目  ジョウザンハンタ　三チョウメ  田井島二丁目  タイノシマ 二チョウメ

 城山半田四丁目  ジョウザンハンタ　四チョウメ  田井島三丁目  タイノシマ 三チョウメ

 城山薬師一丁目  ジョウザンヤクシ　一チョウメ  田迎町大字田井島  タムカエマチオオアザタイノシマ

 城山薬師二丁目  ジョウザンヤクシ　二チョウメ  田迎町大字良町  タムカエマチオオアザヤヤマチ

 城東町  ジョウトウマチ  太郎迫町  タロウザコマチ

 段山本町  ダニヤマホンマチ

 ス  水源一丁目  スイゲン 一チョウメ

 水源二丁目  スイゲン 二チョウメ  チ  近見一丁目  チカミ 一チョウメ

 水前寺一丁目  スイゼンジ 一チョウメ  近見二丁目  チカミ 二チョウメ

 水前寺二丁目  スイゼンジ 二チョウメ  近見三丁目  チカミ 三チョウメ

 水前寺三丁目  スイゼンジ 三チョウメ  近見四丁目  チカミ 四チョウメ

 水前寺四丁目  スイゼンジ 四チョウメ  近見五丁目  チカミ 五チョウメ
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 チ  近見六丁目  チカミ 六チョウメ  ナ  中江町  ナカエマチ

 近見七丁目  チカミ 七チョウメ  中島町  ナカシママチ      　　　　　　 

 近見八丁目  チカミ 八チョウメ  中唐人町  ナカトウジンマチ 　  　　　　　 

 近見九丁目  チカミ 九チョウメ  中原町  ナカハラマチ 　　  　　　　　 

 近見町  チカミマチ  中無田町  ナカムタマチ 　　  　　　　　 

 千葉城町  チバジョウマチ  長嶺西一丁目  ナガミネニシ 一チョウメ

 中央街  チュウオウガイ  長嶺西二丁目  ナガミネニシ 二チョウメ

 長嶺西三丁目  ナガミネニシ 三チョウメ

 ツ  月出一丁目  ツキデ 一チョウメ  長嶺東一丁目  ナガミネヒガシ 一チョウメ

 月出二丁目  ツキデ 二チョウメ  長嶺東二丁目  ナガミネヒガシ 二チョウメ

 月出三丁目  ツキデ 三チョウメ  長嶺東三丁目  ナガミネヒガシ 三チョウメ

 月出四丁目  ツキデ 四チョウメ  長嶺東四丁目  ナガミネヒガシ 四チョウメ

 月出五丁目  ツキデ 五チョウメ  長嶺東五丁目  ナガミネヒガシ 五チョウメ

 月出六丁目  ツキデ 六チョウメ  長嶺東六丁目  ナガミネヒガシ 六チョウメ

 月出七丁目  ツキデ 七チョウメ  長嶺東七丁目  ナガミネヒガシ 七チョウメ

 月出八丁目  ツキデ 八チョウメ  長嶺東八丁目  ナガミネヒガシ 八チョウメ

 津浦町  ツノウラマチ  長嶺東九丁目  ナガミネヒガシ 九チョウメ

 坪井一丁目  ツボイ 一チョウメ  長嶺南一丁目  ナガミネミナミ 一チョウメ

 坪井二丁目  ツボイ 二チョウメ  長嶺南二丁目  ナガミネミナミ 二チョウメ

 坪井三丁目  ツボイ 三チョウメ  長嶺南三丁目  ナガミネミナミ 三チョウメ

 坪井四丁目  ツボイ 四チョウメ　　　　　　　  長嶺南四丁目  ナガミネミナミ 四チョウメ

 坪井五丁目  ツボイ 五チョウメ　　　　　　　  長嶺南五丁目  ナガミネミナミ 五チョウメ

 坪井六丁目  ツボイ 六チョウメ  長嶺南六丁目  ナガミネミナミ 六チョウメ

 鶴羽田町  ツルハダマチ  長嶺南七丁目  ナガミネミナミ 七チョウメ

 長嶺南八丁目  ナガミネミナミ 八チョウメ

 テ  手取本町  テトリホンチョウ  並建町  ナミタテマチ

 出町  デマチ  ニ  西阿弥陀寺町  ニシアミダジマチ

 西梶尾町  ニシカジオマチ

 ト  通町  トオリチョウ  錦ケ丘  ニシキガオカ

 土河原町  トガワラマチ  西子飼町  ニシコカイマチ

 徳王町  トクオウマチ  西唐人町  ニシトウジンマチ

 戸坂町  トサカマチ  西原一丁目  ニシバル 一チョウメ

戸島西一丁目 トシマニシ　一チョウメ  西原二丁目  ニシバル 二チョウメ

戸島西二丁目 トシマニシ　二チョウメ  西原三丁目  ニシバル 三チョウメ

戸島西三丁目 トシマニシ　三チョウメ  二の丸  ニノマル

戸島西四丁目 トシマニシ　四チョウメ  二本木一丁目  ニホンギ 一チョウメ

戸島西五丁目 トシマニシ　五チョウメ  二本木二丁目  ニホンギ 二チョウメ

戸島西六丁目 トシマニシ　六チョウメ  二本木三丁目  ニホンギ 三チョウメ

戸島西七丁目 トシマニシ　七チョウメ  二本木四丁目  ニホンギ 四チョウメ

戸島本町 トシマホンマチ  二本木五丁目  ニホンギ 五チョウメ

戸島一丁目 トシマ　一チョウメ  楡木一丁目  ニレノキ 一チョウメ

戸島二丁目 トシマ　二チョウメ  楡木二丁目  ニレノキ 二チョウメ

戸島三丁目 トシマ　三チョウメ  楡木三丁目  ニレノキ 三チョウメ

戸島四丁目 トシマ　四チョウメ  楡木四丁目  ニレノキ 四チョウメ

戸島五丁目 トシマ　五チョウメ  楡木五丁目  ニレノキ 五チョウメ

戸島六丁目 トシマ　六チョウメ  楡木六丁目  ニレノキ 六チョウメ

戸島七丁目 トシマ　七チョウメ

 戸島町  トシママチ  ヌ  沼山津一丁目  ヌヤマヅ 一チョウメ

 鳶町一丁目  トビマチ 一チョウメ  沼山津二丁目  ヌヤマヅ 二チョウメ

 鳶町二丁目  トビマチ 二チョウメ  沼山津三丁目  ヌヤマヅ 三チョウメ

 渡鹿一丁目  トロク 一チョウメ　　　　　　　  沼山津四丁目  ヌヤマヅ 四チョウメ

 渡鹿二丁目  トロク 二チョウメ

 渡鹿三丁目  トロク 三チョウメ  ノ  野口町  ノグチマチ

 渡鹿四丁目  トロク 四チョウメ  野口一丁目  ノグチ 一チョウメ

 渡鹿五丁目  トロク 五チョウメ  野口二丁目  ノグチ 二チョウメ

 渡鹿六丁目  トロク 六チョウメ  野口三丁目  ノグチ 三チョウメ

 渡鹿七丁目  トロク 七チョウメ  野口四丁目  ノグチ 四チョウメ

 渡鹿八丁目  トロク 八チョウメ  野田一丁目  ノダ  一チョウメ

 渡鹿九丁目  トロク 九チョウメ  野田二丁目  ノダ 二チョウメ
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熊本市町名一覧

町 　 　   名 フ リ ガ ナ 町 　 　   名 フ リ ガ ナ

 ノ  野田三丁目  ノダ 三チョウメ  ヒ  広木町  ヒロギマチ

 野中一丁目  ノナカ 一チョウメ

 野中二丁目  ノナカ 二チョウメ  フ  古桶屋町  フルオケヤマチ

 野中三丁目  ノナカ 三チョウメ  古川町  フルカワマチ

 乗越ケ丘  ノリコシガオカ  古京町  フルキョウマチ

ハ  萩原町  ハギワラマチ  古大工町  フルダイクマチ

 白山一丁目  ハクザン 一チョウメ　　　　　　 

 白山二丁目  ハクザン 二チョウメ　　　　　　  ヘ  平成一丁目  ヘイセイ 一チョウメ　　　　　　 

 白山三丁目  ハクザン 三チョウメ　　　　　　  平成二丁目  ヘイセイ 二チョウメ　　　　　　 

 八景水谷一丁目  ハケノミヤ 一チョウメ  平成三丁目  ヘイセイ 三チョウメ　　　　　　 

 八景水谷二丁目  ハケノミヤ 二チョウメ

 八景水谷三丁目  ハケノミヤ 三チョウメ  ホ  保田窪本町  ホタクボホンマチ

 八景水谷四丁目  ハケノミヤ 四チョウメ  保田窪一丁目  ホタクボ 一チョウメ

 畠口町  ハタグチマチ  保田窪二丁目  ホタクボ 二チョウメ　　　　　　 

 八王寺町  ハチオウジマチ  保田窪三丁目  ホタクボ 三チョウメ　　　　　　 

 八反田一丁目  ハッタンダ 一チョウメ  保田窪四丁目  ホタクボ 四チョウメ

 八反田二丁目  ハッタンダ 二チョウメ  保田窪五丁目  ホタクボ 五チョウメ

 八反田三丁目  ハッタンダ 三チョウメ  本荘町  ホンジョウマチ

 花園一丁目  ハナゾノ 一チョウメ  本荘一丁目  ホンジョウ 一チョウメ 　  　　　 

 花園二丁目  ハナゾノ 二チョウメ  本荘二丁目  ホンジョウ 二チョウメ

 花園三丁目  ハナゾノ 三チョウメ  本荘三丁目  ホンジョウ 三チョウメ

 花園四丁目  ハナゾノ 四チョウメ  本荘四丁目  ホンジョウ 四チョウメ

 花園五丁目  ハナゾノ 五チョウメ  本荘五丁目  ホンジョウ 五チョウメ

 花園六丁目  ハナゾノ 六チョウメ  本荘六丁目  ホンジョウ 六チョウメ

 花園七丁目  ハナゾノ 七チョウメ  本丸  ホンマル

 花立一丁目  ハナタテ 一チョウメ 　　　　　　 

 花立二丁目  ハナタテ 二チョウメ  マ  孫代町  マゴダイマチ

 花立三丁目  ハナタテ 三チョウメ  松尾町上松尾  マツオマチカミマツオ

 花立四丁目  ハナタテ 四チョウメ  松尾町近津  マツオマチチコウヅ

 花立五丁目  ハナタテ 五チョウメ  松尾町平山  マツオマチヒラヤマ

 花立六丁目  ハナタテ 六チョウメ  松原町  マツバラマチ

 花畑町  ハナバタチョウ  馬渡一丁目  マワタリ 一チョウメ　  　　　　 

 八分字町  ハフジマチ  馬渡二丁目  マワタリ 二チョウメ

 浜口町  ハマグチマチ  万楽寺町  マンラクジマチ

 春竹町大字春竹  ハルタケマチオオアザハルタケ

 ミ  貢町  ミツグマチ

 ヒ  稗田町  ヒエダマチ  美登里町  ミドリマチ

 東町一丁目  ヒガシマチ 一チョウメ  南町  ミナミマチ

 東町二丁目  ヒガシマチ 二チョウメ  南熊本一丁目  ミナミクマモト 一チョウメ

 東町三丁目  ヒガシマチ 三チョウメ  南熊本二丁目  ミナミクマモト 二チョウメ

 東町四丁目  ヒガシマチ 四チョウメ  南熊本三丁目  ミナミクマモト 三チョウメ

 東阿弥陀寺町  ヒガシアミダジマチ  南熊本四丁目  ミナミクマモト 四チョウメ

 東京塚町  ヒガシキョウヅカマチ  南熊本五丁目  ミナミクマモト 五チョウメ

 東子飼町  ヒガシコカイマチ  南千反畑町  ミナミセンダンバタマチ

 東本町  ヒガシホンマチ  南高江一丁目  ミナミタカエ 一チョウメ

 東野一丁目  ヒガシノ 一チョウメ  南高江二丁目  ミナミタカエ 二チョウメ

 東野二丁目  ヒガシノ 二チョウメ  　　　　　  南高江三丁目  ミナミタカエ 三チョウメ

 東野三丁目  ヒガシノ 三チョウメ  南高江四丁目  ミナミタカエ 四チョウメ

 東野四丁目  ヒガシノ 四チョウメ  南高江五丁目  ミナミタカエ 五チョウメ

 飛田一丁目  ヒダ 一チョウメ  南高江六丁目  ミナミタカエ 六チョウメ

 飛田二丁目  ヒダ 二チョウメ  南高江七丁目  ミナミタカエ 七チョウメ

 飛田三丁目  ヒダ 三チョウメ  南高江町  ミナミタカエマチ

 飛田四丁目  ヒダ 四チョウメ  南坪井町  ミナミツボイマチ

 飛田町  ヒダマチ  宮内  ミヤウチ

 日吉一丁目  ヒヨシ 一チョウメ  御幸木部一丁目  ミユキキベ 一チョウメ

 日吉二丁目  ヒヨシ 二チョウメ  御幸木部二丁目  ミユキキベ 二チョウメ

 平田一丁目  ヒラタ 一チョウメ  御幸木部三丁目  ミユキキベ 三チョウメ

 平田二丁目  ヒラタ 二チョウメ  御幸木部町  ミユキキベマチ

 平山町  ヒラヤママチ  御幸西一丁目  ミユキニシ 一チョウメ
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熊本市町名一覧

町 　 　   名 フ リ ガ ナ 町 　 　   名 フ リ ガ ナ

 ミ  御幸西二丁目  ミユキニシ 二チョウメ  ヤ  山ノ内一丁目  ヤマノウチ 一チョウメ

 御幸西三丁目  ミユキニシ 三チョウメ  山ノ内二丁目  ヤマノウチ 二チョウメ

 御幸西四丁目  ミユキニシ 四チョウメ  山ノ内三丁目  ヤマノウチ 三チョウメ

 御幸西無田町  ミユキニシムタマチ  山ノ内四丁目  ヤマノウチ 四チョウメ

 御幸笛田一丁目  ミユキフエダ 一チョウメ  山ノ神一丁目  ヤマノカミ 一チョウメ

 御幸笛田二丁目  ミユキフエダ 二チョウメ  山ノ神二丁目  ヤマノカミ 二チョウメ

 御幸笛田三丁目  ミユキフエダ 三チョウメ  山室一丁目  ヤマムロ 一チョウメ

 御幸笛田四丁目  ミユキフエダ 四チョウメ  山室二丁目  ヤマムロ 二チョウメ

 御幸笛田五丁目  ミユキフエダ 五チョウメ  山室三丁目  ヤマムロ 三チョウメ

 御幸笛田六丁目  ミユキフエダ 六チョウメ  山室四丁目  ヤマムロ 四チョウメ

 御幸笛田七丁目  ミユキフエダ 七チョウメ  山室五丁目  ヤマムロ 五チョウメ

 御幸笛田八丁目  ミユキフエダ 八チョウメ  山室六丁目  ヤマムロ 六チョウメ

 御幸笛田町  ミユキフエダマチ  良町一丁目  ヤヤマチ 一チョウメ

 妙体寺町  ミョウタイジマチ  良町二丁目  ヤヤマチ 二チョウメ

 良町三丁目  ヤヤマチ 三チョウメ

 ム  迎町一丁目  ムカエマチ 一チョウメ  良町四丁目  ヤヤマチ 四チョウメ

 迎町二丁目  ムカエマチ 二チョウメ 　　  良町五丁目  ヤヤマチ 五チョウメ

 武蔵ケ丘一丁目  ムサシガオカ 一チョウメ  弥生町  ヤヨイチョウ

 武蔵ケ丘二丁目  ムサシガオカ 二チョウメ

 武蔵ケ丘三丁目  ムサシガオカ 三チョウメ  ユ  弓削町  ユゲマチ

 武蔵ケ丘四丁目  ムサシガオカ 四チョウメ

 武蔵ケ丘五丁目  ムサシガオカ 五チョウメ  ヨ  横紺屋町  ヨココウヤマチ

 武蔵ケ丘六丁目  ムサシガオカ 六チョウメ  横手一丁目  ヨコテ 一チョウメ

 武蔵ケ丘七丁目  ムサシガオカ 七チョウメ  横手二丁目  ヨコテ 二チョウメ

 武蔵ケ丘八丁目  ムサシガオカ 八チョウメ  横手三丁目  ヨコテ 三チョウメ

 武蔵ケ丘九丁目  ムサシガオカ 九チョウメ  横手四丁目  ヨコテ 四チョウメ

 無田口町  ムタグチマチ  横手五丁目  ヨコテ 五チョウメ

 室園町  ムロゾノマチ  吉原町  ヨシワラマチ

 四方寄町  ヨモギマチ

 メ  明徳町  メイトクマチ  世安町  ヨヤスマチ

 万町一丁目  ヨロズマチ 一チョウメ

 モ  元三町  モトミマチ  万町二丁目  ヨロズマチ 二チョウメ

 元三町一丁目  モトミマチ 一チョウメ

 元三町二丁目  モトミマチ 二チョウメ  リ  流通団地一丁目  リュウツウダンチ 一チョウメ

 元三町三丁目  モトミマチ 三チョウメ  流通団地二丁目  リュウツウダンチ 二チョウメ

 元三町四丁目  モトミマチ 四チョウメ  立福寺町  リュウフクジマチ

 元三町五丁目  モトミマチ 五チョウメ

 本山町  モトヤママチ  レ  蓮台寺一丁目  レンダイジ 一チョウメ

 本山一丁目  モトヤマ 一チョウメ  蓮台寺二丁目  レンダイジ 二チョウメ

 本山二丁目  モトヤマ 二チョウメ  蓮台寺三丁目  レンダイジ 三チョウメ

 本山三丁目  モトヤマ 三チョウメ  蓮台寺四丁目  レンダイジ 四チョウメ

 本山四丁目  モトヤマ 四チョウメ  蓮台寺五丁目  レンダイジ 五チョウメ

 練兵町  レンペイチョウ

 ヤ  薬園町  ヤクエンチョウ  　  　　　　　 

 八島町  ヤシママチ  　　  　　　　　  ワ  若葉一丁目  ワカバ 一チョウメ

 八島一丁目  ヤシマ 一チョウメ 　　  　　　  若葉二丁目  ワカバ 二チョウメ

 八島二丁目  ヤシマ 二チョウメ  若葉三丁目  ワカバ 三チョウメ

 八幡一丁目  ヤハタ 一チョウメ  若葉四丁目  ワカバ 四チョウメ

 八幡二丁目  ヤハタ 二チョウメ  若葉五丁目  ワカバ 五チョウメ

 八幡三丁目  ヤハタ 三チョウメ   　 　 　　  若葉六丁目  ワカバ 六チョウメ

 八幡四丁目  ヤハタ 四チョウメ   　 　 　　 

 八幡五丁目  ヤハタ 五チョウメ  　 　  　　 

 八幡六丁目  ヤハタ 六チョウメ

 八幡七丁目  ヤハタ 七チョウメ

 八幡八丁目  ヤハタ 八チョウメ

 八幡九丁目  ヤハタ 九チョウメ

 八幡十丁目  ヤハタ 十チョウメ

 八幡十一丁目  ヤハタ 十一チョウメ

 山崎町  ヤマサキマチ
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継 続 分協議第２１号 
 
   国民健康保険事業の取扱いについて（その１） 
 
 国民健康保健事業の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年 6 月 1 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

国民健康保険事業の取扱いについて 

 

  

 １ 国保料（税）率については、５年間の負担調整期間を設けることと

し、その後熊本市の例により統合する。 

   徴収方式及び納期については、合併年度の次年度から熊本市の例に 

  より統合する。  

   

２ 国保健康づくり事業については、合併時に熊本市の例により統合す

る。 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考
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1 国保料（税）率等 健康福祉部会 第４回 第５回 継 続

2 国保健康づくり事業 健康福祉部会 第４回 第５回 継 続

国民健康保険事業の取扱い

承認／継続

（国民健康保険事業）
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祉
部

会
 

協
議

項
目

 
２

１
 

国
民

健
康

保
険

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 
国
保
料
(
税
)
率
等
 

調
整

方
針

 
国

保
料

（
税

）
率

に
つ

い
て

は
、

５
年

間
の

負
担

調
整

期
間

を
設

け
る

こ
と

と
し

、
そ

の
後

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

徴
収

方
式

及
び

納
期

に
つ

い
て

は
、

合
併

年
度

の
次

年
度

か
ら

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
税
率
等
（
平
成

1
8
年
度
）
 

・
 
区
分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
療
分
 
 
 
 
 
 
 
介
護
分
 

・
所
得
割
 
 
 
 
 
 
 
1
0
.
4
/
1
0
0
 
 
 
 
 
1
.
9
/
1
0
0
 

・
資
産
割
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

・
均
等
割
 
 
 
 
 
 
3
3
,
4
5
0
円
 
 
 
 
1
3
,
4
0
0
円
 

・
平
等
割
 
 
 
 
 
 
2
5
,
8
0
0
円
 
 
 
 
 
 
 

 
―
 

・
賦
課
限
度
額
 
 
 
 
5
6
万
円
 
 
 
 
 
 
 
9
万
円
 

  
 
 
(
H
1
9
.
3
.
3
1
)
 

 
 
加
入
者
数
 
2
4
1
,
2
7
3
人
（
1
3
2
,
2
0
3
世
帯
）
 

 2
.
徴
収
の
方
式
 
「
料
方
式
」
 

3
.
納
期
 
 
 
 
4
月
～
翌

3
月

 
1
2
期
 

 1
.
税
率
等
（
平
成

1
8
年
度
）
 

・
 
区
分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医
療
分
 
 
 
 
 
介

護
分
 

・
所
得
割
 
 
 
 
 
 
 
 
9
.
7
/
1
0
0
 
 
 
 
1
.
5
/
1
0
0
 

・
資
産
割
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 

・
均
等
割
 
 
 
 
 
 
2
7
,
0
0
0
円
 
 
 
 
8
,
0
0
0
円
 

・
平
等
割
 
 
 
 
 
 
2
4
,
0
0
0
円
 
 
 
 
2
,
5
0
0
円
 

・
賦
課
限
度
額
 
 
 
 
5
6
万
円
 
 
 
 
 
 
9
万
円
 

  
 
 
 
(
H
1
9
.
3
.
3
1
)
 

加
入
者
数
 
 
3
,
7
3
3
人
（
1
,
6
9
7
世

帯
）
 

 2
.
徴
収
の
方
式
 
「
税
方
式
」
 

3
.
納
期
 
 
 
 
6
月
～
翌

3
月

 
1
0
期

 

 税
率
等
に
つ
い
て
は
、
富
合
町
の
被
保
険

者
に
対
し
、
合
併
年
度
の
次
年
度
よ
り
５

年
間

の
負
担

調
整

期
間

を
設

け
、

年
2
0

％
ず

つ
熊

本
市

の
水

準
に

近
づ

け
る

こ

と
と
す
る
。
 

な
お

、
調

整
期

間
内

に
料

率
の

改
定

を
 

行
な

っ
た

時
は

、
残

り
の

年
数

で
等

分
 

に
負
担
調
整
割
合
を
算
定
す
る
。
 

   徴
収
の
方
式
及
び
納
期
に
つ
い
て
は
、
合

併
年

度
の

次
年

度
か

ら
熊

本
市

の
例

に

よ
り
統
合
す
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作

業
部

会
名

：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
２

１
 

国
民

健
康

保
険

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
 

国
保
健
康
づ
く

り
事
業

 

調
整

方
針

 
 合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
助
成
事
業
 

・
施
術
の
回
数
：
1
人

1
日

1
回

、
年
間

8
0
回
以

内
 
 

・
利
用
証
を
交
付

1
回
の
施
術

に
お

い
て
、
 

1
,
5
0
0
円
を
助
成
（
現
物
）
 

 
  ※
施
術
者
団
体
（
2
団
体
）
が
取
り

ま
と
め
て
市
に
請
求
 

 2
.
そ
の
他
の
保
健
事
業
 

・
国
保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
 

・
人
間
ド
ッ
ク
助
成
事
業
 

・
疾
病
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
健
康
づ
く
り
事
業
 

  

 1
.
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
助
成
事
業
 

・
1
世
帯
に
つ
い
て
、
年

1
5
枚
、

老
人

1
人
当
た

り
1
0
枚
追
加
 

・
1
回

1
,
0
0
0
円

の
助
成
 

   

※
施
術
者
ご
と
に
町
に
請
求
 

 2
.
そ
の
他
の
保
健
事
業
 

・
国
保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
 

    

 施
術
団
体
と
の
協
議
を
要
す
る
が
、
熊
本

市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
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協議第２１号 
 
   国民健康保険事業の取扱いについて（その２） 
 
 国民健康保険事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
国民健康保険事業の取扱いについて 

 
  
 １ 療養給付支払等基金の取扱いについては、合併特例区設置期間に、

ふるさと総合健診、腹部超音波検診等の保健事業の経費に充てるもの

とする。 
  
  

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

23



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

21

1 国保料（税）率等 健康福祉部会 第４回 第５回 継 続

2 国保健康づくり事業 健康福祉部会 第４回 第５回 継 続

3 療養給付支払等基金 健康福祉部会 第５回

（国民健康保険事業）

国民健康保険事業の取扱い

承認／継続

24



作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
２

１
 

国
民

健
康

保
険

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

療
養

給
付

支
払

等
基

金
 

調
整

方
針

 

 合
併

特
例
区

設
置

期
間

に
ふ

る
さ

と
総
合
健
診
、
腹
部
超
音
波
検
診
等
の
保
健
事
業
の
経
費
に
充
て
る
も
の

と
す

る
 

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し

 

                   

 基
金
保
有
高
（
１
７
年
度
末
）
 
 
 
7
4
,
4
4
6
,
1
8
1
円
 

１
人
当
り
基
金
保
有
高
（
１
７
年
度
末
）
 
1
9
,
8
1
5
円

 

 合
併

特
例

区
設

置
期

間
に

ふ
る

さ
と

総

合
健
診
、
腹
部
超
音
波
検
診
等
の
保
健
事

業
の
経
費
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。
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協議第２３号 
 
   行政連絡機構の取扱いについて 
 
 行政連絡機構の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
行政連絡機構の取扱いについて 

 
 

   行政連絡機構の取扱いについては、富合町の合併特例区設置期間の

年度内を限度とし、その後、熊本市の例により統合する。 

 

 

 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

23

1 行政区・区長組織等（行政連絡員制度） 市民生活部会 第５回

（行政連絡機構）

行政連絡機構の取扱い

承認／継続

28



作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
２

３
 
行
政

連
絡

機
構

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 

行
政
区
・
区
長

組
織
等

（
行

政
連

絡
員

制
度

）
 

調
整

方
針

 
富

合
町

の
合

併
特

例
区

設
置

期
間

の
年
度
内
を
限
度
と
し
て
現
行
を
維
持
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
、
熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 行
政
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
う
嘱
託
員
は
設
置
し
て
い
な
い
が
、
町

内
自
治
会
等
と
し
て
届
出
に
よ
り
市
長
が
認
め
た
団
体
と
し
て
、
行
政

事
務
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
。
 

 

名
称
 
町
内
自
治
会
（
７
２
７
人
）
 

根
拠
 
町
内
自
治
振
興
補
助
金
交
付
規
則
に
基
づ
く
届
出
制
 

区
域
 
 
小
学
校
区
の
一
部
 

（
８
０
校
区
・
７
２
７
町
内
自
治
会
）
 

任
期
 
各
自
治
会
の
規
約
に
よ
る
 

職
務
内
容
 
自
治
会
に
よ
る
地
域
づ
く
り
活
動
の
推
進
 

報
酬
等
 
無
（
別
途
支
援
制
度
有
）
 

 
 
 
 
行
政
文
書
の
配
布
に
つ
い
て
は
別
途
委
託
契
約
締
結
 

      依
頼
し
て
い
る
事
務
 

・
行
政
文
書
等
（
広
報
紙
含
む
）
の
配
布
 
ほ
か
 

  詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
紙
比
較
表
参
照
 

  
行
政
事
務
の
一
部
（
行
政
文
書
の
配
布
、
掲
示
、
及
び
各
種
周
知
事

項
等
の
周
知
伝
達
な
ど
）
を
委
嘱
し
て
い
る
。
 

  名
称
 
嘱
託
員
（
２
２
人
）
 

根
拠
 
富
合
町
嘱
託
員
設
置
規
則
 

区
域
 
行
政
区
単
位
（
２
２
地
区
）
 

 任
期
 
自
治
組
織
代
表
者
の
期
間
区
長
が
嘱
託
員
を
兼
務
 

職
務
内
容
 
行
政
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
う
 

報
酬
等
 
均
等
割
：
３
１
５
，
９
０
０
円
（
年
額
）
 

 
 
 
 
世
帯
割
：
２
，
２
０
０
円
×
世
帯
数
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
算
定
基
準
日

4
月

1
日

）
 

  
 
 
平
成
１
６
年
度
決
算
 
１
３
，
２
５
９
千
円
 

 
 
 
平
成
１
７
年
度
決
算
 
１
２
，
２
９
５
千
円
 

 
 
 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
１
１
，
９
８
８
千
円
 

 依
頼
し
て
い
る
事
務
 

・
行
政
文
書
等
（
広
報
紙
含
む
）
の
配
布
、
掲
示
及
び
各
種
通
達
事
項

の
周
知
伝
達
 
ほ
か
 

 詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
紙
比
較
表
参
照
 

 富
合

町
の

合
併

特
例

区
設

置
期

間
の

年

度
内

を
限

度
と

し
て

現
行

制
度

を
維

持

し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
熊
本
市
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

 

 ※
広
報
紙
の
配
布
方
法
に
つ
い
て
も
、
同

上
の
取
り
扱
い
と
す
る
。
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行政区・区長組織等の比較 

 熊  本  市 富  合  町 

名 称 町内自治会 

（町内自治会長） 

 

嘱託員 

（区長が嘱託員を兼ねる） 

活動内容 ・生活安全に関する活動 

（交通安全、防犯防火等） 

・社会福祉に関する活動 

（独居老人訪問、給食サービス） 

・生活環境の整備に関する活動 

（町内清掃、害虫駆除、廃品回収等） 

・親睦活動 

（スポーツ大会、あいさつ運動、夏祭り等）

・文化活動 

（文化祭、バザー、広報誌作成） 

・各種団体の活動への協力等 

（社会福祉協議会、体育協会、 

交通安全協会等）

 

・生活安全に関する活動 

（交通安全、防犯防火等） 

 

 

・生活環境の整備に関する活動 

（町内清掃、廃品回収等） 

・親睦活動 

（スポーツ大会、夏祭り等） 

 

 

・各種団体の活動への協力等 

（社会福祉協議会、体育協会、 

交通安全協会等） 

組織の長又は

嘱託員に依頼

する事務 

１．契約により委託している業務 

 ①行政文書等（広報紙含む）の配布 

  （町内自治会長と委託契約を締結） 

 

 

 

 

２．協力を依頼している業務 

（手当等なし） 

①市の各種行事、事業への参加 

②各種委員推薦 

（民生委員、国勢調査委員等） 

③公共行事への協力（境界立会い等）

④ごみ置き場管理、ごみ減量化の推進

⑤交通安全運動、防犯運動協力等 

 

 

１．嘱託員に依頼している業務 

①行政文書等（広報紙含む）の配布、

掲示及び各種通知事項の周知伝達

②行政区域内の情報の把握 

③災害情報の収集、報告及び資料提

供 

 

２．区長に協力を依頼している業務 

①町の各種行事、事業への参加 

②各種委員推薦（民生委員等） 

③公共行事への協力 

（境界立会い、転作確認等） 

④ごみ置き場管理、ごみ減量化の推

進 

⑤交通安全運動、防犯運動協力等 

⑥里道、水路の管理 

参 考 資 料

30



 

 

 

 熊  本  市 富  合  町 

根 拠 町内自治振興補助金交付規則に基づく

届出制 

 

富合町嘱託員設置規則 

区 域 ７２７町内自治会 

 

２２行政区 

報 酬 無 

（各世帯からの町費の中から会長手当を

支給している町内自治会が大部分） 

（年額） 

均等割 315,900 円 

世帯割 2,200 円×世帯数 

 

財政的支援等 自治振興補助金 

（自治会運営費の一部として助成） 

・200 世帯以下   年額 60,000 円 

・201～400 世帯  年額 65,000 円 

・401～800 世帯  年額 70,000 円 

・801 世帯以上   年額 75,000 円 

 

文書配布事務委託料 

（町内自治会等と委託契約を締結） 

１世帯 月額 60 円 

 

熊本市防犯灯補助金 

・4/1 までに設置  2,000 円／1灯 

・4/2～6/30 までに設置  1,500 円 

・7/1～9/30 までに設置  1,000 円 

・10/1～12/31 までに設置  500 円 

行政区補助金 

無 

 

 

 

 

 

文書配布事務委託料 

無（報酬に含む） 

 

 

防犯灯補助金 

・電球の交換    10 割補助 

・新設及び修繕    4 割補助 

・電気代       4 割補助 

 （実施主体：富合町防犯協会） 
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協議第２４号 
 
   電算システムの取扱いについて 
 
 電算システムの取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

電算システムの取扱いについて 

 

１ 電算システムの取扱いについては、熊本市のシステムに統合するものと

する。 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

33



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

24

1 基幹系システム 電算部会 第５回

2 情報ネットワ－クシステム 電算部会 第５回

3 個別システム 電算部会 第５回

承認／継続

（電算システム）

電算システムの取扱い
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作
業

部
会

名
：
電

算
部

会
 

協
議

項
目

 
２

４
 

電
算

シ
ス

テ
ム

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 

基
幹

系
シ

ス
テ

ム
 

調
整

方
針

 
熊

本
市

電
算

シ
ス

テ
ム

に
統

合
す

る
。

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

熊
本

市
 

富
合

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

基
幹

系
シ

ス
テ

ム
・
・
・
住

民
基

本
台

帳
シ

ス
テ

ム
等

の
住

民
登

録
情

報
を

基
と

し
た

、
戸

籍
、

税
、

福
祉

、
健

康
福

祉
等

の
基

本
的

な
住

 

民
サ

－
ビ

ス
シ

ス
テ

ム
。

業
務

ご
と

に
独

立
し

て
い

る
が

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
等

の
住

民
情

報
を

基
に

各
事

 

業
に

則
し

た
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
て

い
る

た
め

住
民

生
活

に
関

連
性

が
大

き
い

。
 

市
町

別

内
容

 

1
  

業
務

名
 

 
総

合
行

政
情

報
シ

ス
テ

ム
 

2
  

開
発

業
者

 
富

士
通

㈱
 

3
  

稼
働

年
月

  
業

務
別

に
昭

和
6
1

年
3

月
～

 

4
 

業
務

内
容

H
1
8
.4

現
在

4
4

業
務

稼
働

中
（
別

紙
稼

働
業

務
一

覧
参

照
）
、

汎
用

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟｭ

ｰ
ﾀ
を

中
心

に
業

務
ｻ

ｰ
ﾊ

ﾞを
組

み
合

 

わ
せ

て
い

る
 

5
  

利
用

端
末

数
  

 6
0
0

台
 

6
  

接
続

出
先

数
  

 3
3

ヵ
所

 

7
  

庁
外

ネ
ッ

ト
 
  

ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ

ｲ
-
ｻ

-
･ﾀ

ｲ
ﾌ
ﾟⅡ

 

8
 

導
入

形
態

J
E
C

C
㈱

レ
ン

タ
ル

（
基

幹
系

機
器

及
び

P
.P

を
一

括
賃

借
契

約
）
、

単
年

度
契

約
（
Ｈ

1
8

年
度

よ
り

一
部

ﾘ
-
ｽ

に

移
行

中
）
 

9
  

処
理

方
式

 
 

 
 

 
独

自
処

理
 

1
0

保
守

 
ハ

ー
ド

：
レ

ン
タ

ル
・
リ

－
ス

契
約

に
含

む
、

ソ
フ

ト
：
富

士

通
㈱

と
一

括
維

持
管

理
契

約
 

1
1
 H

1
8

年
度

主
な

運
用

経
費

 

・
委

託
料

維
持

管
理

 

 
  

 
13

6
,7

52
千

円
 

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ﾀ
 2

3,
52

2
千

円
ﾊ

ﾟﾝ
ﾁ
ｬ
ｰ

 
20

,5
53

千
円

 

･使
用

料
及

び
賃

借
料

ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

ﾚ
ﾝ
ﾀ
ﾙ

 
6
7
5
,4

5
3

千
円

 

C
V

C
F

装
置

  
 
 1

2
,2

28
 
 〃

 

 1
  

業
務

名
 

 
基

幹
電

算
シ

ス
テ

ム
 

2
  

開
発

業
者

 
㈱

日
立

情
報

シ
ス

テ
ム

ズ
 

3
  

稼
働

年
月

  
平

成
1
7

年
4

月
～

 

4
 

業
務

内
容

H
1
8
.4

現
在

35
業

務
稼

働
中

（
別

紙
稼

働
業

務
 

一
覧

参
照

）
、

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

・
サ

ー
バ

方
式

 

5
  

利
用

端
末

数
  

 1
2

台
 

6
  

接
続

出
先

数
  

 0
ヵ

所
 

7
  

庁
外

ネ
ッ

ト
 
  

な
し

 

8
 

導
入

形
態

機
器

類
に

つ
い

て
は

、
日

立
キ

ャ
ピ

タ
ル

㈱
と

５
年

リ
ー

ス
契

約
 

9
  

処
理

方
式

 
独

自
処

理
 

1
0
 

保
守

 
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

等
一

括
保

守
契

約
 

1
1
 

H
1
8

年
度

主
な

運
用

経
費

 

・
委

託
料

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

保
守

 
7
5
6

千
円

 

 
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
保

守
 6

3
0

千
円

 

Ｓ
Ｅ

サ
ポ

ー
ト

2
,5

2
0

千
円

 

パ
ッ

ケ
ー

ジ
使

用
3,

78
0

千
円

 

・
使

用
料

及
び

賃
借

料
機

器
類

1
3
,0

1
2
 

千
円

 

熊
本

市
の

シ
ス

テ
ム

に
統

合
す

る

も
の

と
す

る
。
 

住
民

サ
ー

ビ
ス

に
影

響
を

及
ぼ

す

こ
と

の
な

い
よ

う
、

合
併

時
に

統
合

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

シ
ス

テ
ム

を
優

先

し
、

統
合

を
進

め
る

。
住

民
サ

－
ビ

ス

に
大

き
な

影
響

が
な

く
、

改
修

に
時

間

を
要

す
る

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

は
、

既

存
シ

ス
テ

ム
を

並
行

運
用

し
合

併
後

に
随

時
統

合
を

進
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 熊
本

県
又

は
、

宇
城

広
域

等
一

部

組
合

で
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
事

務
（
シ

ス
テ

ム
）
に

つ
い

て
は

、
各

団
体

と
調

整
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  ※
基

幹
系

シ
ス

テ
ム

一
覧

（
別

紙
1
）
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別
紙
1

熊
本

県
、
宇

城
広

域
等

一
部
組
合
取
扱
い
シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

住
民
記
録

住
民
票
異
動
、
登
録
、
発
行
業
務

住
民
記
録
シ
ス
テ
ム

住
民
票
異
動
、
登
録
、
発
行
業
務

住
基
ネ
ッ
ト
ワ
－
ク

国
機
関
へ
の
情
報
提
供
、
統
計
業
務

住
基
ネ
ッ
ト
ワ
－
ク

国
機
関
へ
の
情
報
提
供
、
統
計
業
務

印
鑑
登
録

印
鑑
登
録
、
証
明
発
行

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム

印
鑑
登
録
証
明
発
行

外
国
人
登
録

外
国
人
登
録
、
異
動

外
国
人
登
録
シ
ス
テ
ム

外
国
人
登
録
、
異
動

戸
籍
情
報
総
合

戸
籍
登
録
、
異
動
、
発
行

戸
籍
情
報
シ
ス
テ
ム

戸
籍
登
録
、
異
動
、
発
行

住
居
表

示
証
明

住
居
表
示
証
明
書
の
発
行

未
導

入
-

行
政
基
本

宛
名
管
理

住
登
外
管
理
シ
ス
テ
ム

宛
名
管
理

固
定
資

産
税

特
別
土

地
保
有
税

固
定
資

産
税
家
屋
評
価

固
定
資

産
税
地
図
情
報

固
定
資

産
税
異
動
管
理

市
・
県
民
税

市
民
税

課
税
支
援

市
・
県

民
税

の
賦

課
、
異

動
及

び
証

明
書
の

発
行

。
課

税
資

料
の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
。
賦
課
情
報
は
収
納
シ
ス
テ
ム
と
連
携
。

個
人

住
民

税
税
申
告
受
付
シ
ス
テ
ム

町
・
県

民
税

の
賦

課
、
異
動

及
び
証
明

書
の

発
行

。
申

告
書

の
受

付
、
税

計
算

シ
ス
テ
ム

。
賦

課
情

報
は

収
納
シ
ス
テ
ム
と
連
携
。

法
人
市

民
税

法
人
住
民
税
の
賦
課
、
異
動
。
賦

課
情

報
は

収
納

シ
ス
テ
ム

と
連
携
。

法
人

住
民

税
法

人
住

民
税

の
賦

課
、
異

動
賦

課
情

報
は

収
納

シ
ス

テ
ム
と
連
携
。

軽
自
動

車
税

軽
自

動
車

税
賦

課
、
異

動
。
賦

課
情

報
は

収
納

シ
ス
テ
ム
と

連
携
。

軽
自
動
車
税
シ
ス
テ
ム

軽
自

動
車

税
賦

課
、
異

動
。
賦

課
情

報
は

収
納

シ
ス

テ
ム
と
連
携
。

諸
税

管
理

（
入

湯
税

・
事

業
所

税
た
ば

こ
税

）
入

湯
税

、
事

業
所

税
、
た
ば

こ
税

の
賦

課
、
異

動
。

賦
課
情
報
は
収
納
シ
ス
テ
ム
と
連
携
。

未
導

入
-

市
税
基
本

税
業
務
の
宛
名
管
理
シ
ス
テ
ム
。

未
導
入

-

税
務
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

税
各
業
務
の
資
料
電
子
管
理
。

未
導
入

-

税
収
納

管
理

市
税
収

滞
納
支
援

諸
税
収

納

固
定

資
産

税
、
軽

自
動

車
税

、
市

・
県

民
税

、
法

人
市

民
税
、
諸
税
の
収
納
管
理
、
及

び
滞

納
管

理
。
各

種
納

税
証

明
書
の
発
行
。

収
納
管
理
シ
ス
テ
ム

滞
納
管
理
シ
ス
テ
ム

固
定

資
産

税
、
軽

自
動

車
税

、
市

・
県

民
税

、
法

人
市

民
税

、
諸

税
、
国

民
健

康
保

険
税

、
介

護
保

険
税

の
収

納
管

理
、
及

び
滞

納
管

理
。
各

種
納

税
証

明
書

の
発

行
。

基
幹

系
シ
ス
テ
ム
の

統
合

に
つ
い
て
（
各

種
業

務
別

）

熊
本

市
富
合

町

固
定
資
産
税
シ
ス
テ
ム

固
定

資
産

税
の

賦
課

、
異

動
処

理
及

び
証

明
書

の
発

行
。

賦
課
地
の
地
図
情
報
な
ど
賦
課
情
報
は
収
納
シ
ス
テ
ム
と

連
携
。

固
定

資
産

税
の

賦
課

、
異

動
処

理
及

び
証

明
書

の
発

行
。
賦
課
情
報
は
収
納
シ
ス
テ
ム
と
連
携
。
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熊
本

県
、
宇

城
広

域
等

一
部
組
合
取
扱
い
シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

熊
本

市
富
合

町

未
導
入

-
集
合
3
税
シ
ス
テ
ム

１
０
期

に
期

割
し
た
住

民
税

（
普

徴
）
固

定
資

産
税

、
国

保
税

を
期

毎
に
括

り
合

わ
せ

て
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
。

各
税

の
更

正
結

果
を
随

時
反

映
す
る
。
収

納
状

況
に

つ
い
て
は
、
収
納
管
理
シ
ス
テ
ム
で
行
う
。

国
民
健

康
保
険

老
人
医

療
保
険
料
収
納
支
援
シ
ス
テ
ム

国
民
健
康
保
険
、
老
人
医
療
の

資
格

異
動

、
賦

課
異

動
、
給

付
異
動
、
収
納
異
動
、
納
付
異

動
。

国
民
健
康
保
険
（
資
格
）
（
税

）
シ
ス
テ

ム 老
人
医
療
シ
ス
テ
ム

国
民

健
康

保
険

、
老

人
医

療
の

資
格

、
異

動
、
給

付
異

動
、
照

会
、
報

告
・
統

計
、
被

保
険

者
証

の
発

行
、

老
人

医
療

受
給

者
証

、
年

齢
到

達
者

一
覧

、
受

給
者

異
動

整
理

簿
、
保

険
加

入
別

異
動

状
況

、
月

報
、
減

額
認

定
者

一
覧

、
特

定
疾

病
者

一
覧

、
負

担
区

分
別

一
覧

介
護
保

険
介

護
保

険
料

の
保

険
料

算
出

、
異

動
。
収

納
管

理
は

保
険

料
収
納
支
援
シ
ス
テ
ム
で
管
理
。

宇
城

広
域

連
合

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム

被
保

険
者

の
資

格
管

理
、
介

護
保

険
の

適
用

除
外

者
管

理
、
資

格
管

理
機

能
で
の

登
録

内
容

全
般

照
会

、
認

定
申

請
管

理
、
受

給
者

管
理

、
保

険
料

納
付

管
理

、
給
付
実
績
管
理

宇
城
広
域
連
合

老
人

福
祉

事
務

老
人

ﾎ
ｰ
ﾑ
入

所
管

理
　
敬

老
祝

品
　
さ
く
ら
カ
ー
ド

未
導

入
-

貸
付
統

合
住
宅
建
設
、
高
齢
保
健
福
祉
課

、
地

域
保

健
福

祉
課

、
障

害
保
健
福
祉
課
の
貸
付
償
還

未
導

入
-

国
民
年
金

異
動
処
理
、
照
会
、
拠
出
照
会

国
民
年
金
シ
ス
テ
ム

異
動
処
理
、
照
会
、
受
給
年
金
登
録
　
照
会

児
童
手

当
児

童
手

当
の

認
定

申
請

・
額

改
定

認
定

請
求

、
改

定
届

、
受

給
事

由
消

滅
、
未

支
払

請
求

、
現

況
届

に
対

す
る
支

給
、
受

給
者
台
帳
を
管
理
。

児
童
手
当
シ
ス
テ
ム

児
童

手
当

の
認

定
申

請
・
額

改
定

認
定

請
求

、
改

定
届

、
受
給
事
由
消
滅
、
未
支
払
請

求
、
現
況

届
に
対
す

る
支
給
、
受
給
者
台
帳
を
管
理
。

ひ
と
り
親

医
療

事
務

ひ
と
り
親

家
庭

等
医

療
助

成
の

支
給

、
証
書

の
発

行
、
現
況

届
の
発
行

※
未

導
入

-
熊
本
県
少
子
化
対
策
課

乳
幼
児

医
療

乳
幼

児
医

療
費

助
成

制
度

受
給

資
格

の
取

得
・

変
更

・
喪

失
及

び
振

込
口

座
の

登
録

。
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

乳
幼
児
医
療
シ
ス
テ
ム

乳
幼

児
医

療
費

助
成

制
度

受
給

資
格

の
取

得
・

変
更

・
喪

失
及

び
振

込
口

座
の

登
録

。

母
子
寡

婦
福
祉
資
金
貸
付
金

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
償

還
管

理
※

未
導

入
-

熊
本
県
少
子
化
対
策
課

障
害

福
祉

障
害

者
手

帳
、
さ
く
ら
カ
－

ド
の

交
付

等
※

未
導

入
-

（
障
害
者
手
帳
）

熊
本
県
身
体
障
害
福
祉
課

障
害
者
支
援
費

施
設
入
所
、
デ
イ
サ
－
ビ
ス
の
給
付
等

未
導
入

-

保
育
所

管
理

保
育

所
の

入
所

、
退

所
・

保
育

料
・

収
納

・
運

営
費

管
理

保
育
料
シ
ス
テ
ム

保
育

所
の

入
所

、
退

所
・

保
育

料
・

収
納

・
運

営
費

管
理

生
活
保

護
生

活
保

護
に

関
す

る
ケ

ー
ス

の
情

報
を

登
録

・
管

理
※

未
導

入
-

熊
本
県
社
会
福
祉
課

下
水
道
水
洗
化
貸
付
金

下
水
道
水
洗
化
貸
付
金
の
貸
付
償
還
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

未
導
入

-

下
水
道
使
用
料

下
水
道
使
用
料
の
賦
課
、
異
動
処
理
、
収
納
管
理

下
水
道
使
用
料
シ
ス
テ
ム

下
水
道
使
用
料
の
賦
課
、
異
動
処
理
、
収
納
管
理
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熊
本

県
、
宇

城
広

域
等

一
部
組
合
取
扱
い
シ
ス
テ
ム

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

シ
ス
テ
ム
名

業
務
内
容

熊
本

市
富
合

町

下
水
道
受
益
者
負
担
金

下
水
道
受
益
者
負
担
金
の
賦
課
、
異
動
処
理
、
収
納
管
理

下
水
道
受
益
者
負
担
金
シ
ス
テ
ム

下
水

道
受

益
者

負
担

金
の

賦
課

、
異

動
処

理
、
収

納
管

理

異
動
処
理
、
照
会
、
駐
車
場
、

異
動
処
理
、
駐
車
場
照
会
、

新
家
賃
管
理

工
事

発
注

を
行

う
際

の
工

事
金

下
水

道
・

農
業

土
木

の
工

事
発

注
を

額
の

積
算

及
び

設
計

書
の

作
成

行
う

際
の

工
事

金
額

の
積

算
及

び
設

計
書

の
作

成
一

般
選

挙
事

務
に

関
す

る
管

理
一

般
選

挙
事

務
及

び
農

業
委

員
会

選
（

選
挙

人
名

簿
の

管
理

等
）

挙
事

務
に

関
す

る
管

理
農

業
委

員
会

、
有

明
漁

業
調

整
員

（
選

挙
人

名
簿

の
管

理
等

）
選

挙
事

務
に

関
す

る
管

理
検

察
審

査
員

を
選

考
す

る
処

理

学
校
教

育
住
民
基

本
台

帳
、
学
校

区
テ
－
ブ
ル

を
基

に
、
小

中
学

校
の

修
学
に
関
連
す
る
諸
業
務

学
校
教
育
シ
ス
テ
ム

小
中
学
校
の
修
学
に
関
連
す
る
諸
業
務

福
祉
事
務
シ
ス
テ
ム
の
総
合
窓
口

（
平
成
２
０
年
４
月
よ
り
稼
動
予
定
、
一
部
稼
動
）

別
紙
2

※
保
健
福
祉
総
合
連
携

※
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

別
紙
2

土
木
積

算

選
挙
事

務
選
挙
シ
ス
テ
ム

農
業
選
挙
シ
ス
テ
ム

下
水
道
積
算
シ
ス
テ
ム

農
業
土
木
積
算
シ
ス
テ
ム

市
営
住
宅
管
理

住
宅
使
用
料
シ
ス
テ
ム

異
動
処
理
、
照
会
、
家
賃
管
理
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別紙２

事業の有無 システム化の有無

01 総合相談 総合相談窓口 無 -
情報提供 無 -

02 保育 保育 ○ 有 基幹システム
03 貸付 母子寡婦福祉資金貸付 ○ 有 熊本県
04 医療費助成 母子家庭医療費助成 ○ 有 基幹システム
05 子育て医療給付 未熟児養育医療 無 熊本県

自立支援医療費（育成医療） 無 熊本県
小児慢性特定疾患治療研究 無 熊本県
小児慢性特定疾患児日常生活
用具給付

無 熊本県

特定不妊治療費助成 無 熊本県
06 (医療費助成) 乳幼児医療費助成 ○ 有 健康管理システム
07 (手当1) 児童手当 ○ 有 基幹システム
08 (手当2) 児童扶養手当 ○ 有 熊本県
09 子育て支援 子育て短期支援利用 有 台帳管理

乳幼児健康支援一時預かり 無 -
助産施設入所措置 無 -
産後ホームヘルプサービス事業 無 -

10 (介護保険) 介護保険 ○ 有 宇城広域連合
11 高齢者福祉 在宅高齢者緊急通報システム 有 宇城広域消防本部

ひとり暮らし高齢者訪問 無 -
寝具乾燥サービス 無 -
日常生活用具給付 有 台帳管理
高齢者住宅改造費助成 有 台帳管理
住宅改造居宅介護支援員派遣 無 -
生活管理指導員派遣(ヘルパー) 有 台帳管理
生活援助型デイサービス 無 -
満百歳表彰 有 台帳管理
敬老祝い品支給 有 台帳管理
養護老人ホーム入所措置 有 台帳管理
生活管理指導短期宿泊(ショート
ステイ)

有 台帳管理

高齢者介護用品支給 有 台帳管理
家族介護者リフレッシュ 無 -
介護予防事業 有 台帳管理

12 手帳交付管理 身体障害者手帳交付 有 熊本県
療育手帳交付 有 熊本県
精神障害者保健福祉手帳交付 有 熊本県

13 障害者福祉 日常生活用具給付費 有 健康管理システム
補装具給付費 有 健康管理システム

14 更生医療給付 自立支援医療費（更生医療） ○ 有 台帳管理
15 障害者手当 特別障害者手当等給付事業 有 熊本県

特別児童扶養手当等給付 有 熊本県
16 障害福祉サービス 障害福祉サービス ○ 有 個別システム（NIC）
17 (医療費助成) 重度心身障害者医療 ○ 有 基幹システム
18 障害者支援 心身障害者福祉タクシー経費 無 -

障害者住宅整備費助成 有 台帳管理
身障者自動車改造費助成 有 台帳管理
障害者運転免許取得費助成 有 台帳管理
身障者福祉電話設置経費 無 -
身障者緊急通報システム経費 無 -
訪問入浴サービス事業経費 無 -
有料道路割引 有 -

19 精神通院医療 自立支援医療費（精神通院） ○ 有 熊本県
20 (生活保護) 生活保護 ○ 有 宇城福祉事務所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

総合行政
情報ｼｽﾃﾑ 新規

保健福祉情報システム

保健福祉関係システムについて

システム名 事業名

富合町
健康管理システム等

熊本市
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事業の有無 システム化の有無総合行政
情報ｼｽﾃﾑ 新規

保健福祉情報システム

システム名 事業名

富合町
健康管理システム等

熊本市

21 貸付金 災害弔慰金及び災害見舞金の
支給並びに災害援護資金の貸

○ 有 台帳管理

22 さくらカード管理 さくらカード ○
帳票出
力のみ

○ 無 -

23 健康管理 ＜成人保健＞

基本健康診査(20歳からの生活
習慣病予防健診含む)

有 健康管理システム

女性健康診査 無 -
骨粗しょう症健診 無 -
人間ドック 無 -
がん検診(胃・子宮・乳・肺・大
腸・肝臓)(精検含む)

有 健康管理システム

訪問指導(成人保健・障害者・難
病・高齢者・認知症高齢者・精神
保健福祉指導)

有 健康管理システム

健康相談(成人保健・障害者・難
病・高齢者・認知症高齢者・精神
保健福祉・社会復帰)

有 健康管理システム

健康教育(成人保健・高齢者健
康づくり・精神障害者家族教室・
薬物依存症家族教室)

有 健康管理システム

＜母子保健＞

母子健康手帳交付 有 健康管理システム
妊婦健康診査 有 健康管理システム
3か月児健康診査 有 健康管理システム
7か月児健康診査 有 健康管理システム
1歳6か月児健康診査(精健含 有 健康管理システム
3歳児健康診査(精健含む) 有 健康管理システム
乳幼児経過観察健康診査 有 台帳管理
2歳児フォロー 有 台帳管理
心理相談 無 -
心理フォロー教室 無 -
訪問指導 有 健康管理システム
健康相談 有 台帳管理
健康教育 有 台帳管理
児童虐待防止対策 有 台帳管理

※熊本市では実施していない。 5歳児相談※ 有 台帳管理
＜発達相談＞

こどもの発達相談 ○ 無 -
＜栄養＞

栄養改善 ○ 有 台帳管理
＜歯科＞

歯科保健 有 台帳管理
24 予防接種管理 BCG 有 健康管理システム

ポリオ 有 健康管理システム
二種混合 有 健康管理システム
三種混合 有 健康管理システム
麻しん 有 健康管理システム
風しん 有 健康管理システム
日本脳炎 有 健康管理システム
麻しん風しん混合 有 健康管理システム

※保健福祉情報システム
健康福祉サ－ビスを一体的に提供するため、市民との接点である「窓口機能の充実」を図ること、根拠に基づく、市民のニ－ズに
適応し、かつ、ＱＯＬ（生活の質）の向上につながる政策立案が出来るよう「政策マネジメント機能の強化」を図ることを重点的に取り
組むタ－ゲットとして定め、これらを支える基盤として、システムの整備及びネットワ－ク化を行なうもの。　　　平成２０年４月より稼
動予定

○

○

○
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業

部
会

名
：
電

算
部

会
 

協
議

項
目

 
２

４
 

電
算

シ
ス

テ
ム

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
 

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

シ
ス

テ
ム

 

調
整

方
針

 
熊

本
市

電
算

シ
ス

テ
ム

に
統

合
す

る
。

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

熊
本

市
 

富
合

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 
・
・
・
イ

ン
タ

－
ネ

ッ
ト

（
電

子
メ

－
ル

や
ホ

－
ム

ペ
－

ジ
な

ど
）
を

利
用

し
た

市
民

等
に

情
報

の
提

供
や

収
集

、
 

電
子

申
請

受
付

な
ど

の
市

民
サ

－
ビ

ス
の

向
上

お
よ

び
行

政
事

務
の

高
度

・
効

率
化

を
目

的
と

し
た

 

情
報

基
盤

。
 

市
町

別

内
容

 

１
 

シ
ス

テ
ム

の
名

称
 

熊
本

市
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
 

（
C

ネ
ッ

ト
）
 

２
 

運
用

開
始

時
期

 
 

平
成

１
３

年
４

月
 

３
 

整
備

状
況

（
施

設
数

）
Ｈ

1
8

年
度

末
現

在
２

６
５

ヶ
所

 

 
 

(内
小

・
中

学
校

、
保

育
園

、
幼

稚
園

、
共

同
調

理
場

１
６

１
ヶ

所

含
) 

４
 

Ｐ
Ｃ

設
置

状
況

（
C

ネ
ッ

ト
接

続
分

）
 
４

,１
２

０
台

 

５
 

利
用

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

数
 

全
庁

：
１

８
 

 
部

門
：
２

９
 

６
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
状

況
 

有
 

７
 

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
と

の
接

続
状

況
 

有
 

８
 

出
先

機
関

と
の

通
信

回
線

種
別

 

 
 

ビ
ジ

ネ
ス

イ
－

サ
・タ

イ
プ

Ⅱ
 

10
/1

0
0Ｈ

ｂ
ｙｔ

ｅ
/
ｓ
 

９
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
ア

カ
ウ

ン
ト

付
与

対
象

者
 

職
員

・
再

任
用

職
員

・
県

費
職

員
の

一
部

・
 

国
、

県
か

ら
の

派
遣

職
員

 

１
 

シ
ス

テ
ム

の
名

称
 

 
情

報
系

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

 

２
 

運
用

開
始

時
期

 
 

 
平

成
１

５
年

４
月

 

３
 

整
備

状
況

（
施

設
数

）
 

Ｈ
1
8

度
末

現
在

６
ヶ

所
 

小
・
中

学
校

、
体

育
館

、
図

書
館

 

（
公

民
館

）老
人

ホ
ー

ム
 

４
 

Ｐ
Ｃ

設
置

状
況

 
 

１
０

０
台

 

５
 

利
用

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

数
 

 
 

全
庁

：
６

 
部

門
：
１

０
 

６
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
状

況
 

 
 

有
 

７
 

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
と

の
接

続
状

況
 

 
 

有
 

８
 

出
先

機
関

と
の

通
信

回
線

種
別

 

自
設

光
フ

ァ
イ

バ
ー

・
一

部
 

IS
D

N
回

線
（
老

人
ホ

ー
ム

）
 

９
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ア
カ

ウ
ン

ト
付

与
対

象
者

 
職

員
 

熊
本

市
の

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

シ
ス

テ

ム
を

富
合

町
の

各
施

設
に

拡
張

す

る
。
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作
業

部
会

名
：
電

算
部

会
 

協
議

項
目

 
２

４
 

電
算

シ
ス

テ
ム

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

個
別

シ
ス

テ
ム

 

調
整

方
針

 
熊

本
市

シ
ス

テ
ム

へ
統

合
す

る
。

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

個
別

シ
ス

テ
ム

・
・
・
基

幹
系

シ
ス

テ
ム

（
住

民
生

活
に

直
接

関
わ

る
も

の
）
以

外
の

各
業

務
シ

ス
テ

ム
。

 

独
自

事
業

に
よ

る
外

部
委

託
で

開
発

し
た

シ
ス

テ
ム

（
一

部
、

住
民

生
活

に
関

す
る

も
の

を
含

む
）
。

 

庁
内

の
内

部
業

務
で

使
用

す
る

シ
ス

テ
ム

。
 

市 町 別 内 容 

別
紙

３
 

     

別
紙

３
 

 熊
本

市
の

シ
ス

テ
ム

に
統

合
す

る

も
の

と
す

る
。
 

住
民

サ
ー

ビ
ス

に
影

響
を

及
ぼ

す

こ
と

の
な

い
よ

う
、

合
併

時
に

統
合

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

シ
ス

テ
ム

を
優

先

し
、

統
合

を
進

め
る

。
住

民
サ

－
ビ

ス

に
大

き
な

影
響

が
な

く
、

改
修

に
時

間

を
要

す
る

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

は
、

既

存
シ

ス
テ

ム
を

並
行

運
用

し
合

併
後

に
随

時
統

合
を

進
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

熊
本

県
又

は
、

宇
城

広
域

等
一

部
組

合
で

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

事
務

（
シ

ス

テ
ム

）
に

つ
い

て
は

、
各

団
体

と
調

整

す
る

も
の

と
す

る
。
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別
紙

３

シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

熊
本

市
総

合
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム

文
書

の
受

付
・
収

受
か

ら
保

管
・
保

存
ま

で
の

文
書

の
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

を
管

理
。

起
案

さ
れ

た
文

書
を

引
継

ぎ
、

電
子

的
に

決
裁

。
重

要
文

書
を

取
り

込
み

ア
ク

セ
ス

管
理

、
版

管
理

に
よ

る
文

書
の

原
本

保
証

。

-
-

-

熊
本

市
電

子
例

規
シ

ス
テ

ム
熊

本
市

例
規

の
電

子
デ

－
タ

ベ
－

ス
化

、
各

種
検

索
・
出

力
機

能
の

作
成

、
法

令
デ

－
タ

ベ
－

ス
と

の
リ

ン
ク

の
作

成
、

例
規

改
正

原
義

の
管

理
。

自
治

体
総

合
情

報
デ

－
タ

ベ
－

ス
富

合
町

例
規

の
電

算
デ

－
タ

ベ
－

ス
化

、
各

種
検

索
、

新
旧

対
照

表
作

成
、

現
行

法
規

の
検

索
-

熊
本

市
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
契

約
事

務
シ

ス
テ

ム

電
子

入
札

・
契

約
事

務
・
入

札
情

報
公

開
ｻ

-
ﾋ
ﾞｽ

シ
ス

テ
ム

情
報

を
電

子
化

し
、

イ
ン

タ
－

ネ
ッ

ト
を

利
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

受
注

者
双

方
に

お
い

て
も

業
務

の
効

率
化

を
図

り
適

正
な

入
札

を
実

施
す

る
も

の
。

ま
た

、
入

札
案

件
、

入
札

結
果

、
有

資
格

者
情

報
等

を
受

注
者

お
よ

び
市

民
へ

ｲ
ﾝ
ﾀ
-
ﾈ

ｯ
ﾄ上

で
公

開
す

る
も

の
。

-
-

-

職
員

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
職

員
の

労
働

安
全

衛
生

規
則

４
４

条
に

基
づ

く
定

期
健

康
診

断
等

の
検

診
結

果
を

個
人

ご
と

デ
－

タ
に

よ
り

管
理

。
-

-
-

公
民

較
差

算
出

シ
ス

テ
ム

各
都

道
府

県
・
政

令
市

・
特

別
区

・
熊

本
市

及
び

和
歌

山
市

の
人

事
委

員
会

で
は

毎
年

９
月

か
ら

１
０

月
に

か
け

て
、

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

報
告

及
び

勧
告

（
給

与
勧

告
）
を

実
施

し
て

い
る

。
当

該
給

与
勧

告
の

際
の

基
礎

資
料

を
得

る
た

め
、

職
員

給
与

と
民

間
従

業
員

給
与

の
分

析
、

比
較

を
行

な
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム

-
-

-

緊
急

防
災

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

熊
本

地
方

気
象

台
か

ら
、

警
報

,注
意

報
な

ど
の

気
象

情
報

取
得

-

熊
本

市
防

災
情

報
シ

ス
テ

ム
災

害
時

被
害

情
報

の
一

元
管

理
-

防
災

気
象

情
報

提
供

気
象

衛
星

を
利

用
し

た
気

象
情

報
取

得
（
台

風
,

降
水

量
、

ア
メ

ダ
ス

）
-

熊
本

市
会

議
録

検
索

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
議

会
本

会
議

録
及

び
委

員
会

会
議

録
の

検
索

・
閲

覧
シ

ス
テ

ム
で

庁
内

Ｌ
Ａ

Ｎ
及

び
イ

ン
タ

－
ネ

ッ
ト

に
て

利
用

-
-

-

開
票

集
計

シ
ス

テ
ム

開
票

集
計

シ
ス

テ
ム

、
選

挙
事

務
従

事
者

管
理

シ
ス

テ
ム

、
在

外
選

挙
人

管
理

シ
ス

テ
ム

-
-

-

個
別

シ
ス

テ
ム

一
覧

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

熊
本

市
職

員
情

報
シ

ス
テ

ム
人

事
・
給

与
・
勤

怠
等

の
職

員
情

報
を

管
理

す
る

。
職

員
自

身
を

情
報

の
発

生
源

と
し

、
情

報
の

集
約

化
を

図
り

、
ペ

ー
パ

レ
ス

を
基

本
と

す
る

。

人
事

管
理

シ
ス

テ
ム

給
与

管
理

シ
ス

テ
ム

職
員

基
本

更
新

、
採

用
入

力
、

休
退

職
発

令
等

の
職

員
情

報
管

理
給

与
台

帳
、

給
与

支
給

明
細

書
、

支
給

項
目

集
計

表
　

控
除

項
目

集
計

表
、

期
末

勤
勉

支
給

調
書

、
金

種
表

　
給

与
振

込
依

頼
書

、
個

人
別

支
出

科
目

一
覧

表
　

支
払

先
別

控
除

明
細

書
、

個
人

別
控

除
明

細
書

、
年

末
調

整
関

連
、

共
済

帳
票

関
連

-

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

連
合

会
及

び
全

国
市

町
村

職
員

共
済

組
合

連
合

会
が

開
発

し
た

シ
ス

テ
ム

①
年

金
の

計
算

及
び

支
給

デ
ー

タ
作

成
②

年
金

相
談

③
基

礎
年

金
番

号
を

基
礎

と
し

た
情

報
交

換
④

育
児

介
護

休
業

手
当

金
の

計
算

及
び

支
給

デ
ー

タ
作

成
⑤

貸
付

償
還

管
理

⑥
共

済
組

合
経

理
事

務
⑦

住
基

ﾈ
ｯ
ﾄ、

介
護

保
険

料
特

別
徴

収
処

理

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

連
合

会
及

び
全

国
市

町
村

職
員

共
済

組
合

連
合

会
が

開
発

し
た

シ
ス

テ
ム

①
年

金
の

計
算

及
び

支
給

デ
ー

タ
作

成
②

年
金

相
談

③
基

礎
年

金
番

号
を

基
礎

と
し

た
情

報
交

換
④

育
児

介
護

休
業

手
当

金
の

計
算

及
び

支
給

デ
ー

タ
作

成
⑤

貸
付

償
還

管
理

⑥
共

済
組

合
経

理
事

務
⑦

住
基

ﾈ
ｯ
ﾄ、

介
護

保
険

料
特

別
徴

収
処

理

-

公
有

財
産

管
理

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
の

公
有

財
産

（
土

地
・
建

物
）
の

台
帳

管
理

-
-

-

起
債

管
理

シ
ス

テ
ム

起
債

管
理

業
務

-

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

（
ピ

カ
ソ

シ
ス

テ
ム

）

予
算

編
成

、
予

算
管

理
、

資
金

管
理

、
決

裁
管

理
、

決
算

統
計

等
の

一
般

・
特

別
会

計
の

予
算

編
成

か
ら

執
行

に
関

す
る

予
算

全
般

の
業

務
を

行
な

う
た

め
の

シ
ス

テ
ム

-

統
計

業
務

支
援

シ
ス

テ
ム

統
計

資
料

提
供

シ
ス

テ
ム

総
務

省
が

開
発

し
た

国
勢

調
査

の
単

位
区

等
境

域
情

報
（
Ｃ

Ｍ
Ｓ

）
に

地
図

デ
－

タ
を

整
合

さ
せ

、
統

計
調

査
印

管
理

情
報

、
調

査
区

設
定

・
調

査
区

地
図

作
成

等
デ

－
タ

ベ
－

ス
管

理
シ

ス
テ

ム
行

政
資

料
の

管
理

・
検

索
、

人
口

統
計

表
の

作
成

-
-

-

熊
本

市
市

民
の

声
デ

ー
タ

ベ
ス

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
政

に
係

る
提

案
、

要
望

、
相

談
等

（
市

長
へ

の
手

紙
、

私
の

提
言

、
要

望
相

談
記

録
を

含
む

）
の

情
報

を
共

有
し

、
よ

り
迅

速
な

対
応

や
各

種
背

策
へ

反
映

さ
せ

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

-
-

-

熊
本

市
ホ

－
ム

ペ
－

ジ
熊

本
市

ホ
－

ム
ペ

－
ジ

各
課

入
力

シ
ス

テ
ム

ホ
－

ム
ペ

－
ジ

用
コ

ン
テ

ン
ツ

管
理

シ
ス

テ
ム

Ｐ
Ｃ

用
・
携

帯
用

ホ
－

ム
ペ

－
ジ

の
作

成
・
修

正
・

句
会

機
能

を
持

つ
。

富
合

町
ホ

－
ム

ペ
－

ジ
-

-

計
量

検
査

管
理

シ
ス

テ
ム

計
量

器
定

期
（
集

合
・
所

在
）
検

査
の

台
帳

管
理

、
計

量
士

に
よ

る
代

検
査

・
適

性
計

量
管

理
事

業
所

等
の

検
査

の
台

帳
管

理
立

入
検

査
実

施
台

帳
管

理
　

他

-
-

熊
本

県
産

業
技

術
セ

ン
タ

－

熊
本

市
財

務
情

報
シ

ス
テ

ム

予
算

編
成

、
予

算
管

理
、

資
金

管
理

、
基

金
管

理
、

備
品

管
理

、
公

有
財

産
管

理
、

決
算

管
理

、
決

算
統

計
、

共
通

経
費

管
理

、
起

債
管

理
、

旅
費

管
理

等
の

熊
本

市
の

一
般

・
特

別
会

計
の

予
算

編
成

か
ら

執
行

に
関

す
る

予
算

全
般

の
業

務
を

行
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム
。
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

①
全

国
消

費
生

活
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
シ

ス
テ

ム
（
Ｐ

ＩＯ
-
Ｎ

Ｅ
Ｔ

）
②

消
費

生
活

相
談

カ
ー

ド
直

接
作

成
シ

ス
テ

ム

①
複

雑
化

、
多

様
化

、
広

域
化

す
る

消
費

者
被

害
等

に
対

処
す

る
た

め
、

国
民

生
活

セ
ン

タ
－

を
コ

ン
ピ

ュ
－

タ
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
で

結
び

、
消

費
生

活
相

談
の

デ
－

タ
送

信
及

び
情

報
の

検
索

等
を

行
う

。
②

相
談

カ
－

ド
作

成
負

担
の

軽
減

や
情

報
共

有
の

迅
速

化
を

図
る

た
め

、
消

費
生

活
相

談
の

内
容

を
直

接
パ

ソ
コ

ン
に

入
力

す
る

。

-
-

-

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
利

用
者

負
担

金
収

納
シ

ス
テ

ム

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
の

児
童

や
保

護
者

情
報

な
ど

の
管

理
及

び
負

担
金

の
収

納
管

理
児

童
育

成
ク

ラ
ブ

指
導

員
の

給
与

管
理

-
-

-

フ
ァ

ミ
リ

ー
・
サ

ポ
ー

ト
・
セ

ン
タ

ー
会

員
管

理

会
員

情
報

を
デ

-
タ

ベ
-
ス

化
し

、
随

時
に

デ
－

タ
の

検
索

、
集

計
等

を
行

う
一

連
の

援
助

活
動

業
務

を
パ

ソ
コ

ン
で

処
理

す
る

。
-

-
-

総
合

女
性

セ
ン

タ
ー

図
書

管
理

シ
ス

テ
ム

総
合

女
性

セ
ン

タ
－

に
お

け
る

図
書

資
料

の
蔵

書
管

理
機

能
、

貸
出

管
理

機
能

、
利

用
状

況
統

計
処

理
機

能
を

有
す

る
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
利

用
者

が
検

索
端

末
で

容
易

に
蔵

書
を

見
つ

け
、

登
録

カ
－

ド
に

よ
り

蔵
書

の
貸

出
し

、
返

却
を

ス
ム

－
ズ

に
行

う
も

の
。

-
-

-

地
籍

管
理

シ
ス

テ
ム

地
籍

調
査

の
成

果
（
地

籍
図

根
点

及
び

筆
界

点
の

座
標

値
等

）
を

記
録

・
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
地

籍
情

報
を

有
効

活
用

す
る

。
地

籍
管

理
シ

ス
テ

ム
地

籍
調

査
の

成
果

（
地

籍
図

根
点

及
び

筆
界

点
の

座
標

値
等

）
を

記
録

・
保

管
す

る
こ

と
に

よ
り

、
地

籍
情

報
を

有
効

に
利

活
用

す
る

。
-

公
的

個
人

認
証

シ
ス

テ
ム

電
子

証
明

書
の

発
行

受
付

（
受

付
業

務
、

県
へ

申
請

、
県

か
ら

発
行

）
公

的
個

人
認

証
シ

ス
テ

ム
電

子
証

明
書

の
発

行
受

付
（
受

付
業

務
、

県
へ

申
請

、
県

か
ら

発
行

）
-

感
染

症
情

報
シ

ス
テ

ム

厚
生

労
働

省
の

感
染

症
発

生
動

向
調

査
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

全
国

の
還

元
情

報
を

解
り

易
い

（
グ

ラ
フ

化
等

）
情

報
に

解
析

し
、

熊
本

市
感

染
症

情
報

セ
ン

タ
－

（
ホ

－
ム

ペ
－

ジ
）
に

掲
載

、
ま

た
、

市
民

、
関

係
機

関
（
医

療
機

関
、

学
校

、
保

育
園

等
）

に
感

染
症

の
疾

患
の

詳
細

に
情

報
を

提
供

す
る

。

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
熊

本
県

健
康

危
機

管
理

課

結
核

・
感

染
症

発
生

動
向

調
査

シ
ス

テ
ム

医
療

機
関

か
ら

の
感

染
症

発
生

状
況

を
、

週
報

・
月

報
に

よ
り

収
集

し
、

厚
生

労
働

省
の

感
染

症
発

生
動

向
シ

ス
テ

ム
に

入
力

し
、

そ
の

後
、

全
国

の
感

染
症

報
告

を
医

療
機

関
等

に
還

元
す

る
。

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
熊

本
県

健
康

危
機

管
理

課

高
齢

者
基

本
情

報
シ

ス
テ

ム
介

護
老

人
台

帳
表

示
、

老
人

福
祉

サ
ー

ビ
ス

調
査

表
入

力
、

介
護

老
人

基
本

情
報

画
面

、
ケ

ア
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

-
-

-
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

育
成

医
療

等
事

務
シ

ス
テ

ム
未

熟
児

養
育

医
療

・
小

児
慢

性
特

定

５
ヶ

所
の

保
健

福
祉

セ
ン

タ
－

と
本

庁
間

を
専

用
回

線
で

結
び

、
各

保
健

福
祉

セ
ン

タ
－

で
申

請
内

容
を

入
力

し
本

庁
で

決
定

・
登

録
、

受
給

者
証

の
発

行
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
本

庁
で

は
、

医
療

費
請

求
の

レ
セ

プ
ト

デ
-
タ

を
取

り
込

み
、

統
計

の
出

力
を

行
っ

て
い

る
。

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
保

健
福

祉
課

熊
本

県
健

康
づ

く
り

推
進

課
母

子
保

健
班

児
童

扶
養

手
当

シ
ス

テ
ム

手
当

支
給

、
証

明
書

発
行

、
現

況
届

発
行

、
各

種
通

知
書

発
行

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
　

保
健

福
祉

課
熊

本
県

少
子

化
対

策
課

食
肉

衛
生

検
査

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
食

肉
セ

ン
タ

－
で

”
と

蓄
”
さ

れ
た

牛
、

馬
及

び
豚

等
の

検
査

結
果

を
入

力
し

、
病

気
の

種
類

を
統

計
的

に
処

理
で

き
る

。
検

査
の

結
果

、
不

合
格

に
な

っ
た

豚
等

の
廃

棄
通

知
書

な
ど

を
プ

リ
ン

ト
ア

ウ
ト

で
き

る
。

-
-

-

熊
本

市
生

活
衛

生
施

設
管

理
シ

ス
テ

ム

生
活

衛
生

関
係

諸
法

に
拠

る
営

業
許

認
可

に
伴

う
施

設
情

報
を

電
算

処
理

（
電

子
台

帳
）
す

る
も

の
。

相
談

・
事

前
指

導
→

申
請

等
→

電
算

入
力

→
審

査
、

調
査

等
→

変
更

・
廃

止
等

入
力

→
許

可
証

等
出

力
の

一
連

の
業

務
を

処
理

。
ま

た
、

監
視

等
業

務
の

た
め

の
台

帳
検

索
と

各
種

統
計

処
理

を
行

う
。

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
　

衛
生

環
境

課
熊

本
県

健
康

危
機

管
理

課

動
物

管
理

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
に

お
け

る
犬

の
所

有
者

お
よ

び
飼

犬
の

情
報

、
転

出
転

入
、

住
所

変
更

、
死

亡
犬

登
録

、
狂

犬
病

予
防

注
射

の
履

歴
等

を
総

合
的

に
管

理
し

、
登

録
原

簿
の

出
力

を
行

な
う

蓄
犬

管
理

シ
ス

テ
ム

富
合

町
に

お
け

る
犬

の
所

有
者

お
よ

び
飼

犬
の

情
報

、
転

出
転

入
、

住
所

変
更

、
死

亡
犬

登
録

、
狂

犬
病

予
防

注
射

の
履

歴
等

を
総

合
的

に
管

理
し

、
登

録
原

簿
の

出
力

を
行

な
う

-

医
療

施
設

管
理

シ
ス

テ
ム

（
薬

務
情

報
シ

ス
テ

ム
含

む
）

熊
本

市
に

あ
る

医
療

関
連

施
設

や
薬

事
関

連
施

設
に

つ
い

て
、

施
設

・
人

員
・
申

請
内

容
・
監

視
結

果
等

の
情

報
が

収
め

ら
れ

て
お

り
、

各
種

の
申

請
受

付
・
許

可
書

発
行

・
報

告
書

作
成

等
、

医
療

・
薬

事
関

連
施

設
に

関
す

る
業

務
に

利
用

。
ま

た
、

医
療

に
関

す
る

市
民

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

や
医

療
機

関
の

統
計

な
ど

に
も

利
用

。

-
-

宇
城

地
域

振
興

局
　

保
健

福
祉

課
熊

本
県

医
療

政
策

室

公
害

法
令

対
象

事
業

所
管

理
シ

ス
テ

ム

公
害

関
係

法
令

（
大

気
汚

染
防

止
法

、
水

質
汚

濁
防

止
法

等
７

法
令

）
に

規
程

す
る

特
定

施
設

及
び

特
定

事
業

場
等

に
関

す
る

情
報

管
理

-
-

熊
本

県
環

境
保

全
課

大
気

汚
染

監
視

テ
レ

メ
ー

タ
シ

ス
テ

ム

大
気

汚
染

測
定

局
（
７

局
）
か

ら
電

話
回

線
を

通
じ

て
測

定
デ

-
タ

を
収

集
し

、
中

央
監

視
局

（
市

役
所

内
）
に

お
い

て
編

集
・
整

理
等

及
び

県
へ

の
デ

－
タ

送
信

を
行

な
う

-
-

-
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

熊
本

市
し

尿
・
浄

化
槽

管
理

シ
ス

テ
ム

く
み

取
り

便
槽

、
浄

化
槽

の
設

置
届

出
情

報
、

管
理

情
報

及
び

地
理

的
情

報
管

理
、

各
種

統
計

等
を

行
な

う
。

-
-

熊
本

県
宇

城
地

域
振

興
局

　
衛

生
環

境
課

造
林

補
助

金
シ

ス
テ

ム
森

林
整

備
（
植

付
、

下
刈

、
間

伐
等

）
の

実
施

に
伴

う
補

助
金

申
請

書
の

作
成

-
-

-

地
下

水
採

取
量

統
計

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
地

下
水

保
全

条
例

に
基

づ
き

、
届

け
ら

れ
た

井
戸

の
採

取
者

、
揚

水
設

備
、

使
用

状
況

等
の

台
帳

管
理

。
年

間
の

井
戸

水
採

取
量

の
統

計
処

理

-
-

-

大
型

ご
み

収
集

支
援

シ
ス

テ
ム

大
型

ゴ
ミ

の
事

前
申

込
・
戸

別
収

集
に

対
応

す
る

た
め

、
地

図
デ

－
タ

を
利

用
し

、
受

付
内

容
の

登
録

・
収

集
指

示
書

の
出

力
・
収

集
結

果
の

登
録

等
を

行
な

う
。

ま
た

、
ス

テ
－

シ
ョ

ン
情

報
の

管
理

、
統

計
処

理
等

。

-
-

宇
土

・
富

合
清

掃
セ

ン
タ

－

廃
棄

物
・
リ

サ
イ

ク
ル

管
理

シ
ス

テ
ム

「
生

ご
み

堆
肥

化
容

器
助

成
制

度
」
「
家

庭
用

生
ご

み
処

理
機

助
成

制
度

」
の

指
定

店
、

申
請

者
管

理
。

事
業

系
ご

み
減

量
化

指
導

事
業

の
デ

ー
タ

管
理

。
一

廃
・
産

廃
処

理
業

許
可

業
者

管
理

、
Ｐ

Ｃ
Ｂ

保
管

事
業

者
管

理
、

多
量

排
出

事
業

者
管

理
。

-
-

熊
本

県
廃

棄
物

対
策

課

観
光

案
内

標
識

管
理

シ
ス

テ
ム

熊
本

市
に

広
く
点

在
し

て
い

る
観

光
案

内
標

識
等

の
デ

－
タ

ベ
－

ス
化

を
図

る
こ

と
で

効
率

的
な

観
光

案
内

標
識

整
備

を
行

う
。

-
-

-

農
地

等
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
農

地
台

帳
。

農
家

台
帳

、
転

用
台

帳
管

理
農

家
基

本
台

帳
シ

ス
テ

ム
農

家
台

帳
管

理
-

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

管
理

シ
ス

テ
ム

中
山

間
地

域
振

興
事

業
対

象
と

な
る

、
農

用
地

団
地

の
管

理
を

行
う

。
・
農

用
地

団
地

の
作

画
や

距
離

、
面

積
、

斜
度

等
の

測
定

・
耕

作
者

、
耕

作
状

況
、

地
番

、
面

積
等

の
情

報
管

理
・
情

報
出

力
（
帳

票
、

地
図

）

-
-

-

水
田

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

農
業

者
水

田
台

帳
の

管
理

。
集

計
、

交
付

金
及

び
帳

票
印

字
等

水
田

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

農
業

者
水

田
台

帳
の

デ
－

タ
移

行
が

必
要

か
、

現
課

に
尋

ね
る

-

熊
本

市
制

度
融

資
電

算
シ

ス
テ

ム

市
内

中
小

企
業

等
が

本
市

融
資

制
度

を
利

用
し

た
際

の
デ

－
タ

（
融

資
制

度
名

や
金

額
等

）
を

正
確

に
管

理
し

、
金

融
機

関
等

か
た

の
問

い
合

わ
せ

に
迅

速
に

対
応

す
る

と
と

も
に

、
事

務
の

効
率

化
を

図
る

。

-
-

-
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

営
繕

積
算

シ
ス

テ
ム

営
繕

工
事

に
お

け
る

単
価

作
成

・
工

事
内

訳
書

作
成

を
行

な
う

積
算

シ
ス

テ
ム

-
-

-

熊
本

市
公

共
建

築
物

施
設

管
理

台
帳

シ
ス

テ
ム

市
所

有
の

施
設

の
建

設
。

維
持

管
理

に
関

す
る

情
報

を
標

準
化

・
電

子
化

す
る

な
ど

、
適

正
に

管
理

し
て

、
建

物
の

長
寿

命
化

や
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

コ
ス

ト
の

最
小

化
、

あ
る

い
は

建
物

で
使

わ
れ

る
ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞ-
消

費
や

環
境

負
担

の
最

小
化

な
ど

、
建

物
の

最
適

な
保

全
を

支
援

す
る

。

-
-

-

下
水

道
施

設
台

帳
シ

ス
テ

ム
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

機
器

設
備

を
適

切
に

管
理

し
、

施
設

の
維

持
管

理
に

不
可

欠
な

新
設

、
改

造
・
改

築
を

適
正

に
行

う
も

の
。

-
-

-

下
水

道
台

帳
管

理
シ

ス
テ

ム
下

水
道

管
渠

情
報

を
地

図
上

で
空

間
デ

ー
タ

と
し

て
管

理
す

る
地

理
情

報
シ

ス
テ

ム
-

-
-

熊
本

市
下

水
道

事
業

企
業

会
計

シ
ス

テ
ム

地
方

公
営

企
業

法
に

よ
る

企
業

会
計

シ
ス

テ
ム

-
-

-

地
図

情
報

庁
内

閲
覧

シ
ス

テ
ム

国
土

基
本

図
、

航
空

写
真

等
を

市
役

所
内

イ
ン

ト
ラ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
ｃ
ネ

ッ
ト

）
を

利
用

し
て

閲
覧

す
る

も
の

-
-

-

都
市

計
画

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム

都
市

計
画

に
関

す
る

デ
ー

タ
管

理
用

途
照

会
・
各

種
申

請
管

理
・
開

発
許

可
位

置
管

理
・
開

発
許

可
位

置
タ

ッ
チ

パ
ネ

ル
-

-
-

都
市

計
画

図
書

デ
ジ

タ
ル

フ
ァ

イ
リ

ン
グ

都
市

計
画

の
図

書
（
地

域
地

区
及

び
都

市
施

設
）

を
図

面
読

取
装

置
に

よ
り

電
子

フ
ァ

イ
ル

化
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

老
朽

化
し

た
図

書
の

適
正

な
保

存
及

び
使

用
に

よ
る

破
損

を
防

止
し

、
さ

ら
に

電
子

フ
ァ

イ
ル

化
さ

れ
た

図
書

を
「
都

市
計

画
図

書
デ

ジ
タ

ル
フ

ァ
イ

リ
ン

グ
シ

ス
テ

ム
」
に

登
録

す
る

こ
と

に
よ

り
、

閲
覧

に
迅

速
に

対
応

す
る

-
-

-

道
路

台
帳

閲
覧

シ
ス

テ
ム

・
 G

IS
上

か
ら

市
道

・
里

道
・
水

路
の

立
会

い
記

録
の

閲
覧

・
交

付
・
 基

準
点

及
び

境
界

点
の

測
量

成
果

、
道

路
台

帳
調

書
、

図
面

、
認

定
原

議
及

び
占

用
関

係
資

料
等

の
閲

覧
・
交

付
・
 法

定
外

公
共

物
譲

与
特

定
図

面
の

閲
覧

、
法

定
外

公
共

物
用

途
廃

止
地

番
の

閲
覧

（
法

定
外

公
共

物
の

管
理

）

法
定

外
公

共
用

財
産

シ
ス

テ
ム

法
定

外
公

共
物

譲
与

申
請

（
特

定
）
図

面
の

閲
覧

（
法

定
外

公
共

物
の

管
理

）
-
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シ
ス

テ
ム

名
称

シ
ス

テ
ム

業
務

概
要

等
シ

ス
テ

ム
名

称
シ

ス
テ

ム
業

務
概

要
等

富
合

町
以

外
の

協
議

が
必

要
な

機
関

熊
本

市
富

合
町

地
権

者
管

理
シ

ス
テ

ム
用

地
補

償
管

理
シ

ス
テ

ム

用
地

事
務

に
関

す
る

業
務

の
一

部
を

シ
ス

テ
ム

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
的

確
な

処
理

を
実

施
し

、
効

率
化

を
高

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
は

、
次

の
５

本
か

ら
構

成
さ

れ
る

。
1
.用

地
事

務
管

理
シ

ス
テ

ム
2
.土

地
評

価
シ

ス
テ

ム
3
.補

償
事

例
検

索
シ

ス
テ

ム
4
.建

物
調

査
委

託
設

計
積

算
シ

ス
テ

ム
5
.申

請
図

面
作

成
シ

ス
テ

ム

-
-

-

管
路

情
報

シ
ス

テ
ム

市
内

全
土

の
水

道
施

設
情

報
や

給
水

顧
客

情
報

の
電

子
化

を
行

い
、

地
図

情
報

と
一

体
化

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
最

新
情

報
を

正
確

か
る

迅
速

に
提

供
し

、
市

民
ｻ

-
ﾋ
ﾞｽ

の
向

上
を

図
る

。

-
-

-

管
路

積
算

シ
ス

テ
ム

水
道

事
業

に
関

す
る

工
事

の
う

つ
管

工
事

の
積

算
業

務
の

シ
ス

テ
ム

化
を

図
る

と
と

も
に

、
関

連
す

る
検

査
や

資
料

等
の

情
報

を
適

正
管

理
し

、
工

事
積

算
業

務
の

効
率

化
を

図
る

。

-
-

-

熊
本

市
地

域
教

育
情

報
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
シ

ス
テ

ム

市
教

育
セ

ン
タ

－
を

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

セ
ン

タ
－

と
し

て
、

各
学

校
と

生
涯

学
習

施
設

を
結

ん
で

い
る

シ
ス

テ
ム

-
-

-

熊
本

市
立

図
書

館
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク

熊
本

市
立

図
書

館
と

１
５

公
民

館
図

書
室

の
蔵

書
管

理
、

貸
出

・
返

却
管

理
、

利
用

者
管

理
等

の
一

元
化

と
イ

ン
タ

－
ネ

ッ
ト

に
よ

る
図

書
検

索
、

貸
出

、
予

約
の

管
理

を
行

な
う

。

図
書

シ
ス

テ
ム

（
ハ

イ
パ

－
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
）

と
み

あ
い

図
書

館
蔵

書
管

理
、

貸
出

・
返

却
管

理
、

利
用

者
管

理
等

を
行

な
う

-

熊
本

市
体

育
施

設
案

内
・
予

約
シ

ス
テ

ム

イ
ン

タ
－

ネ
ッ

ト
・
携

帯
イ

ン
タ

－
ネ

ッ
ト

・
街

頭
端

末
（
２

１
台

）
・
電

話
・
Ｆ

Ａ
Ｘ

に
よ

り
体

育
施

設
の

予
約

や
抽

選
申

し
込

み
が

で
き

る
。

料
金

は
口

座
引

落
と

な
る

。

富
合

町
体

育
施

設
案

内
シ

ス
テ

ム
イ

ン
タ

－
ネ

ッ
ト

・
街

頭
端

末
（
３

台
）
に

よ
り

予
約

状
況

検
索

-

消
防

防
災

V
P

N
端

末
V

P
N

を
用

い
た

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
に

よ
り

消
防

庁
と

各
種

情
報

を
送

受
信

す
る

も
の

。
-

-
宇

城
広

域
消

防
本

部

携
帯

メ
ー

ル
1
1
9
番

受
信

装
置

聴
覚

障
害

者
等

か
ら

携
帯

メ
ー

ル
に

て
1
1
9
番

を
受

信
す

る
装

置
-

-
宇

城
広

域
消

防
本

部

消
防

司
令

管
制

シ
ス

テ
ム

1
1
9
番

着
信

か
ら

消
防

隊
現

場
到

着
ま

で
の

さ
ま

ざ
ま

な
処

理
を

コ
ン

ピ
ュ

－
タ

に
よ

り
処

理
す

る
と

と
も

に
、

現
場

や
関

係
関

係
へ

の
迅

速
確

実
な

情
報

提
供

等
の

消
防

業
務

の
効

率
的

な
運

営
を

図
る

も
の

。

-
-

宇
城

広
域

消
防

本
部

49



 

50



協議第２９号 
 
   窓口業務の取扱いについて 
 
 窓口業務の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年７月 3日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

窓口業務の取扱いについて 

 

 

 １ 窓口業務のうち勤務時間外の対応の取扱いについては、合併時に熊

本市の例により統合する（時間外及び土曜日、日曜日、祝日の戸籍届

けの対応については、熊本市役所本庁舎のみの受付とする。）。 

 

 ２ 窓口業務のうち下記の事業については、合併時に熊本市の例により

統合する。 

・ 印鑑登録事務 

・ 住民基本台帳カード交付事務 

 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

29

1 勤務時間外の対応 総務部会 第５回

2 印鑑登録事務 市民生活部会 第５回

3 住民基本台帳カード交付事務 市民生活部会 第５回

（窓口業務）

窓口業務の取扱い

承認／継続
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作
業

部
会

名
：
総

務
部

会
 

協
議

項
目

 
２

９
 

窓
口

業
務

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 

勤
務
時
間
外
の

対
応

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
．
時
間
外
及
び
土
曜
・
日
曜
日
・
祝
日
 

 
戸
籍
届
け
の
み
 

 
本

庁
舎

の
み

管
財

課
守

衛
職

員
が

時
間

外
窓

口
で

受
付

業
務

を
行

っ
て
い
る
。
 

   2
．
受
付
時
間
の
延
長
 

 
転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
が
多
く
な
る

3
月

末
か
ら

4
月
初

め
に
か

け
て
、
引
っ
越
し
な
ど
の
住
民
異
動
に
伴
う
業
務
に
つ
い
て
、
市
庁

舎
の
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。
 

期
 
 
日
 
平
成

1
9
年

3
月

2
9
日
（
木
）
～
4
月

2
日
（
火
）

 
 
 
 
 
 
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
 

延
長
時
間
 
午
後

7
時
ま
で
 

業
務
内
容
 
転
入
・
転
出
・
転
居
に
伴
う
諸
手
続
き
 

※
一
部
取
り
扱
い
が
で
き
な
い
業
務
あ
り
 

 

 1
．
時
間
外
及
び
土
曜
・
日
曜
日
・
祝
日
 

 
戸
籍
届
け
の
み
 

・
午
前

8
時

3
0
分
～
午
後

5
時

3
0
分
ま
で
日
直
（
職
員
）
が
事
務
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
対
応
 

・
午
後

5
時

3
0
分
～
翌
午
前

8
時

3
0
分
ま
で
警

備
員
が
対
応
。
不
明

な
点
が
あ
れ
ば
戸
籍
班
に
連
絡
が
あ
る
。
 

 2
．
該
当
な
し
 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。

 

時
間
外
及
び
土
曜
・
日
曜
日
・
祝
日
の
戸

籍
届
け
対
応
に
つ
い
て
は
、
熊
本
市
役
所

本
庁
舎
の
み
の
受
付
と
す
る
。

 

   

 

53



作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
２

９
 

窓
口

業
務

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
 

印
鑑
登
録
事
務

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 

熊
本

市
印

鑑
の

登
録

及
び

証
明

に
関

す
る

条
例

並
び

に
施

行
規

則

に
基
づ
き
処
理
 

・
登
録
の
方
法
 

 
①
本
人
申
請
の
場
合
 

 
 
申
請
書
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
次
の
何
れ
か
の
方
法
で
本
人
確
認

を
行
う
。
 

・
公
的
機
関
発
行
の
顔
写
真
付
身
分
証
明
書
に
よ
り
本
人
確
認
す

る
。
 

・
他
の
印
鑑
登
録
者
の
保
証
に
よ
り
登
録
す
る
。
 

（
申
請
書
に
保
証
人
の
登
録
印
の
押
印
が
必
要
）
 

※
保

証
人

は
公

的
機

関
発

行
の

顔
写

真
付

身
分

証
明

書
を

持
っ

た
方
に
限
定
し
、
登
録
申
請
人
と
共
に
窓
口
に
来
庁
す
る
。
 

・
本
人
宛
に
照
会
書
を
送
付
し
、
そ
の
後
回
答
書
を
持
参
さ
せ
る

こ
と
で
本
人
確
認
す
る
。
 

②
代
理
人
申
請
の
場
合
 

 
 
申
請
書
と
代
理
人
選
任
届
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
本
人
宛
に
照
会

書
と
代
理
人
選
任
届
（
回
答
書
提
出
用
）
を
送
付
し
、
本
人
に
登

録
意
思
の
確
認
を
す
る
。
そ
の
後
、
回
答
書
と
代
理
人
選
任
届
を

持
参
す
れ
ば
登
録
で
き
る
。
 

・
印
鑑
登
録
原
票
 

 
 
施
錠
可
能
な
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
保
管
 

・
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
 
 

 
 
電
算
処
理
 

 

富
合

町
印

鑑
の

登
録

及
び

証
明

に
関

す
る

条
例

並
び

に
施

行
規

則

に
基
づ
き
処
理
 

・
登
録
申
請
の
確
認
 

 
①
本
人
申
請
の
場
合
 

 
 
申
請
書
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
次
の
何
れ
か
の
方
法
で
本
人
確
認

を
行
う
。
 

・
公
的
機
関
発
行
の
顔
写
真
付
身
分
証
明
書
に
よ
り
本
人
確
認
す

る
 

・
他
の
印
鑑
登
録
者
の
保
証
に
よ
り
登
録
す
る
 

(
申
請
書
に
保
証
人
の
登
録
印
の
押
印
が
必
要
)
 

・
本
人
宛
に
照
会
書
を
送
付
し
、
そ
の
後
回
答
書
を
持
参
さ
せ
る

こ
と
で
本
人
確
認
す
る
 

 
 

 ②
代
理
人
申
請
の
場
合
 

 
 
申
請
書
と
代
理
人
選
任
届
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
本
人
宛
に
照
会

書
と
代
理
人
選
任
届
（
回
答
書
提
出
用
）
を
送
付
し
、
本
人
に
登

録
意
思
の
確
認
を
す
る
。
そ
の
後
、
回
答
書
と
代
理
人
選
任
届
を

持
参
す
れ
ば
登
録
で
き
る
。
 

・
印
鑑
登
録
原
簿
 

 
 
カ
ギ
付
耐
火
書
庫
に
保
管
 

・
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
 

 
 
電
算
処
理
 

 

 熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

合
併

前
に

富
合

町
が

発
行

し
た

印
鑑

登

録
証

は
合

併
後

も
有

効
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

本
人

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合

は
、

旧
登

録
証

を
返

還
の

う
え

、
有

料

（
3
0
0

円
）
で

新
し

い
登

録
証

を
交

付
す

る
。
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作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
２

９
 

窓
口

業
務

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド

交
付

事
務

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 
 

住
民

基
本

台
帳

法
、

同
法

施
行

令
及

び
同

法
施

行
規

則
に

基
づ

き
処

理
。
 

 
・
申
請
の
方
法
 

 
 
①
本
人
申
請
の
場
合
 

 
 
 
 
申
請
書
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
次
の
何
れ
か
の
方
法
で
本
人

確
認
を
行
う
。
 

・
官

公
署

が
発

行
し

た
顔

写
真

添
付

の
証

明
書

に
よ

り
本

人

確
認
を
行
う
。
 

・
本

人
宛

に
照

会
書

を
送

付
し

、
そ

の
後

回
答

書
を

持
参

さ

せ
る
こ
と
で
本
人
確
認
を
行

う
。
 

 
 
②
代
理
人
申
請
の
場
合
 

 
 
 
 
申
請
書
と
代
理
人
選
任
届
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
本
人
宛
に

照
会
書
と
代
理
人
選
任
届
（
回
答
書
提
出
用
）
を
送
付
し
、
本

人
に
申
請
意
思
の
確
認
を
す
る
。
そ
の
後
、
回
答
書
と
代
理
人

選
任
届
を
持
参
す
れ
ば
交
付
で
き
る
。
 

 
 
 
 
た
だ
し
、
申
請
及
び
交
付
共
に
代
理
人
の
場
合
は
、
顔
写
真

付
の
カ
ー
ド
は
交
付
し
な
い
。
 

 現
在
の
カ
ー
ド
活
用
 

・
写
真
付
の
カ
ー
ド
の
場
合
は
、
身
分
証
明
書
と
し
て
の
利
用
。
 

・
住
民
票
の
広
域
交
付
、
付
記
転
出
転
入
に
利
用
。
 

・
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
を
格
納
す
る
こ
と
で
電
子

申
請
に
利
用
。
 

 

交
付
件
数
 
 
5
,
9
9
9
件
（
平
成

1
9
年

４
月
末
）
 

 同
左
 

                       

交
付
件
数
 
 
2
4
件
（
平
成

1
9
年
４
月

末
）
 

 熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

合
併

前
に

富
合

町
が

発
行

し
た

住
民

基

本
台

帳
カ

ー
ド

は
合

併
後

も
有

効
と

す

る
。
(
カ
ー
ド
の
裏
面
へ
の
記
載
で
対
応
)
 

た
だ

し
、

本
人

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合

は
、

旧
カ

ー
ド

を
返

還
の

う
え

、
有

料

(
5
0
0

円
)
で

新
し

い
カ

ー
ド

を
交

付
す

る
。
そ
の
場
合
、
本
庁
の
み
で
の
交
付
と

な
る
。
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協議第３０号 
 
   保健衛生事業の取扱いについて（その３） 
 

 保健衛生事業の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

保健衛生事業の取扱いについて 

 

 

１ 乳幼児健診のうち、乳児健診は、当分の間現行どおり存続する。 

幼児健診は、合併時に熊本市の例により統合する。 

 

 ２ 組織育成（母子保健）については、合併後３年間は現行のままとし、

その後の取扱いについては新市において検討する。 

  

３ ５歳児相談については、当分の間現行どおり存続する。 

  

 ４ 集団予防接種については、当分の間現行どおり存続する。 

 

 ５ 下記の事業については、合併特例区の事業として実施する。 

・ ふるさと総合健診 

・ 腹部超音波健診 

・ 健康まつり 

 

 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

30

1 女性健康診査 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 肺がん検診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

3 胃がん検診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

4 大腸がん検診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

5 子宮がん検診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

6 乳がん検診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

7 妊婦健診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

8 結核健診 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

9 インフルエンザ予防接種 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

10 個別予防接種 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

11 基本健康診査 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

12 乳幼児健診 健康福祉部会 第５回

13 組織育成（母子保健） 健康福祉部会 第５回

14 ５歳児相談 健康福祉部会 第５回 富合町のみ

15 集団予防接種 健康福祉部会 第５回

16 ふるさと総合健診 健康福祉部会 第５回 富合町のみ

17 腹部超音波検診 健康福祉部会 第５回 富合町のみ

18 健康まつり 健康福祉部会 第５回

保健衛生事業の取扱い

承認／継続

（保健衛生事業）
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
２

 
乳

幼
児

健
診

 

調
整

方
針

 
乳

児
健

診
は

、
当

分
の

間
現

行
ど

お
り

存
続

す
る

 

幼
児

健
診

は
、

合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
乳
児
健
診
 

 
 
対
象
者
：
3
ヵ
月
児
・
7
ヵ
月
児
 

場
 
 
所
：
委
託
医
療
機
関
 

（
熊
本
市
医
師
会
及
び
市
近
隣
の
小
児
科
専
門
医
療
機
関
）

回
 
 
数
：
通
年
（
医
療
機
関
の
診
療
時
間
内
）
 

   委
託
料
：
乳
児
健
診
 
 
 
 
 
 
 
5
,
3
5
0
円
 
 

事
務
費
（
市
医
師
会
）
1
,
0
6
5
,
0
6
6
円
 

  2
.
幼
児
健
診
 

 
 
対
象
者
：
1
歳

6
ヵ
月
児
・
3
歳
児
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
場
 
 
所
：
各
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

 
回
 
数
：
1
歳

6
ヵ
月
児
 

毎
週

1
回
実
施
(
東

H
C
の
み
週

2
回
)
 

 
 
 
 
 
3
歳
児
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月

3
回
実
施
 

  
 
医
師
報
償
費
：
2
0
,
0
1
0
円
／
回
 

 
 
栄
養
士
 
 
 
 
：
 
8
,
6
0
0
円
／
回
 

 
 
歯
科
衛
生
士
：
 
8
,
6
0
0
円
／
回
 

 
 
心
理
相
談
員
：
 
8
,
6
0
0
円
／
回
 

 
 
看
護
師
 
 
 
 
：
 
8
,
6
0
0
円
／
回
 

歯
科
医
師
 
：
2
0
,
0
1
0
円
／
回
(
東

H
C
の
み
)
 

 1
.
乳
児
健
診
 

対
象
者
：
3
～
4
ヵ
月
児
・
7
～
8
ヵ
月
児
 

 
 
場
 
 
所
：
雁
回
館
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
 

 回
 
 
数
：
1
2
回
／
年
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
に

1
回

3
～
4
ヵ
月
児
と

7
～
8
ヵ
月
児
を
合
同
で
実
施

（
1
回
あ
た
り

5
名
＋
5
名
程
度
）
 

 
 
 
 
 
 
※
育
児
相
談
、
保
健
・
栄
養
指
導
等
の
実
施
 

委
託
料
：
小
児
科
医
師
 
2
3
,
0
0
0
円
／
回
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
看
護
師
賃
金
 
 
2
,
2
2
0
円
／
回
 

  2
.
幼
児
健
診
 

 
 
対
象
者
：
各
健
診

1
回
あ
た

り
1
5
名
程
度
 

 
 
場
 
 
所
：
雁
回
館
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
 

 
 
回
 
 
数
：
1
歳

6
ヵ
月
児
 
 
 
4
回
／
年
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
歳
児
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
回
／
年
 

 
 
 小
児
科
医
師
委
託
料
：
2
3
,
0
0
0
円
／
回
 

 
 
歯
科
医
師
費
用
弁
償
：
2
0
,
0
0
0
円
／
回
 

 
 
歯
科
衛
生
士
謝
礼
 
：
 
5
,
0
0
0
円
／
回
 

 
 
臨
床
検
査
技
師
賃
金
：
 
2
,
2
2
0
円
／
回
 

 
 
看
護
師
賃
金
 
 
 
：
 
2
,
2
2
0
円
／
回
 

 1
.
乳
児
健
診
 

富
合
町
の
集
団
健
診
は
、
当
分
の
間
現

行
ど
お
り
存
続
す
る
。
 

  
 

      2
.
幼
児
健
診
 

合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
３

 
組

織
育

成
（
母

子
保

健
）
 

調
整

方
針

 
 合

併
後

３
年

間
は

現
行

の
ま

ま
と

し
、

そ
の

後
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 【
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
】
 

母
子
保
健
推
進
員
に
よ
る
地
域
活
動
は
実
施
し
て
い
な
い
。
 

 地
域
(
校
区
)
の
特
性
に
応
じ
て
「
地
域
の
子
育
て
支
援
を
地
域
で
考

え
実
践
す
る
」
し
く
み
を
作
る
た
め

に
、
市
内
全
小
学
校
区
内
で
子

育
て

支
援

組
織

(
子

育
て

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

)
を

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー
の
保
健
師
が
中
心
と
な
り
育
成
し
て
い
る
。
 

市
民
協
働
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
展
開
し
て
お
り
全
校
区
（
8
0

校
区
）
設
置
を
目
指
し
て
い
る
。
 

設
置
状
況
：
6
4
校
区
（
平
成

1
8
年

度
末
）
 

 
 

○
組
織
 

各
校
区
毎
に
、
自
治
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
・
民
生
児
童
委
員
協

議
会
等
の
関
係
団
体
や
保
育
園
等
の
関
係
機
関
、
子
育
て
中
の
母

親
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

 ○
活
動
 

 
・
子
育
て
マ
ッ
プ
・
機
関
紙
等
の
発
行
 

・
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
開
催
 

 
・
声
か
け
運
動
 

 
・
そ
の
他
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
 

 【
母
子
保
健
推
進
員
】
 

 
 
推
進
員
 
 
：
2
2
地
区
を

1
4
名
の
推

進
員
で
担
当
 

 
 
活
動
報
償
費
：
1
件
あ
た
り

3
0
0
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
年
度
は

9
0
0
件

で
予
算
計
上
）
 

 
       ○
組
織
 

推
進
員
は
、
お
母
さ
ん
た
ち
と
同
世
代
の

3
0
～
4
0
代
で
、
区
長

の
推
薦
に
よ
り
選
定
し
て
い
る
。
 

 
 

 ○
活
動
 

役
場
よ
り
健
診
、
教
室
等
の
個
人
通
知
を
推
進
員
宛
に
送
付
し
、

推
進
員
が
声
か
け
し
な
が
ら
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
子
育
て
の

相
談
を
受
け
た
り
、
役
場
へ
の
情
報

を
提
供
等
、
住
民
と
役
場
の

パ
イ
プ
役
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 

 合
併
後
３
年
間
は
現
行
の
ま
ま
と
し
、
そ

の
後

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
新

市
に

お

い
て
検
討
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
４

 
５

歳
児

相
談

 

調
整

方
針

 
 当

分
の

間
、

現
行

ど
お

り
存

続
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

  

 1
.
目
 
的
 

 
軽

度
発

達
障

害
児

や
身

体
異

常
、

心
の

問
題

等
を

就
学

前
に

発
見

し
、
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
で
、
就
学
後
の
問
題
を
軽
減
、
健
康

の
保

持
増

進
を

は
か

る
。

ま
た

、
子

育
て

相
談

へ
の

助
言

･
指

導
を

行
な
い
、
子
育
て
支
援
に
つ
な
げ
る
。
 

 2
.
対
象
者
 
 

 
 
年
中
児
（
4
歳
児
）
5
0
名
 

 3
.
場
 
所
 

 
 
雁
回
館
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
 

 4
.
内
 
容
 

 
質
問
紙
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
後
、
結
果
に
よ
り
臨
床
心
理
士
よ

る
面
接
相
談
を
行
う
。
 

 5
.
ス
タ
ッ
フ
 

 
臨
床
心
理
士

2
名
（
県
児
童
相
談
所
）
 

保
健
師
（
県
保
健
所

1
、
町

1
）

 

 
管
理
栄
養
士
 

  
平
成

1
8
年

9
月
よ
り
実
施
。
現
在

4
～
5
名
を

フ
ォ
ロ
ー
中
。
 

平
成

1
9
年
度
は

、
6
回
実
施
予
定
 

  

 当
分
の
間
、
現
行
ど
お
り
存
続
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
５

 
集

団
予

防
接

種
 

調
整

方
針

 
 当

分
の

間
、

現
行

ど
お

り
存

続
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
ポ
リ
オ
 
 
 

回
 
数
：
毎
年

4
月
、
1
0
月
（

延
9
1
回
）
 

対
象
者
：
生
後

3
～
9
0
ヵ
月
ま
で
の
未
接
種
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場
 
所
：
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
5
ヵ

所
)
総
合
支
所
等
（
6
ヵ
所
）

た
だ
し
、
2
回
目
を
受
け
る
と
き
に
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
で
の
実
施
で
は

9
0
月
を
越

え
る
場
合
、
海
外
渡
航
、

及
び

基
礎

疾
患

等
で

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

で
の

接
種

が

困
難
な
者
等
に
は
市
民
病
院
で
対
応
可
。
 

 

平
成

1
6
年
度
 

 
1
2
,
9
9
4
人
 

平
成

1
7
年
度
 

 
1
1
,
3
6
1
人
 

 

2
.
Ｂ
Ｃ
Ｇ
 

回
 
 
数
：
毎
月

1
回
（
延

6
8
回
：
一

部
の
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
で
は
月

2
回
有

り
）

対
象
者
：
生
後

3
～
6
ヵ
月
未
満
の
未
接
種
者
 

場
 
所
：
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
5
ヶ
所
）
 

た
だ
し
、
基
礎
疾
患
等
で
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
接
種

が
困
難
な
者
に
は
市
民
病
院
で
対
応
可
。
 

 

平
成

1
6
年
度
 
 
 
 
8
,
2
4
6
人
 

平
成

1
7
年
度
 
 
 
 
6
,
3
9
3
人
 

 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
ポ
リ
オ

、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
 
 
計

1
9
,
2
1
2
千
円

 

 

 1
.
ポ
リ
オ
 
 
 

 
 
回
 
 
数
：
4
回
／
年
 
4
、
1
0
月
 

 
 
対
象
者
：
生
後

3
～
9
0
ヵ
月

ま
で
の
未
接
種
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
場
 
 
所
：
雁
回
館
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
 

 平
成

1
6
年
度
 
 
1
1
3
人
 

平
成

1
7
年
度
 
 
1
2
2
人
 

     2
.
Ｂ
Ｃ
Ｇ
 

 
 
回
 
 
数
：
6
回
／
年
 

 
 
対
象
者
：
生
後

3
～
6
ヵ
月
未

満
の
未
接
種
者
 
 
 
 
 
 
 

 
 
場
 
 
所
：
雁
回
館
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
 

平
成

1
6
年
度
 
 
9
2
人
 

平
成

1
7
年
度
 
 
4
2
人
 

 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
ポ
リ
オ
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
計

1
,
2
4
6
千
円
 

  

 当
分
の
間
、
現
行
ど
お
り
存
続
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
６

 
ふ

る
さ

と
総

合
健

診
 

調
整

方
針

 
 合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 総
合
健
診
と
し
て
は
該
当
な
し
 

（
基
本
健
康
診
査
と
が
ん
検
診
は
各
々
実
施
）
 

   

 ふ
る
さ
と
総
合
健
診
（
り
ん
ど
う
コ
ー
ス
）
 

・
対
象
者
：
4
0
歳
～
7
4
歳
 

・
個
人
負
担
金
：
 

 
 
男
性
（
7
0
歳
未
満
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
,
6
0
0
円
 

 
 
男
性
（
7
0
歳
以
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
6
0
0
円
 

 
 
女
性
（
婦
人
が
ん
な
し

7
0
歳

未
満
）
 
 
 
 

 
  
5
,6
0
0
円
 

 
 
女
性
（
婦
人
が
ん
あ
り

7
0
歳

未
満
）
 
 
 
 

 
  
7
,8
0
0
円
 

 
 
女
性
（
婦
人
が
ん
ﾏ
ﾝ
ﾓ
2
方
向

7
0
歳
以
上
）

 
8
,
3
0
0
円
 

 
 
女
性
（
婦
人
が
ん
な
し

7
0
歳

以
上
）
 
 
 
 
 
 
3
,
6
0
0
円
 

 
 
女
性
（
婦
人
が
ん
あ
り

7
0
歳

以
上
）
 
 
 
 
 
 
5
,
8
0
0
円
 

 ・
内
容
：
健
診
項
目
は
選
択
不
可
 

 
男
性
：
胃
が
ん
、
肺
が
ん
、
基
本
検
診
、
 

 
 
 
 
大
腸
が
ん
（
便
潜
血
検
査
）
、
超
音
波
検
診
 

 
女
性
：
胃
が
ん
、
肺
が
ん
、
基
本
検
診
 

 
 
 
 
大
腸
が
ん
（
便
潜
血
検
査
）
、
超
音
波
検
診
 

 
 
 
 
子
宮
が
ん
、
乳
が
ん
（
視
触
診
＋
ﾏ
ﾝ
ﾓ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
）
 

＊
 
4
0・

4
5・

5
0・

5
5・

6
0・

6
5・

7
0
歳

で
希
望
者
は
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

検
査
（
C
型

B
型

）
を
追
加
受
診
で

き
る
。
 

個
人
負
担
金
：
1
,
0
0
0
円
 

・
実
施
場
所
：
雁
回
館
 

 ・
委
託
料
：
男
性
と
偶
数
女
性
 
 

 
1
8
,
9
2
1
円
 

 
 
 
 
 
奇
数
女
性
 
1
方
向
 
2
5
,
2
2
1
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
方
向
 
2
6
,
7
9
6
円
 

 合
併

特
例

区
の

事
業

と
し

て
実

施
す

る
。

 

 検
診

の
種

類
に

つ
い

て
は

合
併

ま
で

に
検

討
す

る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
７

 
腹

部
超

音
波

検
診

 

調
整

方
針

 
 合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

 

 腹
部
超
音
波
検
診
 

 ・
対
象
者
 
 
 
 
：
1
9
歳
以
上
 

 ・
実
施
期
間
 
 
：
9
月
頃

5
日
間

 

 ・
個
人
負
担
金
：
1
,
5
0
0
円
 

 ・
委
託
料
 
 
 
 
：
3
,
4
6
0
円
 

 ・
実
施
場
所
 
 
：
雁
回
館
 

 ・
委
託
先
 
 
 
 
：
日
赤
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
 

 ・
受
診
者
数
（
1
8
年
度
）
：
8
月

 
5
3
8
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
月
 
4
5
7
名
 

 合
併
特
例
区
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

０
 

保
健

衛
生

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
８

 
健

康
ま

つ
り

 

調
整

方
針

 
 合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
名
 
称
 
熊
本
市
健
康
フ
ェ
ス
テ
バ
ル
 

 2
.
月
 
日
 
1
0
月
（
第

2
土
曜

・
日
曜
）
 

 3
.
場
 
所
 
熊
本
市
中
心
部
（
熊
本
県
民
交
流
館
パ
レ
ア
）
 

 4
.
内
 
容
 

 
①
各
種
相
談
 
健
康
（
専
門
科
別
）
、
子
育
て
、
年
金
、
健
康
保
険
、

 
 
 
 
 
 
 
年
金
、
健
康
保
険
、
生
活
衛
生
 
等
 

 
②
無
料
検
査
 
血
液
、
尿
、
心
電
図
 
等
 

 
③
体
験
・
展
示
 
ア
ロ
マ
、
点
字
・
手
話
、
健
康
く
ま
も
と

2
1
活

動
 
等
 

 
④
表
彰
・
ス
テ
ー
ジ
 
8
0
2
0
表
彰
、
親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び
、
エ
プ

ロ

ン
シ
ア
タ
ー
等
 

 
⑤
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
 
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
等
 

 5
.
実
行
委
員
会
 
熊
本
市
、
熊
本
県
医
師
会
、
熊
本
市
医
師
会
 

熊
本
日
日
新
聞
社
 

後
 
援
 
熊
本
県
、
熊
本
市
教
育
委
員
会
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
 
他
 

 6
.
予
 
算
 
約

1
4
,
5
0
0
千
円
 
（
う
ち
熊
本
市

6
,
5
0
0
千
円
）
 

  

 1
.
名
 
称
 
健
康
の
里
フ
ェ
ス
テ
バ
ル
 

 2
.
月
 
日
 
1
1
月
１
日
～
1
1
月

2
3
日
 

 3
.
場
 
所
 
ア
ス
パ
ル
富
合
 
他
 
 

 4
.
内
 
容
 

 
①
文
化
祭
 
展
示
と
発
表
会
 

 
②
健
康
祭
 
講
演
会
(
1
1
/
2
3
)
、
健
康
相
談
、
体
脂
肪
測
定
、
展
示

 
 
 
 
 
 
実
技
指
導
、
お
楽
し
み
抽
選
会
な
ど
 

 
③
産
業
祭
 
農
産
物
品
評
会
(
1
1
/
2
3
)
、
物
産
販
売
、
バ
ザ
ー
な
ど

 
④
そ
の
他
 
期
間
中
に
ミ
ニ
バ
レ
ー
大
会
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
 

 
 
 
 
 
 
大
会
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
 
等
 

   5
.
実
行
委
員
等
 
健
康
福
祉
課
、
産
業
振
興
課
、
生
涯
学
習
課
、
企
画

課
、
保
険
課
、
町
民
課
、
健
康
づ
く
り
協
議
会
や
農

協
、
各
種
推
進
員
が
助
言
・
協
力
 

 6
.
予
 
算
 
6
3
8
千
円
 

 

 合
併
特
例
区
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
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継 続 分協議第３４号 
 
   農林水産関係事業の取扱いについて（その２－１） 
 
 農林水産関係事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 6 月 1 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
農林水産関係事業の取扱いについて 

 
 

１ 農区長制度については、新市の制度として継続する。 
 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

34

1 農業地域交流促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 農業地域活性化支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 地産地消の推進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 経営体育成支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 農業・農村男女共同参画経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 （特）農業金融支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 農用地有効利用促進助成経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

8 市民と農業のふれあい促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

9 生産体制強化施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

10 流通施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

11 畜産施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

12 流通対策事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

13 農業振興地域整備計画変更 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

14 農業振興地域整備促進協議会 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

15 農業構造改善事業補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

16 農業生活研究グループ連絡協議会補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

17 農産物新品種導入補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

18 酪農ヘルパー補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

19 生産体制強化対策事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

20 畜産振興事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

21 基盤整備事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

22 単県土地改良事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

23 農業用施設災害復旧工事 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

24 農業委員会あっせん基準 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

25 農業委員会諸証明手数料 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

26 農区長制度 経済振興部会 第４回 第５回 継 続 熊本市のみ

合併協議項目事業一覧

農林水産関係事業の取扱い

承認／継続
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

２
６
 

農
区
長
制

度
 

調
整
方
針

 
新
市

の
制
度

と
し

て
継

続
す

る
 

 
調

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
農
区
、
農
区
長
 

本
市
内
の
農
耕
地
域
を

3
4
農
区
に
分
け
、
各
農
区
に
農
区
長
を
置

い
て
い
る
。
 

2
.
農
区
長
の
職
務
 

農
区
長
は
、
市
長
の
指
揮
を
受
け
、
そ
の
農
区
内
の
農
業
協
同
組
合

及
び
農
家
組
合
そ
の
他
農
業
各
種
団
体
と
の
連
絡
を
図
り
、
農
林
畜
産

の
改
良
及
び
農
政
活
動
の
推
進
を
図
る
。
 

3
.
農
区
長
の
委
嘱
 

農
区
長
は
、
本
市
の
農
業
協
同
組
合
の
理
事
で
各
農
区
内
に
居
住
す

る
者
の
中
か
ら
市
長
が
委
嘱
。
 

農
業
協
同
組
合
長
が
、
そ
の
農
区
に
属
す
る
集
落
農
区
長
と
協
議
し

て
推
薦
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
市
長
は
そ
の
者
を
農
区
長
に
委
嘱
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
農
業
協
同
組
合

の
な
い
農
区
に
あ
っ
て

は
、
当
該
農
区
に
属
す
る
集
落
農
区
長
が
推
薦
し
た
者
を
委
嘱
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

4
.
農
区
長
の
任
期
 

 
3
年
 

5
.
根
拠
 

 
熊
本
市
農
区
長
設
置
規
則
 

 該
当
な
し
 

 

 合
併

後
は

富
合

町
域

を
含

む
全

市
域

を
対

象
と

し

て
制
度
を
実
施
す
る
。
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協議第３４号 
 
   農林水産関係事業の取扱いについて（その３） 
 
 農林水産関係事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
農林水産関係事業の取扱いについて 

 
 

１ 土地改良事業等補助金については、熊本市の例により統合する。

ただし、運営費補助は、平成２５年度まで現状のままとする。 
 
２ 産業祭負担金については、合併特例区の事業として実施する。 
 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

34

1 農業地域交流促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 農業地域活性化支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 地産地消の推進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 経営体育成支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 農業・農村男女共同参画経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 （特）農業金融支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 農用地有効利用促進助成経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

8 市民と農業のふれあい促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

9 生産体制強化施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

10 流通施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

11 畜産施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

12 流通対策事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

13 農業振興地域整備計画変更 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

14 農業振興地域整備促進協議会 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

15 農業構造改善事業補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

16 農業生活研究グループ連絡協議会補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

17 農産物新品種導入補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

18 酪農ヘルパー補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

19 生産体制強化対策事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

20 畜産振興事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

21 基盤整備事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

22 単県土地改良事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

23 農業用施設災害復旧工事 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

24 農業委員会あっせん基準 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

25 農業委員会諸証明手数料 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

26 農区長制度 経済振興部会 第４回 第５回 継 続 熊本市のみ

27 土地改良事業等補助金 経済振興部会 第５回

28 産業祭負担金 経済振興部会 第５回

合併協議項目事業一覧

農林水産関係事業の取扱い

承認／継続
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

 
２
７
 

土
地
改
良

事
業

等
補

助
金

 
①

 

調
整
方
針

 
熊
本

市
の
例

に
よ

り
統

合
す

る
。

た
だ

し
、
運
営
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
ま
で
現
状
の
ま
ま
と
す

る
 

 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 1
.
一
般
土
地
改
良
事
業
補
助
金
 

市
単
独
補
助
 

各
地
区
（
農
道

4
割
･
6
割
､
水
路

2
割
･
3
割
･
6
割
、
樋
門

4
割
･
6

割
補
助
）
 

 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
2
0
,
3
4
2
千
円
 

 
 
平
成

1
8
年

度
予
算
 
1
6
,
7
6
1
千
円
 

         2
.
県
営
土
地
改
良
事
業
補
助
金
 

事
業
費
の
う
ち
地
元
負
担
分
の

6
割
を
 

補
助
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
2
2
,
0
3
2
千
円
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
4
1
,
7
7
2
千
円
 

 

 1
.
産
業
振
興
共
同
事
業
補
助
金
 

町
単
独
補
助
 

各
地
区
（
道
路

4
割
､
水
路

4
割
､
樋
門

5
割
･
8
割

補
助
）
 

 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
1
,
9
6
1
千
円
 

 
 
平
成

1
8
年

度
予
算
 
5
,
1
4
2
千
円
（
補
正
後
予
算
）
 

○
H
1
7
年
度
決
算
内
訳
 

各
地
区
 
 
 
 
 
 
1
,
0
0
0
千

円
 

 
 
 
 
 
宇
土
八
水
土
地
改
良
区
 
 
6
0
0
千

円
 

 
 
 
 
 
緑
川
南
部
土
地
改
良
区
 
 
3
6
1
千

円
 

○
H
1
8
年
度
予
算
内
訳
 

各
地
区
 
 
 
 
 
 
4
,
1
4
2
千

円
 

 
 
 
 
 
宇
土
八
水
土
地
改
良
区
 
5
0
0
千

円
 

 
 
 
 
 
緑
川
南
部
土
地
改
良
区
 
 
5
0
0
千

円
 

 

 2
.
県
営
土
地
改
良
事
業
補
助
金
 

現
在
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
 

該
当
な
し
 

 

次
頁

へ
続

く

 熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

た
だ

し
、

運
営

費
補

助
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

５

年
度
ま
で
現
状
の
ま
ま
と
す
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

 
２
７
 

土
地
改
良

事
業

等
助

金
 

②
 

調
整
方
針

 
  

 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 3
.
運
営
費
補
助
 

該
当
な
し
 

            

 3
.
運
営
費
補
助
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
6
,
9
2
5
千
円
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
6
,
2
3
3
千
円
 

緑
川
南
部
土
地
改
良
区
（
土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
）
 
 

 
（
揚
水
ﾎ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾟ
5
5
台
の
管
理
人
人
件
費
及
び
電
気
代
等
）
 

  

※
参
考
 

県
営
ほ
場
整
備
事
業
特
別
賦
課
金
補
助
金
 

 
 
 
平
成

2
5
年
度
ま
で
の
債
務
負
担
行
為
設
定
済
み
 

 
 
 
補
助
対
象
 
緑
川
南
部
土
地
改
良
区
 

 
 
 
補
助
金
額
 
2
5
,
2
8
6
千
円
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

 
２
８
 

産
業
祭
負

担
金

 

調
整
方
針

 
 合
併

特
例
区

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

 

 
調

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 農
産
物
フ
ェ
ア
開
催
補
助
金
 

 1
.
趣
旨
 

 
 
農
産
物
フ
ェ
ア
を
開
催
し
、
全
国
で
も
有
数
の
生
産
地
で
あ
る
本

市
農
業
を
消
費
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
農
産
業
の
活
性
化
を
図
る
と
と

も
に
市
民
の
農
業
理
解
を
促
進
す
る
。
 

2
.
主
催
：
農
産
物
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会
 

3
.
構
成
：
熊
本
市
農
協
・
県
下
３
花
市
場
 

消
費
者
団
体
・
熊
本
市
 

4
.
交
付
額
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
7
,
7
6
0
千
円
 

 
 
平
成

1
8
年

度
予
算
 
7
,
7
6
0
千
円
 

 富
合
町
産
業
祭
負
担
金
 

 
 

1
.
趣
旨
 

 
 
町
民
相
互
の
融
和
と
郷
土
愛
を
育
み
、
本
町
の
更
な
る
発
展
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
産
業
振
興
を
図
る
た
め
行
わ
れ
て
い
る
。
 

2
.
交
付
先
 

 
 
富
合
町
産
業
祭
実
行
委
員
会
 

 
 
事
務
局
 
富
合
町
産
業
振
興
課
 

3
.
町
負
担
金
額
 

 
 
平
成

1
7
年

度
決
算
 
4
0
0
千
円
 

 
 
平
成

1
8
年

度
予
算
 
3
0
0
千
円
 

 ※
 
町
負
担
金
と

J
A
負
担
金
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。
 

 合
併
特
例
区
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
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協議第３５号 
 
   商工・観光関係事業の取扱いについて（その３） 
 
 商工・観光関係事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成１９年 7 月 3 日 提出 
 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 
 
 
商工・観光関係事業の取扱いについて 

 
 

ふるさと祭事業補助金については、合併特例区の事業として実施 
する。 

 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

77



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

35

1 新規創業支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 新産業分支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 雇用対策事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 職業技能向上支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 商店街振興事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 工業活性化支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 中小企業人材育成支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

8 観光イベント関連事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

9 物産振興事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

10 工芸振興事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

11 企業立地促進事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

12 商工会補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

13 中小企業団体等支援事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 熊本市のみ

14 中小企業金融対策事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 熊本市のみ

15 経営相談事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 熊本市のみ

16 労働環境・福祉向上事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 熊本市のみ

17 ふるさと祭事業補助金 経済振興部会 第５回 富合町のみ

商工・観光関係事業の取扱い

承認／継続

（商工・観光関係事業）
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
５

 
商
工

・
観

光
関

係
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名

 
１
７
 

ふ
る
さ
と

祭
事

業
補

助
金

 

調
整
方
針

 
 合
併

特
例
区

の
事

業
と

し
て

実
施

す
る

 

 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

    

 富
合
ふ
る
さ
と
祭
事
業
補
助
金
 

１
．
趣
旨
 

 
町
民
相
互
の
融
和
と
郷
土
愛
を
育
み
、
本
町
の
更
な
る
発
展
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
産
業
振
興
を
図
る
た
め
行
わ
れ
て
い
る
。
 

 ２
．
交
付
先
 

 
富
合
ふ
る
さ
と
祭
り
実
行
委
員
会
 
事
務
局
 
富
合
町
商
工
会
 

 ３
．
交
付
額
 
 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
2
,
5
0
0
千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
2
,
3
0
0
千
円
 

  
※
参
考
 
別
途
テ
ン
ト
、
椅
子
、
机
の
リ
ー
ス
代
を
町
予
算
で
執
行
 

 
 
 
 
 
 
 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
 
2
0
0
千
円
 

 
 
 
 
 
 
 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
 
2
0
0
千
円
 

    

 合
併
特
例
区
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
。
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協議第３７号 
 
   都市計画の取扱いについて（その１） 
 
 都市計画の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

都市計画の取扱いについて 

 

 
  都市計画区域及び都市計画区域区分については、現行のまま新市に引

き継ぐ。 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 

81



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

37

1 都市計画区域 建設部会 第５回

2 都市計画区域区分 建設部会 第５回

（都市計画）

承認／継続

都市計画の取扱い
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

７
 
都
市

計
画

の
取

扱
い

 
小
項
目
名
 

１
 

都
市
計
画
区
域
 

調
整

方
針

 
現

行
の

ま
ま

新
市

に
引

き
継

ぐ
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 熊
本
都
市
計
画
区
域
 

植
木
都
市
計
画
区
域
 

 宇
土
都
市
計
画
区
域
 

 現
行

の
ま

ま
新

市
に

引
き

継
ぐ

も
の

と

す
る
。
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

７
 
都
市

計
画

の
取

扱
い

 
小
項
目
名
 

２
 

都
市
計
画
区
域
区

分
 

調
整

方
針

 
現

行
の

ま
ま

新
市

に
引

き
継

ぐ
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 1
.
都
市
計
画
区
域
（
区
域
区
分
有
り
）
 

 
市
街
化
区
域
 
 
 
 
1
0
,
0
9
5
㏊
 

 
市
街
化
調
整
区
域
 
 
1
3
,
0
4
3
㏊
 

 
 
 
計
 
 
 
 
 
 
2
3
,
1
3
8
㏊
 

  2
.
用
途
地
域
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
0
9
5
㏊
 

 

 1
.
都
市
計
画
区
域
（
区
域
区
分
無
し
）
 

 
 
富
合
町
全
域
 
 
 
 
1
,
9
5
9
㏊
 

    2
.
用
途
地
域
 
 
 
 
 
 
1
1
1
.
3
㏊
 

 現
行

の
ま

ま
新

市
に

引
き

継
ぐ

も
の

と

す
る
。
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協議第３８号 
 
   下水道事業の取扱いについて 
 
 下水道事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
下水道事業の取扱いについて 

 
 
  １ 富合町の下水道整備については、普及率を早急に向上させるた

め、熊本市の下水道整備と最終年度を合わせるよう計画的に推進す

る。 
 
  ２ 下水道使用料については、合併時に熊本市の料金に統合する。 
 
  ３ 下水道受益者負担金については、合併時に熊本市の例により統合

する。 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

38

1 下水道計画 建設部会 第５回

2 下水道使用料 建設部会 第５回

3 受益者負担金 建設部会 第５回

下水道事業の取扱い

（下水道事業）

承認／継続
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

８
 
下
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

１
 

下
水
道
計
画
①
 

調
整

方
針

 
富

合
町

の
下

水
道

整
備

に
つ

い
て

は
、
普
及
率
を
早
急
に
向
上
さ
せ
る
た
め
、
熊
本
市
の
下
水
道
整
備

と
最

終
年

度
を

合
わ

せ
る

よ
う

計
画

的
に

推
進

す
る

 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 1
.
事
業
名
 

 
単
独
公
共
下
水
道
事
業
 

 
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
 

  2
.
会
計
名
 

 
熊
本
市
公
共
下
水
道
企
業
会
計
 

  3
.
汚
水
計
画
 

 
計
画
面
積
 
 
 
 
1
2
,
2
8
0
㏊
 

 
計
画
人
口
 
 
 
7
0
6
,
0
0
0
人
 

 
目
標
年
次
 
 
 
平
成

3
2
年

 

 
事
業
費
 
 
 
 
5
8
7
,
4
7
2
百
万
円

 

 
計
画
処
理
水
量
 
5
1
7
,
6
0
0
㎥
/
日
 

 
排
除
方
式
 
分
流
式
、
一
部
合
流
式
 

  4
.
認
可
計
画
 

 
計
画
面
積
 
 
 
 
1
1
,
1
3
6
㏊
 

 
計
画
人
口
 
 
 
6
3
9
,
1
6
0
人
 

 
目
標
年
次
 
 
 
 
平
成

2
3
年
(
流
関

は
2
0
年
)
 

 
事
業
費
 
 
 
 
4
2
0
,
8
8
5
百
万
円

 

 

 1
.
事
業
名
 

 
公
共
下
水
道
事
業
 

 
（
公
共
関
連
公
共
下
水
道
）
 

  2
.
会
計
名
 

 
富
合
町
公
共
下
水
道
特
別
会
計
 

  3
.
汚
水
計
画
 

 
計
画
面
積
 
 
 
 
 
4
2
0
㏊
 

 
計
画
人
口
 
 
 
 
1
5
,
0
0
0
人
 

 
目
標
年
次
 
 
 
 
平
成

3
0
年
 

 
事
業
費
 
 
 
 
 
1
8
,
0
1
5
百
万
円
 

 
計
画
処
理
水
量
 
 
7
,
0
5
0
㎥
/
日
 

 
排
除
方
式
 
 
分
流
式
 

  4
.
認
可
計
画
 

 
計
画
面
積
 
 
 
 
 
 
1
5
1
ｈ
a
 

 
計
画
人
口
 
 
 
 
 
3
,
6
3
0
人
 

 
目
標
年
次
 
 
 
 
平
成

2
1
年
 

 
事
業
費
 
 
 
 
 
 
6
,
3
3
9
百
万
円
 

 

次
頁
へ
つ
づ
く

 富
合
町
の
下
水
道
整
備
に
つ
い
て
は
、
普

及
率
を
早
急
に
向
上
さ
せ
る
た
め
、
熊
本

市
の

下
水

道
整

備
と

最
終

年
度

を
合

わ

せ
る
よ
う
計
画
的
に
推
進
す
る
。
 

な
お
、
富
合
処
理
区
に
関
す
る
宇
土
市
と

の
協
定
に
つ
い
て
は
、
新
市
と
の
間
で
継

続
す
る
。
 

ま
た
、
雨
水
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

検
討
す
る
。
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

８
 
下
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

１
 

下
水
道
計
画
②
 

調
整

方
針

 
 

 
調

 
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 5
.
整
備
状
況
(
平
成

1
7
年
度
末
)
 

 
処
理
人
口
 
 
 
 
5
4
9
,
2
7
2
人
 

 
普
及
率
 
 
 
 
 
 
8
3
.
4
％
 

 
整
備
面
積
 
 
 
 
 
9
,
1
1
9
㏊
 

 
面
整
備
率
 
 
 
 
 
7
4
.
3
％
 

  6
.
公
の
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
 

 
富

合
町

と
の

協
定

（
杉

島
・

御
船

手
地

区
、

32
.
2
h
a
）

は
平

成
1
4

年
9
月
議
会
で

議
決
 

   7
.
雨
水
計
画
 

 
区
域
面
積
 
 
8
,
9
7
0
h
a
 

 
目
標
年
次
 
平
成

3
2
年
 

 
事
業
費
 
 
4
0
,
9
3
9
百
万
円
 

 

 5
.
整
備
状
況
(
平
成

1
7
年
度
末
)
 

 
処
理
人
口
 
 
 
 
1
,
7
7
4
人
 

 
普
及
率
 
 
 
 
 
 
2
2
.
1
％
 

 
整
備
面
積
 
 
 
 
 
 
 
7
6
㏊
 

 
面
整
備
率
 
 
 
 
 
1
8
.
1
％
 

  6
.
公
の
施
設
の
利
用
に
関
す
る
協
定
 

 
熊
本
市
と
の
協
定
（
杉
島
・
御
船
手
地
区

3
2
.
2
h
a
）
は
平
成

1
4
年

9
月
議
会
で
議
決
 
宇
土
市
と
の
協
定
（
区
域
面
積

3
8
7
.
8
h
a
）
は

平
成

1
0
年

9
月

議
会
で
議
決
 

  7
.
雨
水
計
画
 

 
未
策
定
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

８
 
下
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

２
 

下
水
道
使
用
料
①

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
使

用
料

金
に

統
合
す
る
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 1
.
使
用
料
金
(
消
費
税
含
む
)
 

 
(
1
)
水
道
水
及
び
営
業
用
井
戸
水
 

 
 
・
基
本
料
金

1
0
㎥
ま
で
 

 
9
9
0
円
 

 
 
 
（
従
量
料
金

1
㎥
に
つ

き
）
 

 
 
・
1
1
㎥
～
2
0
㎥
 
 
 
 
 
1
2
5
円
 

 
 
・
2
1
㎥
～
5
0
㎥
 
 
 
 
 
1
6
5
円
 

 
 
・
5
1
㎥
～
2
0
0
㎥
 
 
 
 
 
2
0
0
円
 

 
 
・
2
0
1
㎥
～
5
0
0
㎥
 
 
 
 
2
4
0
円
 

 
 
・
5
0
1
㎥
～
2
,
0
0
0
㎥
 
 
 
2
8
0
円
 

 
 
・
2
,
0
0
1
㎥
以
上
 
 
 
 
 
3
2
5
円
 

 
 
 
 
 
 
 
(
例
)
2
0
㎥
使
用
の
場

合
 
2
,
2
4
0
円
 

 
(
2
)
一
般
家
庭
用
の
井
戸
水
又
は
温
泉
水
 

 
 
 
１
世
帯
に
つ
き
 
 
 
1
,
7
0
0
円
 

 
(
3
)
一
般
公
衆
浴
場
 
 
 
 
 
1
2
円
／
ｍ

３
 

 2
.
使
用
料
の
徴
収
及
び
納
入
方
法
 

 
(
1
)
水
道
料
金
と
同
時
に
水
道
局
徴
収

 

 
 
 
奇
数
・
偶
数
月
検
針
 
→
 
毎
月

徴
収
 

 
 
 
口
座
振
替
・
納
付
書
払
い
 

 
(
2
)
井
戸
水
分
 
下
水
道
総
務
課
で
徴

収
 

 
 
 
一
般
家
庭
用
 
→
 
奇
数
月
徴

収
 

 
 
 
事
業
用
 
 
 
→
 
毎
 
月
徴

収
 

 
 
 
口
座
振
替
・
納
付
書
払
い
 

 1
.
使
用
料
金
(
消
費
税
含
む
)
 

 
(
1
)
水
道
水
及
び
自
家
井
戸
水
 

 
 
・
基
本
料
金

1
0
㎥
ま
で
 
1
,
5
7
5
円
 

 
 
 
（
従
量
料
金
１
㎥
に
つ
き
）
 

 
 
・
1
1
㎥
～
3
0
㎥
 
 
 
 
 
1
5
7
円
 

 
 
・
3
1
㎥
～
5
0
㎥
 
 
 
 
 
 
1
7
8
円
 

 
 
・
5
1
㎥
～
1
0
0
㎥
 
 
 
 
 
 
1
9
9
円
 

 
 
・
1
0
1
㎥
以
上
 
 
 
 
 
 
 
2
2
0
円
 

 
 
 
 
 
 
(
例
)
2
0
㎥
使
用
の
場
合

 
3
,
1
5
0
円
 

 
＊
井
戸
水
使
用
の
場
合
町
で
水
量
計
設
置
 

  
(
2
)
公
衆
浴
場
用
 

 
 
・
１
㎥
に
つ
き
 
 
 
 
 
2
6
円

 

  2
.
使
用
料
の
徴
収
及
び
納
入
方
法
 

 
(
1
)
建
設
課
下
水
道
班
徴
収
 

 
 
 
毎
月
検
針
 
（
委
託
）
→
 
毎
月
徴
収
 

 
 
 
口
座
振
替
・
納
付
書
払
い
 

    

次
頁
へ
つ
づ
く

 合
併

時
に

熊
本

市
の

使
用

料
金

に
統

合

す
る
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

８
 
下
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

２
 

下
水
道
使
用
料
②

 

調
整

方
針

 
 

 調
 
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 3
.
メ
ー
タ
ー
検
針
方
法
 

 
(
1
)
水
道
水
は
水
道
局
が
検
針
 

 
 
 
奇
数
・
偶
数
月
検
針
 

 
(
2
)
事
業
用
井
戸
水
は
下
水
道
技
術
セ
ン
タ
ー
に
検
針
委
託
 

 
 
 
2
ヶ
月
検
針
(
奇
数
月
・
偶
数
月
)
 

 
 
 
事
業
者
報
告
(
毎
月
・
奇
・
偶
月
)
 

 4
.
井
戸
水
の
メ
ー
タ
ー
設
置
 

（
新
 
規
）
 

 
 
事
業
所
の
量
水
器
の
設
置
は
基
本
的
に
は
、
事
業
所
、
や
む
を
得

な
い
場
合
は
市
が
設
置
 

（
取
 
替
）
 

 
 
量
水
器
の
有
効
期
限
(
計
量
法
に
よ
り

8
年

)
の
到
来
に
よ
る
)
量

水
器
の
取
替
は
、
市
が
実
施
 

 5
.
デ
－
タ
処
理
 

 
市
独
自
電
算
シ
ス
テ
ム
(
富
士
通
)
 

 

 3
.
メ
ー
タ
ー
検
針
方
法
 

 
(
1
)
委
託
に
よ
り
毎
月
検
針
 

     4
.
井
戸
水
の
メ
ー
タ
ー
設
置
 

（
新
 
規
）
 

 
 
事
業
所
、
一
般
家
庭
の
量
水
器
の
設
置
は
基
本
的
に
は
、
町
が
設

置
 

（
取
 
替
）
 

 
 
量
水
器
の
有
効
期
限
(
計
量
法
に
よ
り

8
年

)
の
到
来
に
よ
る
)
量

水
器
の
取
替
は
、
町
が
実
施
 

 5
.
デ
ー
タ
処
理
 

 
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
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作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

８
 
下
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

３
 

受
益
者
負
担
金
 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 1
.
受
益
者
負
担
金
額
 
 
2
0
0
円
/
㎡
 

 2
.
施
行
年
月
日
 
S
5
1
年

4
月

1
日
 

 3
.
負
担
金
の
徴
収
猶
予
の
有
無
 

 
 
 
有
り
 

 4
.
負
担
金
の
減
免
制
度
の
有
無
 

 
 
 
有
り
 

 5
.
納
入
方
法
 

 
 
①

寄
の
金
融
機
関
(
分
割
払
い
の
み
口
座
振
替
は
有
り
)
 

 
 
②
一
括
納
付
及
び

3
年
間

×
年

4
回
の
分

割
均
等
払
い
有
り
 

 
 
③
一
括
納
付
の
報
奨
金
制
度
無
し
 

    6
.
デ
ー
タ
処
理
 

 
 
 
市
独
自
電
算
シ
ス
テ
ム
（
富
士
通
）
 

 

 1
.
受
益
者
負
担
金
額
 
 
2
0
0
円
/
㎡
 

 2
.
施
行
年
月
日
 
H
1
4
年

4
月

1
日
 

 3
.
負
担
金
の
徴
収
猶
予
の
有
無
 

 
 
 
有
り
 

 4
.
負
担
金
の
減
免
制
度
の
有
無
 

 
 
 
有
り
 

 5
.
納
入
方
法
 

 
 
①

寄
の
金
融
機
関
(
口
座
振
替
は
無
し
)
 

 
 
②
５
年
間
，
年
４
回
の
分
割
均
等
払
い
及
び
一
括
納
付
有
り
 

 
 
③
一
括
納
付
の
報
奨
金
制
度
有
り
 

 
 
 
 
 
報
奨
金
額
：
3
,
7
4
5
,
3
1
2
円

 

 
 
 
 
 
件
数
：
1
5
9
件
 
（
1
7
年
度
実
績
）
 

  6
.
デ
ー
タ
処
理
 

 
 
 
日
立
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
 

 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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協議第３９号 

 
   上水道事業の取扱いについて 

 
 上水道事業の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

上水道事業の取扱いについて 

 

 
  １ 地区営水道（簡易水道）については、合併までに未整備（給水）

地区も含め町営化を図り、合併時に新市に引き継ぐ。なお、合併直

後の水道料金については、今後設定される町営簡易水道料金を新市

に引き継ぐ。 
 
  ２ 上水道事業化については、合併後速やかに現地調査を行い、上水

道整備計画を策定したうえで計画的に整備を進める。 
 
  ３ 簡易水道組織への補助金（富合町環境衛生施設整備補助金）につ

いては、富合町の簡易水道組合を町営化するため、現行制度は廃止

する。 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

39

1 地区営水道（簡易水道） 水道部会 第５回

2 上水道事業 水道部会 第５回

3 組織・補助金 水道部会 第５回

（上水道事業）

承認／継続

上水道事業の取扱い
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作
業

部
会
名

：
上

水
道

部
会

 

協
議

項
目

 
３

９
 
上
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

１
 

地
区
営
水
道
（
簡

易
水

道
）

 

調
整

方
針

 
地

区
営

水
道

（
簡

易
水

道
）

に
つ

い
て

は
、
合
併

ま
で

に
未
整
備

（
給

水
）
地
区

も
含

め
町
営
化

を
図

り
、

合
併

時
に

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

な
お

、
合

併
直

後
の

水
道

料

金
に

つ
い
て

は
、

今
後

設
定

さ
れ

る
町
営
簡
易
水
道
料
金
を
新
市
に
引
き
継
ぐ
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市
 

町
 

別
 

内
 

容
 

 上
水
道
事
業
 

給
水
人
口
 
 
 
 
 
 
 
 
6
5
2
,
0
1
0
 
人
 

 １
日
平
均
給
水
量
 
 
 
 
 
2
3
1
,
2
7
2
 
㎥
 

 公
称
施
設
能
力
 
 
 
 
 
 
2
8
7
,
0
0
0
 
㎥
 

 

 地
区
毎
の
組
合
が
運
営
す
る

1
7
の
簡
易
水
道
が
あ
る
 

 組
合
名
 
 
給
水
人
口
 
１
日
給
水
量
 
１
日
井
戸
能
力
 

 
 
 
 
 
 
 
(
人
)
 
 
 
(
㎥
)
 
 
 
 
(
㎥
)
 

下
園
 
 
 
 
 
1
7
6
 
 
 
 
2
8
 
 
 
 
 
 
6
2
 

平
原
 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
6
2
 
 
 
 
 
7
8
 

榎
津
 
 
 
 
 
7
9
8
 
 
 
 
2
6
1
 
 
 
1
,
4
0
0
 

古
閑
・
志
々
水
 
4
0
3
 
 
 
 
1
1
0
 
 
 
 
1
2
5
 

硴
江
・
西
田
尻
 
3
3
5
 
 
 
 
6
5
 
 
 
 
 
9
0
 

木
原
 
 
 
 
 
8
3
5
 
 
 
 
2
2
0
 
 
 
1
,
1
3
9
 

廻
江
 
 
 
 
 
2
6
2
 
 
 
 
3
2
 
 
 
 
 
7
5
 

清
藤
 
 
 
 
 
3
8
0
 
 
 
 
7
5
 
 
 
 
1
2
5
 

南
田
尻
 
 
 
 
4
6
0
 
 
 
 
6
6
 
 
 
 
1
4
2
 

杉
島
・
御
船
手
 
5
4
5
 
 
 
 
1
6
8
 
 
 
 
1
9
0
 

富
合
西
 
 
 
 
5
2
8
 
 
 
 
1
3
5
 
 
 
 
2
1
0
 

小
岩
瀬
 
 
 
 
5
3
1
 
 
 
 
1
2
0
 
 
 
 
2
0
0
 

富
合
町
東
部
 
 
9
4
0
 
 
 
 
2
3
4
 
 
 
1
,
0
4
4
 

国
町
 
 
 
 
 
3
8
9
 
 
 
 
3
5
 
 
 
 
1
0
0
 

鳥
場
 
 
 
 
 
2
5
0
 
 
 
 
8
0
 
 
 
 
1
8
0
 

前
川
原
 
 
 
 
1
0
5
 
 
 
 
9
0
 
 
 
 
8
0
0
 

 
新
 
 
 
 
 
2
9
0
 
 
 
 
1
4
4
 
 
 
 
1
4
4
 
 
 
 

 
合
 
計
 
 
7
,
5
2
6
 
 
 
1
,
9
2
5
 
 
 
6
,
1
0
4
 

  

 地
区
営
水
道
（
簡
易
水
道
）
に
つ
い
て
は
、

合
併
ま
で
に
未
整
備
（
給
水
）
地
区
も
含

め
町
営
化
を
図
り
、
合
併
時
に
新
市
に
引

き
継
ぐ
。
な
お
、
合
併
直
後
の
水
道
料
金

に
つ
い
て
は
、
今
後
設
定
さ
れ
る
町
営
簡

易
水
道
料
金
を
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
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作
業

部
会
名

：
上

水
道

部
会

 

協
議

項
目

 
３

９
 
上
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

２
 

上
水
道
事
業

 

調
整

方
針

 
上

水
道

事
業

化
に

つ
い

て
は

、
合

併
後
速
や
か
に
現
地
調
査
を
行
い
、
上
水
道
整
備
計
画
を
策
定
し
た

う
え

で
計

画
的

に
整

備
を

進
め

る
 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市
 

町
 

別
 

内
 

容
 

 上
水
道
事
業
 

給
水
人
口
 
 
 
 
 
6
5
2
,
0
1
0
人
 

一
日
平
均
給
水
量
 
 
2
3
1
,
2
7
2
㎥
 

公
称
施
設
能
力
 
 
 
2
8
7
,
0
0
0
㎥
 

普
 
及
 
率
 
 
 
 
 
9
7
.
5
％
 

 地
区
営
水
道
（
簡
易
水
道
）
 

給
水
人
口
 
 
 
 
 
7
,
5
2
6
人
 

一
日
平
均
給
水
量
 
 
1
,
9
2
5
㎥
 

井
戸
能
力
 
 
 
 
 
6
,
1
0
4
㎥
 

普
及
率
 
 
 
 
 
 
 
9
8
.
5
％
 

給
水
人
口
（
計
）
 
 
7
,
5
2
6
人
 

１
日
給
水
量
（
計
）
 
1
,
9
2
5
㎥
 

１
日
井
戸
能
力
（
計
）
6
,
1
0
4
㎥
 

 上
水
道
事
業
化
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
速

や
か
に
現
地
調
査
を
行
い
、
上
水
道
整
備

計
画

を
策

定
し

た
う

え
で

計
画

的
に

整

備
を
進
め
る
。
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作
業

部
会
名

：
上

水
道

部
会

 

協
議

項
目

 
３

９
 
上
水

道
事

業
の

取
扱

い
 

小
項
目
名
 

３
 

簡
易
水
道
組
織
・

補
助

金
 

調
整

方
針

 
簡

易
水

道
組

織
へ

の
補

助
金

（
富

合
町
環
境
衛
生
施
設
整
備
補
助
金
）
に
つ
い
て
は
、
富
合
町
の
簡
易

水
道

組
合

を
町

営
化

す
る

た
め

、
現

行
制

度
は

廃
止

す
る

 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市
 

町
 

別
 

内
 

容
 

 熊
本
市
内
の
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、
全
て
熊
本
市
水
道
局
が
運
営
し

て
お
り
、
組
合
方
式
の
簡
易
水
道
事
業
は
存
在
し
な
い
。
 

            水
道
法
（
抜
粋
）
 

第
6
条
 
水
道

事
業
を
経
営
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 

水
道

事
業

は
、

原
則

と
し

て
市

町
村

が
経

営
す

る
も

の
と

し
、

市

町
村
以
外
の
者
は
、
給
水
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む

市
町
村
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
、
水
道
事
業
を
経
営
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 環
境
衛
生
施
設
の
整
備
を
図
り
、
生
活
環
境
の
保
全
に
努
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
整
備
事
業
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助

金
を
交
付
す
る
。
（
富
合
町
環
境
衛
生
施
設
整
備
補
助
金
交
付
要
綱
）

 補
助
金
の
交
付
対
象
 

1
 
水
道
組
合
が
実
施
す
る
水
道
施
設
の
改
良
及
び
新
設
等
 

 
 
 
※
事
業
費
が

1
0
万
円
以

内
で
あ
る
場
合
は
交
付
し
な
い
。
 

 補
助
金
の
交
付
額
 

1
 
水
道
組
合
が
実
施
す
る
水
道
施
設
整
備
事
業
 

 
 
当
該
事
業
費
の

1
0
分
の

5
以
内
 

2
 
1
の
事
業
で
町
長
が
特
に
必
要
と
認

め
る
事
業
 

 
 
当
該
事
業
費
の

1
0
分
の

6
以
内
 

 
 
 
※
1
,
0
0
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り

捨
て
 

 

 簡
易
水
道
組
織
へ
の
補
助
金
（
富
合
町
環

境
衛

生
施

設
整

備
補

助
金

）
に

つ
い

て

は
、
富
合
町
の
簡
易
水
道
組
合
を
町
営
化

す
る
た
め
、
現
行
制
度
は
廃
止
す
る
。
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協議第４０号 
 
   教育関係事業の取扱いについて（その３） 
 
 教育関係事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
教育関係事業の取扱いについて 

 
 
１ 下記の事業は、合併特例区の事業として継続する。その後は富合

地域の独自事業として検討する。 
・ 各種大会等 
 

  ２ 下記の事業は、合併特例区の管理施設として継続する。合併時に

熊本市の施設料金を基に統一したうえで、富合地域の住民について

は合併特例区の間は減免・免除の取扱いとする。その後は熊本市の

例により統合する。 
・ 各種体育施設     
・ 公民館の運営状況 
・ 公民館使用料 

 
  ３ 下記の事業は、合併特例区の事業として継続する。その後は熊本

市の例により統合する。 
・ 公民館学級      
・ 成人式        

 
  ４ 下記の事業は合併特例区の管理施設として継続する。その後は熊

本市の例により統合する。 
・ 図書館の施設管理運営 

 
  ５ 下記の事業は、合併特例区の事業として管理するが、その後は熊

本市の例により統合する。システム及び複写サービスの使用料は合

併時に熊本市の例により統合する。 
・ 図書の管理等 
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６ 下記の事業は、合併時に熊本市の例により統合する。 
・ 図書館のサービス 

 
７ 下記の事業は、合併特例区の管理団体として継続する。その後は

熊本市の例により統合する。 
・ 体育協会 

 
８ 下記の事業は、合併特例区の管理団体として、この期間は現行の

とおり継続する。 
・ 文化協会 

 
９ 下記の事業は、合併時に熊本市の例により統合する。ただし、予

約受付開始日を富合地域内の運動施設に限り、５年間の先行予約を

認める。 
・ 運動施設予約・案内システム 

 
  10 下記の事業は、合併時に管理人を配置し、小・中学校体育館、中

学校運動場及び武道場は熊本市の例により統合する。 
・ 学校施設一般開放管理業務 

 
  11 下記の事業は、合併後、５年間は現状のままとして継続する。た

だし、一本化できる団体については、随時調整を図っていく。 
・ ＰＴＡ連合会他公共団体 

 
  12 下記の事業は、合併後、５年間は現状のままとして継続する。た

だし、市の団体との統合が成立した年度で補助金は廃止する。 
・ ＰＴＡ連合会他公共団体への補助金 

 
13 下記の事業は、新市の事業として継続する。 

・ 少人数学級 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

40

1
就学支援
　（学級支援員配置・修学旅行特別支援）

教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 青少年国際・国内交流事業 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 青少年活動支援事業 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 生涯学習推進事業 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 家庭教育推進事業 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 スポーツ振興基金等 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 総合型地域スポーツクラブの育成 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

8 各種大会（開催）補助金 教育部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

9 小中一貫教育（教育特区） 教育部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

10 通学区域（高等学校） 教育部会 第４回 第５回 ○承認

11 地域公民館（社会教育施設）への補助金 教育部会 第４回 第５回 ○承認

12 学校図書館充実事業 教育部会 第４回 第５回 ○承認

13 育英奨学金（育英事業） 教育部会 第４回 第５回 ○承認

14 青少年育成会議 市民生活部会 第４回 第５回 ○承認

15 青少年健全育成事業 市民生活部会 第４回 第５回 ○承認

16 各種大会等 教育部会 第５回

17 各種体育施設 教育部会 第５回

18 公民館の運営状況 教育部会 第５回

19 公民館使用料 教育部会 第５回

20 公民館学級 教育部会 第５回

21 成人式 教育部会 第５回

22 図書館の施設管理運営 教育部会 第５回

23 図書の管理等 教育部会 第５回

24 図書館のサービス 教育部会 第５回

25 体育協会 教育部会 第５回

26 文化協会 教育部会 第５回 富合町のみ

27 運動施設予約・案内システム 教育部会 第５回

28 学校施設一般開放管理業務 教育部会 第５回

29 ＰＴＡ連合会他公共団体 教育部会 第５回

30 ＰＴＡ連合会他公共団体への補助金 教育部会 第５回

31 少人数学級 教育部会 第５回 熊本市のみ

教育関係事業の取扱い

承認／継続

（教育関係事業）
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
６

 
各

種
大

会
等

 
①

 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

継
続

す
る

 

そ
の

後
は

富
合

地
域

の
独

自
事

業
と

し
て

検
討

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 当
該
事
務
事
業
な
し
 

 ○
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
市
民
誰
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
市
民

ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
を
年
４
回
（
春
・
夏
・
秋
・
冬
）
開
催
し
て
い

る
。
 

 

内
容
は
別
紙
 

 ・
平
成

1
6
年
度

決
算
 
5
,
4
0
0
千
円
 

・
平
成

1
7
年
度

決
算
 
5
,
4
0
0
千
円
 

・
平
成

1
8
年
度

予
算
 
4
,
8
6
0
千
円
 

 ○
富
合
町
内
駅
伝
大
会
 

・
主
催
 
富
合
町
、
富
合
町
教
育
委
員
会
 

・
期
日
 
１
１
月
～
１
２
月
 

・
会
場
 
富
合
町
指
定
コ
ー
ス
（
1
8
.
0
ｋ
ｍ
）
 

・
参
加
料
 
無
料
 

・
参
加
対
象
 
各
地
区
代
表
男
女
、
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
大
学
、

一
般
男
子
２
名
、
 
一
般
女
子
、
４
０
歳
以
上
又
は
一
般
女
子
、

フ
リ
ー
 

・
経
費
 
3
1
2
,
0
0
0
円
（
1
7
年
度

決
算
）
 

 
 
 
 
5
0
,
0
0
0
円
（
1
8
年
度
予
算
）
 

・
競
技
方
法
 
各
地
区
対
抗
 
 
 

※
オ
ー
プ
ン
で
中
学
校
部
活
等
が
参
加
 

 ○
新
春
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
 

・
主
催
 
富
合
町
体
育
協
会
 

・
共
催
 
富
合
町
教
育
委
員
会
 

・
期
日
 
元
日
 

・
会
場
 
屋
外
運
動
場
 

・
参
加
料
 
１
チ
ー
ム
１
，
０
０
０
円
 

・
参
加
対
象
等
 
小
学
生
か
ら
一
般
ま
で
１
チ
ー
ム
５
人
制
 

・
経
費
 
6
0
,
0
0
0
円
（
1
7
年
度

決
算
）
 

 
 
 
 
0
円
（
1
8
年
度
予
算
）
 

  

次
頁
へ
続
く

 

 

将
来

的
に

は
熊

本
市

全
体

で
開

催
す

る
市

民
ス

ポ
ー

ツ
フ

ェ
ス

タ
又

は
富

合

地
域

で
の

単
独

事
業

と
し

て
も

検
討

す

る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
６

 
各

種
大

会
等

 
②

 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 当
該
事
務
事
業
な
し
 

   

 ○
富
合
町
町
民
体
育
祭
 

・
主
催
 
富
合
町
体
育
協
会
 

・
共
催
 
富
合
町
教
育
委
員
会
他
 

・
期
日
 
１
１
月
５
日
（
1
8
年
度
予
定

）
 

・
会
場
 
富
合
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

・
参
加
対
象
 
全
町
民
 

・
経
費
 
富
合
町
体
育
協
会
へ
の
補
助
金
 

1
,
9
5
7
,
0
0
0
円
の
う
ち

5
4
0
,
0
0
0
円
を

使
用
 

（
1
6
年
度
実
績
）
 

 
2
,
7
9
2
,
0
0
0
円
の
う
ち

1
5
0
,
0
0
0
円
を
予
算
立
て
 

 
町
民
体
育
祭
は
台
風
の
た
め
中
止
 

（
1
7
年
度
実
績
）
 

2
,
0
0
0
,
0
0
0
円
の
う
ち

3
5
0
,
0
0
0
円
を

予
算
立
て
 

（
1
8
年
度
予
算
）
 

・
競
技
方
法
 
徒
競
争
な
ど
を
各
地
区
代
表
で
行
う
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
７

 
各

種
体

育
施

設
 

調
整

方
針

 

合
併

特
例

区
の

管
理

施
設

と
し

て
継

続
す

る
 

合
併

時
に

熊
本

市
の

施
設

料
金

を
基

に
統

一
し

た
う

え
で

、
富

合
地

域
の

住
民

に
つ

い
て

は
合

併
特

例
区

の
間

は
減

免
・
免

除
の

取
扱

い
と

す
る

 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
教
育
委
員
会
で
は
、
熊
本
市
総
合
体
育
館
ほ
か
２
６
の
運
動
施
設
を

所
管
し
て
い
る
。
 

 
熊
本
市
体
育
施
設
条
例
 

 
熊
本
市
総
合
体
育
館
・
青
年
会
館
条
例
 

 
熊
本
市
総
合
屋
内
プ
ー
ル
条
例
 

 
熊
本
市
都
市
公
園
条
例
 

＊
施
設
の
種
類
 

体
育
館
、
陸
上
競
技
場
、
屋
内
プ
ー
ル
、
野
球
場
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
、

武
道
場
、
弓
道
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
な
ど
 

使
用
料
に
つ
い
て
は
別
紙
 

○
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
 

・
南
部
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
他
５
施
設
で
２
１
面
 

 
 
＊
使
用
料
は
無
料
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ○
雁
回
公
園
運
動
広
場
 

 
 
町
内
者
は
、
無
料
 

 
 
町
外
者
は
 
全
面
 
 
 
 
１
時
間
 
 
２
，
４
０
０
円
 

 
 
 
 
 
 
 
野
球
 
 
 
 
 
１
面
 
 
１
，
２
０
０
円
 

 
 
 
 
 
 
 
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
 
１
面
 
 
 
 
６
０
０
円
 

 ○
屋
外
運
動
場
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）
 

 
・
使
用
料
 

 
 
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
１
面
１
時
間
 
 
 
５
５
０
円
 

 
 
運
動
場
 
 
 
 
 
１
時
間
 
１
，
６
０
０
円
 

・
中
学
校
の
隣
接
地
と
な
っ
て
お
り
一
般
者
の
利
用
は
午
後
８
時
か

ら
２
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

○
富
合
町
健
康
づ
く
り
総
合
セ
ン
タ
ー
（
雁
回
館
）
 

・
使
用
料
 

 
 
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
 
 
 
１
時
間
 
 
５
０
０
円
 

 
 
ス
テ
ー
ジ
 
 
 
 
 
 
１
時
間
 
 
２
０
０
円
 

 
 
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
 
 
１
面
１
時
間
 
 
２
０
０
円
 

 
 
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
 
 
１
面
１
時
間
 
 
４
０
０
円
 

 
 
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
１
面
１
時
間
 
 
６
０
０
円
 

 
 
全
面
 
 
 
 
 
 
 
 
１
時
間
１
，
２
０
０
円
 

※
町
外
者
は
１
０
割
増
 

 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

施
設

料
金

を
基

に

統
一

し
、

合
併

特
例

区
の

管
理

施
設

と
し

て
継

続
す

る
。

た
だ

し
、

富
合

地
域

の
住

民
に

つ
い

て
は

合
併

特
例

区
の

間
は

減

免
・
免

除
の

取
扱

い
と

す
る

。
そ

の
後

は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
８

 
公

民
館

の
運

営
状

況
 

①
 

調
整

方
針

 

合
併

特
例

区
の

管
理

施
設

と
し

て
継

続
す

る
 

合
併

時
に

熊
本

市
の

施
設

料
金

を
基

に
統

一
し

た
う

え
で

、
富

合
地

域
の

住
民

に
つ

い
て

は
合

併
特

例
区

の
間

は
減

免
・
免

除
の

取
扱

い
と

す
る

 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 公
民
館
管
理
運
営
 

１
 
開
館
時
間
 

 
公
民
館
 
 
 
午
前

9
時
～

午
後

1
0
時
 

 
図
書
室
 
 
 
午
前

9
時

3
0
分
～
午
後

5
時

 

 
児
童
館
(
室
)
 
午
前

9
時
～

午
後

5
時
 

 ２
 
休
館
日
 

 
ア
 
月
曜
日
 

 
イ
 
1
2
月

2
9
日
～
翌
年

1
月

3
日
 

 
 
（
平
成

1
8
年
度
よ
り
変
更
）
 

 
 
な
お
、
図
書
室
は
、
上
記
の
ほ
か
室
内
整
理
日
及
び
特
別
整
理
日

が
あ
る
。
 

 
 
祝
日
は
、
平
成

1
5
年

9
月

か
ら
開

館
し
て
い
る
。
 

 ３
 
夜
間
管
理
等
 

 
 
平
日
（
祝
日
含
む
）
の
午
後

5
時
以
降
及
び
土
・
日
曜
の
午
後

3

時
以
降
は
、
管
理
業
務
嘱
託
員
を
雇
用
し
、
窓
口
業
務
等
に
従
事
さ

せ
て
い
る
。
 

 
 
（
管
理
業
務
嘱
託
員
経
費
・
報
酬
）
 

 
H
1
6
年
度
決
算
 
2
7
,
6
4
8
 
千
円
 

 
H
1
7
年
度
決
算
 
2
7
,
6
3
2
 
千
円
 

 
H
1
8
年
度
予
算
 
2
4
,
5
7
6
 
千
円
 

（
月
額

6
4
,
0
0
0
円
×
3
2
人
×
1
2
ヵ
月
）
 

 

 ア
ス
パ
ル
富
合
管
理
運
営
 

１
 
開
館
時
間
 

 
公
民
館
 
 
 
 
午
前

9
時

～
午
後

1
0
時
 

 
図
書
館
（
平
日
）
午
前

1
0
時

～
午
後

7
時
 

 
図
書
館
（
土
日
）
午
前

1
0
時

～
午
後

5
時
 

 ２
 
休
館
日
 

ア
 
月
曜
日
と
祭
日
 

 
イ
 
1
2
月

2
8
日
～
翌
年

1
月

3
日
 

な
お
、
図
書
館
は
毎
月
第

4
木

曜
日
に
室
内
整
理
日
が
あ
る
 

    ３
 
夜
間
管
理
等
 

午
後

5
時
以
降

は
管
理
人
が
管
理
し
て
い
る
 

 （
管
理
人
経
費
・
報
酬
）
 

 
H
1
6
年
度
決
算
 
1
,
2
0
0
千
円
 

 
H
1
7
年
度
決
算
 
1
.
2
0
0
千
円
 

 
H
1
8
年
度
予
算
 
1
,
2
0
0
千
円
 

 
（
月
額

5
0
,
0
0
0
円
×
2
人
×
1
2
ヵ
月
）
 

 

次
頁
へ
続
く

 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

施
設

料
金

を
基

に

統
一
し
、
合
併
特
例
区
の
管
理
施
設
と
し

て
継
続
す
る
。
た
だ
し
、
富
合
地
域
の
住

民
に

つ
い

て
は

合
併

特
例

区
の

間
は

減

免
・
免
除
の
取
扱
い
と
す
る
。
そ
の
後
は

熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
８

 
公

民
館

の
運

営
状

況
 

②
 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ４
 
公
民
館
ホ
ー
ル
管
理
運
営
 

  
可
動
席
 
２
０
０
席
程
度
 

  
ピ
ア
ノ
は
部
屋
使
用
料
に
含
ま
れ
て
い
る
。
 

 ４
 
公
民
館
ホ
ー
ル
管
理
運
営
 

 
 
 町

唯
一

の
公

民
館

ホ
ー

ル
と

し
て

文
化

ホ
ー

ル
的

な
運

営
を

行

っ
て
い
る
。
 
固
定
席
数
 
４
０
６
席
 

 
 
 ホ
ー
ル
業
務
は
委
託
業
者
が
行
っ
て
い
る
。
 

 

 
 
ピ
ア
ノ
使
用
料
を
部
屋
使
用
料
と
別
に
徴
収
し
て
い
る
。
 

 
 
民
間
企
業
と
の
提
携
で
ピ
ア
ノ
を
借
用
し
、
音
楽
関
係
の
催
事
を

中
心
に
共
催
で
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
 

  
（
民
間
企
業
と
の
共
催
で
文
化
事
業
を
実
施
）
 

 
 
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト
 
 
 
 
 
年
６
回
 

 
 
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
 
 
年
２
回
 

  
管
理
運
営
費
 

 
 
平
成

1
6
年

度
決
算
 
7
,
0
0
0
千
円
 

 
 
平
成

1
7
年

度
決
算
 
6
,
0
0
0
千
円
 

 
 
平
成

1
8
年

度
予
算
 
5
,
0
0
0
千
円
 

 公
民

館
ホ

ー
ル

と
し

て
現

状
の

ま
ま

継
続

し
、

そ
の

後
、

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。

 

（
５

年
後

、
文

化
ホ

ー
ル

と
し

て
条

例
制

定

し
、

管
理

運
営

は
公

民
館

が
行

う
。

）
 

  借
用

の
ピ

ア
ノ

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

買
取

と
す

る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
９

 
公

民
館

使
用

料
 

調
整

方
針

 

合
併

特
例

区
の

管
理

施
設

と
し

て
継

続
す

る
 

合
併

時
に

熊
本

市
の

施
設

料
金

を
基

に
統

一
し

、
富

合
地

域
の

住
民

に
つ

い
て

は
合

併
特

例
区

の
間

は
減

免
・
免

除
の

取
扱

い
と

す
る

 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 熊
本
市
公
民
館
条
例
第

5
条
（

別
表

）
に
基
づ
く
。
 

１
 
公
民
館
使
用
料
 ①
 
 
 
 
 
②
 
 
 
 
 
③
 

大
会
議
室
 
 
 
1
,
3
0
0
円
 
 
1
,
5
0
0
円
 
 
1
,
5
0
0
円
 

中
会
議
室
 
 
 
 
 
9
0
0
円
 
 
1
,
0
0
0
円
 
 
1
,
0
0
0
円
 

小
会
議
室
 
 
 
 
 
4
0
0
円
 
 
 
 
5
0
0
円
 
 
 
 
5
0
0
円
 

料
理
実
習
室
 
 
1
,
5
0
0
円
 
 
1
,
7
0
0
円
 
 
1
,
7
0
0
円
 

ホ
ー
ル
 
 
 
 
2
,
0
0
0
円
 
 
2
,
5
0
0
円
 
 
2
,
5
0
0
円
 

※
①
9
:
0
0
～
1
2
:
0
0
 
②
1
3
:
0
0
～
1
7
:
0
0
 
③
1
8
:
0
0
～
2
2
:
0
0
 

２
 
冷
暖
房
使
用
料
 ①
 
 
 
 
 
②
 
 
 
 
 
③
 

大
会
議
室
 
 
 
 
 
2
0
0
円
 
 
 
2
0
0
円
 
 
 
 
2
0
0
円
 

中
会
議
室
 
 
 
 
1
5
0
円
 
 
 
1
5
0
円
 
 
 
 
1
5
0
円
 

小
会
議
室
 
 
 
 
1
0
0
円
 
 
 
1
0
0
円
 
 
 
 
1
0
0
円
 

料
理
実
習
室
 
 
 
 
1
5
0
円
 
 
 
1
5
0
円
 
 
 
 
1
5
0
円
 

ホ
ー
ル
 
 
 
 
 
7
0
0
円
 
 
 
7
0
0
円
 
 
 
 
7
0
0
円
 

歳
入
 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
3
8
,
5
4
4
千
円
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
3
9
,
2
9
4
千
円
 

 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
3
7
,
1
7
0
千
円
 

  富
合
町
公
民
館
 

ホ
ー
ル
 
 

平
日
 

 
午
前

4
,
5
0
0
円

 
午
後

6
,
0
0
0
円
 
夜
間

8
,
0
0
0
円
 

土
日
 

 
午
前

6
,
0
0
0
円

 
午
後

8
,
0
0
0
円
 
夜
間

1
0
,
0
0
0
円
 

冷
暖
房
 
 
 
1
時
間

3
,
0
0
0
円
 

附
帯
設
備
 
使
用
に
応
じ
て
 

 各
部
屋
研
修
室
２
 
 
 
 
 
 
 
1
時

間
2
0
0
円
 

 
 
 
そ
の
他
の
部
屋
 
 
 
 
 
1
時

間
3
0
0
円
 

 
 
 
和
室
（
雁
回
館
内
）
 
 
 
1
時

間
3
0
0
円
 

 
 
 
料
理
実
習
室
（
雁
回
館
内
）
1
時

間
5
0
0
円
 

 ※
ホ
ー
ル
以
外
の
施
設
の
冷
暖
房
費
は
使
用
料
に
含
む
。
 

  歳
入
 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
1
,
8
6
5
千
円
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
2
,
7
6
5
千
円
 

 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
 
2
,
0
6
4
千
円
 

  公
民
館
研
修
室
の
使
用
料
は
、
合
併
時
に

熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

 ホ
ー
ル
を
公
民
館
が
使
用
す
る
場
合
は
、

熊
本

市
公

民
館

ホ
ー

ル
使

用
料

に
合

わ

せ
て
減
免
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
０

 
公

民
館

学
級

 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

継
続

す
る

 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

  
公
民

館
学

習
活
動
に

は
、

公
民
館
が

主
催

す
る
主
催

講
座

と
、
市

民
が
自
主
運
営
す
る
自
主
講
座
が
あ
る
。
 

 
主
催
講
座
は
、
講
座
数

1
,
4
9
9
、
在
籍

者
数
（
参
加
者
数
）
6
1
,
4
5
3

人
で
あ
り
、
自
主
講
座
は
、
講
座
数

8
8
0
、
在
籍

者
数
（
参
加
者
数
）

1
8
,
4
2
2
人
で
あ
る
。
 

 
ま
た
、
自
主
講
座
は
入
講
時
に
自
治
会
費
（
3
0
0
円
～
1
,
0
0
0
円
）

を
徴
収

し
て

い
る
が
、

講
座

に
係
る
講

師
謝

礼
金
や
館

使
用

料
等
の

経
費
は
、
各
講
座
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
額
を
徴
収
し
て
い
る
。
 

  ＜
全
公
民
館
（
1
6
館
）
の
主
催
事
業
等
開
催
経
費
＞
 

H
1
6
年
度
決
算
額
 
5
4
,
2
4
6
千
円
 

H
1
7
年
度
決
算
額
 
5
4
,
8
4
2
千
円
 

 
H
1
8
年
度
予
算
額
 
5
4
,
1
0
5
千
円
 

  

 

公
民
館

学
習

活
動
に
は

、
公

民
館
が

主
催
す

る
さ
わ
や

か
学

級
が

あ
る
。
 

 
さ
わ

や
か

学
級
は
、

趣
味

を
生
か
し

、
仲

間
づ
く
り

、
生

き
が
い

づ
く
り

の
一

環
と
し
て

、
昼

間
活
動
で

き
る

人
を
対
象

に
現

在
３
６

０
人
が

参
加

さ
れ
、
年

８
回

の
学
習
会

（
講

和
・
社
会

見
学

な
ど
）

と
１
６
の
ク
ラ
ブ
の
中
か
ら
希
望
の
ク

ラ
ブ
で
活
動
さ
れ
て
い
る
。
 

 
年
間
入
級
料

1
,
0
0
0
円
、
１
ク
ラ
ブ
に
つ
き

1
,
0
0
0
円
の
負
担
と

な
っ
て
お
り
、
ク
ラ
ブ
で
そ
れ
ぞ
れ
必

要
額
を
徴
収
し
て
い
る
。
 

 
 

   
H
1
6
年
度
決
算
額
 
1
,
7
5
3
千
円
 

 
H
1
7
年
度
決
算
額
 
1
,
1
5
5
千
円
 

 
H
1
8
年
度
予
算
額
 
1
,
1
0
3
千
円
 

  

 合
併

特
例

区
の

事
業

と
し

て
継

続
す

る
。
そ
の
後
は
熊
本
市
の
例
に
よ
り
統

合
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
１

 
成

人
式

 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

継
続

す
る

 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

制
度

に
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 熊
本
市
で
は
、
成
人
の
日
に
総
合
体
育
館
青
年
会
館
で
行
っ
て
い
る
。

 
主
催
は
熊
本
市
で
、
平
成
１
９
年
の
成
人
式
に
は
、
7
,
9
2
8
名
中
、

4
,
5
0
0
名
が
出
席
し
、
来
賓
に
は
、
市
議
会
議
員
、
教
育
委
員
、
社
会

教
育
委
員
、
関
係
団
体
の
長
等
約
１
３
名
。
 

 
 

 
本
市
の
特
色
と
し
て
、
太
鼓
演
奏
、
記
念
感
想
文
朗
読
、
ハ
ン
ド
ベ

ル
演
奏
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 

 

平
成
１
６
年
度
決
算
 
 
５
,
７
２
５
千
円
 

平
成
１
７
年
度
決
算
 
 
３
,
４
９
８
千
円
 

 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
 
４
,
５
０
０
千
円
 

 

 富
合
町
で
は
、
成
人
の
日
に
ア
ス
パ
ル
富
合
（
公
民
館
）
で
行
っ
て
い

る
。
 

 
主
催
は
富
合
町
で
、
平
成
１
９
年
の
成

人
式
に
は
、
富
合
中
学
卒
業

生
の
９
３
％
に
あ
た
る
８
０
名
が
出
席
し
、
来
賓
に
は
、
町
議
会
議
員
、

中
学
校
の
恩
師
、
区
長
、
教
育
委
員
、
社

会
教
育
委
員
、
各
種
団
体
の

長
等
約
６
０
名
。
 

 
毎
年
１
２
月
上
旬
成
人
式
代
表
者
打
合
せ
会
を
行
い
、
役
割
等
を
決

定
。
本
町
の
特
色
と
し
て
、
新
成
人
者
に
よ
る
主
張
・
意
見
発
表
を
４

名
行
っ
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
式
終
了
後
、
茶
話
会
を
中
学
校
時
代
の
恩
師
を
招
き
開
催
し

て
い
る
。
 

 
記
念
品
（
１
，
０
０
０
円
）
程
度
の
も
の
。
 

 
集
合
写
真
は
出
席
成
人
者
に
後
日
送
付
。
 

 

平
成
１
６
年
度
決
算
 
 
２
６
０
千
円
 

平
成
１
７
年
度
決
算
 
 
２
３
０
千
円
 

 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
 
２
３
０
千
円
 

 合
併

特
例

区
に

よ
る

成
人

式
と

し
て

継

続
す
る
が
、
そ
の
後
は
熊
本
市
の
例
に
よ

り
に
統
合
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
２

 
図

書
館

の
施

設
管

理
運

営
 

①
 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
管

理
施

設
と

し
て

継
続
す
る
 

そ
の

後
は
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 【
施
設
の
概
要
】
 

○
名
 
 
称
 
熊
本
市
立
図
書
館
 

○
設
置
根
拠
 
熊
本
市
図
書
館
設
置
条
例
、
同
施
行
規
則
 

○
開
館
年
月
 
昭
和
５
７
年
１
１
月
 

○
延
面
積
 
４
０
９
０
㎡
（
地
上
２
階
 
地
下

1
階
）
 

○
駐
車
場

1
2
0
台
（
共
用
部
分
を
含
む
）
 

○
施
設
内
容
 
一
般
閲
覧
室
 
児
童
閲
覧
室
 

郷
土
･
参
考
資
料
室
 
身
障
者
福
祉
室
 
お
は
な
し
コ
 

ー
ナ
ー
 
視
聴
覚
室
 
リ
ス
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
 
新
聞
･
 

雑
誌
コ
ー
ナ
ー
 
集
会
室
 
ホ
ー
ル
 
事
務
室
 
閉
 

架
書
庫
 
等
 

 

○
蔵
書
冊
数
（
移
動
図
書
館
を
含
む
）
 

開
架
 
2
2
万

8
千
冊
 

閉
架
 
2
4
万

6
千
冊
 

合
計
 
4
7
万

4
千
冊
 

 

○
収
集
冊
数
（
移
動
図
書
館
を
含
む
）
 

Ｈ
1
6
年
度
 
2
万

7
千
冊
 

 
 
Ｈ
1
7
年
度
 
2
万

8
千
冊

 

 【
施
設
の
概
要
】
 

○
名
 
 
称
 
 
富
合
町
立
図
書
館
 

○
設
置
根
拠
 
 
 

○
開
館
年
月
 
 
平
成

1
5
年

7
月
 

○
図
書
館
施
設
面
積
 
 
 
 
6
2
5
㎡

 

○
事
務
室
（
公
民
館
と
共
用
）
1
3
7
㎡
 

○
駐
車
場
（
文
化
セ
ン
タ
ー
と
共
用
）
1
6
4
台
 

○
施
設
内
容
 
事
務
室
、
閉
架
書
庫
室
 

 
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー
、
児
童
書
コ
ー
ナ
ー
 

 
一
般
書
、
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
 
等
 

○
蔵
書
冊
数
 

 
 
 
 
 
 
開
架
 
 
 
3
万

5
千
冊
 

 
 
 
 
 
 
閉
架
 
 
 
 
 
2
千

冊
 

 
 
 
 
 
 
 
計
 
 
 
3
万

7
千
冊
 

 ○
蔵
書
計
画
 

 
 
Ｈ
1
4
年
度
 
 
 
 
 
1
5
,
0
0
0
冊
 

Ｈ
1
5
年
度
 
 
 
 
 
1
0
,
0
0
0
冊
 

Ｈ
1
6
年
度
 
 
 
 
 
 
4
,
0
0
0
冊
 

Ｈ
1
7
年
度
 
 
 
 
 
 
4
,
0
0
0
冊
 

※
1
8
年
以
降
も

4
,
0
0
0
冊
を
予
定
 

 

次
頁

へ
続

く

 合
併
特
例
区
の
「
富
合
町
立
図
書
館
」
と

し
て
継
続
す
る
。
そ
の
後
は
「
富
合
公
民

館
図
書
室
」
と
す
る
。
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協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
２

 
図

書
館

の
施

設
管

理
運

営
 

②
 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

○
職
員
数
 

 
 
館
長
１
 
副
館
長
１
 
教
育
審
議
員
２
 

 
 
主
幹
２
 
主
査
４
 
参
事
５
 
主
任
３
 

 
事
務
職
員
１
１
 
小
計
２
９
名
（
う
ち
司
書

1
３
名
）
 
嘱
託
１

４
名
（
う
ち
司
書
１
０
名
）
 

合
計
４
３
名
 

○
勤
務
体
制
 

 
・
平
日
 
職
員
 
8
：
3
0
～
1
9
：
1
5
の
中
で
交
代
・
時
差
勤
務
を
し

て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
嘱
託
 
8：

3
0
～
1
9：

0
0
の
中
で
交

代
勤
務
（
６
時
間
等
）

を
し
て
い
る
。
 

・
土
・
日
･
休
日
 

 
 
 
 
 
職
員
 
8
：
3
0
～
1
7
：
1
5
 

 
 
 
 
 
嘱
託
 
8：

3
0
～
1
7：

0
0
の
中
で
交

代
勤
務
（
６
時
間
等
）

を
し
て
い
る
。
 

○
開
館
・
閉
館
・
休
館
 

・
平
日
（
1
0
月
～
5
月
）
 

 
 
 
 
開
館
 
9
：
3
0
 
閉
館
 
1
8
：
0
0
 

・
平
日
（
6
月
～
9
月
）
 

 
 
 
 
開
館
 
9
：
3
0
 
閉
館
 
1
9
：
0
0
 

・
土
・
日
･
休
日
 

 
 
 
 
開
館
 
9
：
3
0
 
閉
館
 
1
7
：
0
0
 

・
休
館
日
 
月
曜
日
 

１
２
月
２
９
日
か
ら
翌
年
１
月
４
日
ま
で
 

特
別
整
理
日
（
毎
年
１
４
日
以
内
）

 

○
職
員
数
 

図
書
館
長
 
 
教
育
長
兼
務
 

町
職
員
 
 
1
名
 

司
書
 
 
 
2
名
（
1
日

8
時
間
勤

務
）
 

  

○
勤
務
体
制
 
 

 
・
平
日
 
 
 
A
 
8
:
3
0
～
1
7
:
1
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
1
0
:
3
0
～
1
9
:
1
5
 

※
平
日
勤
務
の
Ｂ
と
土
・
日
勤
務
が
あ
る
た
め
社
会
教
育
係
の

4
名
を

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
で

カ
ウ

ン
タ

ー
業

務
に

時
間

帯
を

設
定

し
勤

務

し
て
い
る
。
 

   ○
開
館
・
閉
館
・
休
館
 

・
平
日
 

 
 
 
開
館
 
 
1
0
:
0
0
 
 
 
閉
館
 
 
1
9
:
0
0
 

・
土
・
日
 
 
 
 

開
館
 
 
1
0
:
0
0
 
 
 
閉
館
 
 
1
7
:
0
0
 

・
休
館
日
 
 
 

毎
週
 
 
月
曜
日
、
 

祝
祭
日
､
年
末
･
年
始
 

第
４
木
曜
日
（
図
書
整
理
）
 

 

 職
員
数
、
組
織
及
び
勤
務
体
制
や
利
用
時

間
及
び
休
館
は
、
現
行
の
ま
ま
と
し
、
そ

の
後
は
「
富
合
公
民
館
図
書
室
」
す
る
時

点
で

既
存

の
公

民
館

図
書

室
と

同
様

と

す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
３

 
図

書
の

管
理

等
 

①
 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て

管
理

す
る

が
、

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

シ
ス

テ
ム

及
び

複
写

サ
ー

ビ
ス

の
使

用
料

は
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 【
図
書
管
理
等
】
 

○
選
書
 

 

・
毎
週
、
選
書
委
員
会
を
開
き
Ｔ
Ｒ

Ｃ
の
週
間
新
刊
全
点
案
内
を
も

と
に
選
書
 

・
市
立

図
書
館

は
中
心

館
と
し

て
､
一

般
的
な

資
料
の
他

、
参
考

資

料
、
行
政
資
料
､郷

土
資
料
、
外
国
語
資
料
､
視
聴
覚
資
料
な
ど
図

書
館
資
料
の
収
集
に
努
め
て
い
る
。
 

 
・
リ
ク
エ
ス
ト
に
は
な
る
べ
く
応
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
 

 ○
図
書
整
理
 

・
図
書
、
雑
誌
、
視
聴
覚
資
料
は
、
一
般
・
児
童
に
区
分
し
て
受
け

入
れ
て
い
る
 

 
・
毀
損
図
書
は
、
そ
の
都
度
除
籍
手
続
き
を
と
り
補
充
が
必
要
な
も

の
は
購
入
す
る
。
 

 ○
図
書
館
電
算
シ
ス
テ
ム
 

シ
ス
テ
ム
の
賃
借
 
富
士
通
㈱
プ
ラ
イ
ム
パ
ワ
ー
4
0
0
電
子
計
算
組

織
と
そ
れ
に
付
属
す
る
端
末
機
器
 

 
契
約
金
額
及
び
期
間
 

契
約
先
 
（
株
）
富
士
通
ビ
ジ
ネ

ス
シ
ス
テ
ム
熊
本
支
店
 

契
約
金
額
 
1
3
8
,
6
0
0
千
円
 

期
間
 
H
1
4
.
6
月
～
H
1
9
.
5
月
ま
で

 

  

 【
図
書
管
理
等
】
 

○
選
書
 

・
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
週
刊
新
刊
案
内
を
も
と
に
選
書
 

 
・
基
本
図
書
に
つ
い
て
は
蔵
書
状
況
に
よ
り
補
充
 

・
児
童
書
に
つ
い
て
は
良
書
を
所
蔵
す
る
。
 

・
利
用
者
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
は
な
る
べ
く
応
え
る
よ
う
努
力
し

て
い
る
。
 

  ○
図
書
整
理
 

・
図
書
、
雑
誌
、
視
聴
覚
資
料
は
、
一
般
・
児
童
に
区
分
し
て
受
け

入
れ
て
い
る
 

・
毀
損
図
書
は
、
そ
の
都
度
除
籍
手
続
き
を
と
り
補
充
が
必
要
な
も

の
は
購
入
す
る
。
 

 

○
図
書
館
電
算
シ
ス
テ
ム
 

 
平
成

1
4
年
度

ハ
イ
パ
ー
ネ
ッ
ト
基
盤
整
備
事
業
に
よ
り
導
入
 

  
契
約
金
額
及
び
期
間
 

 
 
契
約
先
 
日
本
事
務
機
（
株
）
 

  
 
期
間
 

H
18
.
4
月
～
H
1
9
.
3
月
ま
で

 

  

次
頁

へ
続

く
 

 合
併

特
例

区
の

管
理

施
設

と
し

て
継

続

す
る
。
 

合
併

時
に

熊
本

市
の

図
書

館
電

算
シ

ス

テ
ム
を
導
入
し
統
合
す
る
。
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協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
３

 
図

書
の

管
理

等
 

②
 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
図
書
管
理
 

 
・
年
間
受
入
分
に
つ
い
て
は
年
度
末
に
受
入
、
分
類
区
分
で
統
計
を

出
し
蔵
書
数
を
出
す
。
 

・
蔵

書
点

検
は

、
毎

年
１

回
、

開
架

･
閉

架
の

全
資

料
を

対
象

に
実

施
 

 
 
 
実
施
時
期
 
原
則
２
月
 

 
 
 
実
施
期
間
 
１
４
日
以
内
 

 
・

開
架

･
閉
架
と

も
配

架
ス

ペ
ー

ス
に

余
裕

が
な

く
､
今

後
､
更
に

蔵
書

数
を

増
や
す

に
は

基
準

に
基

づ
く

除
籍

の
徹

底
と

書
架

･
書

庫
の
ス
ペ
ー
ス
増
を
図
る
必
要
が

あ
る
。
 
 
 

○
平
成
１
８
年
度
資
料
購
入
計
画
 

 
（
資
料
費
･
移
動
図
書
館
を
含
む
）
 

 
・
図
書
購
入
費
 
 
 
４
６
，
０
０
０
千
円
 

・
雑
誌
･
新
聞
等
 
 
 
８
，
５
５
３
千
円
 

・
視
聴
覚
資
料
 
 
 
２
，
９
４
７
千
円
 

 
合
 
計
 
 
 
 
 
５
７
,
 
５
０
０
千
円
 

○
資
料
貸
出
 

・
個
人
貸
出
 
６
冊
２
週
間
 

・
団
体
貸
出
 
地
域
団
体
、
社
会
教
育
団
体
 

 
 
 
 
 
 
等
 
 
３
０
０
冊
２
ヶ
月
 

・
郵
送
貸
出
、
移
動
図
書
館
巡
回
貸
出
 

・
Ａ
Ｖ
資
料
の
貸
出
 
な
し

 

   

書
 ○
図
書
管
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
間
受
入
分
に
つ
い
て
は
年
度
末
に
受
入
、
分
類
区
分
で
統
計
を

出
し
蔵
書
数
を
出
す
。
 

 
・
蔵
書
点
検
は
年

1
回
年
度

末
に
期
間
を
定
め
利
用
者
の
便
宜
を
図

る
た

め
な

る
べ

く
短

期
間

で
終

了
す

る
よ

う
事

前
の

体
制

作
り

な

ど
徹
底
し
て
研
修
す
る
。
 

 
・
開
架
、
閉
架
と
も
ま
だ
余
裕
が
あ
る
の
で
年
間
計
画
を
も
と
に
蔵

書
数
を
増
や
し
て
い
き
、
常
時
５
万

冊
程
度
を
管
理
し
て
い
き
た

い
。
 

 ○
平
成
１
８
年
度
資
料
購
入
計
画
（
資
料
費
）
 

 
・

図
書
購
入
費
 
 
 
 
 
４
,
０
０
０
千
円
 

 
・
雑
誌
、
新
聞
 
 
 
 
 
 
５
８
７
千
円
 

 
・
視
聴
覚
資
料
 
 
 
 
 
 
 
 
６
０
０
千
円
 
 

・
そ
の
他
、
資
料
 
 
 
 
 
５
５
７
千
円
 

合
 
計
 
 
 
 
 
 
 
５
,
７
４
４
千
円
 

○
資
料
貸
出
 

・
一
般
貸
出
 
５
冊
２
週
間
 

・
団
体
貸
出
 
小
中
学
校
・
老
人
ホ
ー
ム
・
憩
い
の
家
等
 

 
 
 
 
 
 
 
１
０
０
冊
１
ヶ
月
 

・
移
動
図
書
は
な
し
 

 
・
Ａ
Ｖ
資
料
の
貸
出
 
あ
り
 

  

次
頁

へ
続

く

 図
書
の
個
人
、
団
体
貸
出
の
冊
数
、
期
間

等
に
つ
い
て
は
、
熊
本
市
に
統
合
す
る
。
 

 
 

                  Ａ
Ｖ
資
料
の
貸
出
に
つ
い
て
 

Ａ
Ｖ
資
料
の
貸
出
は
、
合
併
か
ら
５
年
間

は
現
行
の
ま
ま
と
し
、
富
合
町
地
域
の
住

民
の
み
の
貸
し
出
し
と
す
る
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協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
３

 
図

書
の

管
理

等
 

③
 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
複
写
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
１
枚
 
１
０
円
 

 ○
複
写
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
１
枚
 
２
０
円
 

 複
写

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
熊

本
市

の

例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

「
富
合
町
立
図
書
館
」
は
合
併
時
か
ら
５

年
間

は
現

行
ど

お
り

と
し

、
そ

の
後

は

「
公
民
館
図
書
室
」
と
な
る
た
め
廃
止
す

る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
４

 
図

書
館

の
サ

ー
ビ

ス
 

①
 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
 

図
書

館
利

用
者

が
図

書
館

の
Ｈ

Ｐ
の

蔵
書

検
索

機
能

で
資

料
の

所

蔵
情
報
を
確
認
し
､
自
宅
等
か
ら
貸
出
を
予
約
で
き
る
。
 

・
全

予
約

件
数

１
４

６
，

８
８

０
件

う
ち

､
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

予
約

６
７
,
３
１
６
件
（
平
成
１
７
年
度
実
績
）
 

 

○
移
動
図
書
館
 

 
読
書
普
及
及
び
利
用
促
進
を
図
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
図
書
館
車
に

よ
り
、
大
規
模
団
地
を
中
心
に
巡
回
個
人
貸
出
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
 
２
８
 

・
巡
回
数
 
１
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
月
１
回
 

・
巡
回
日
数
 
 
 
 
１
６
７
日
 

・
登
録
者
 
 
 
２
,
２
０
３
人
 

・
貸
出
冊
数
 
２
９
,
６
６
５
冊
（
平
成
１
７
年
度
実
績
）
 

 

○
郵
送
貸
出
 

身
体

に
障

害
等

が
あ

る
た

め
に

図
書

館
へ

の
来

館
が

困
難

な
方

を

対
象
と
し
て
、
無
料
の
郵
送
貸
出
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
貸
出
冊
数
 
１
回
に
８
冊
（
巻
）
ま
で
 

・
貸
出
期
間
 
 
 
３
０
日
以
内
 

・
登
録
者
 
 
１
３
３
人
 

・
貸
出
冊
数
 
９
９
７
冊
（
平
成
１
７
年
度
実
績
）
 

 

 ○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
 

 
図

書
館

利
用

者
が

図
書

館
の

Ｈ
Ｐ

の
蔵

書
検

索
機

能
で

資
料

の
所

蔵
情
報
を
、
自
宅
等
か
ら
検
索
で
き
る
。
 

                     

次
頁
へ
続
く

 

 

合
併
時
、
た
だ
ち
に
熊
本
市
の
サ
ー
ビ

ス
を
適
用
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
４

 
図

書
館

の
サ

ー
ビ

ス
 

②
 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
搬
送
サ
ー
ビ
ス
 

市
立
図
書
館
と
公
民
館
図
書
室
１
５
室
と
の
連
絡
調
整
の
ほ
か
、
図

書
資

料
の

相
互

貸
借

や
返

却
本

の
搬

送
な

ど
図

書
の

流
通

の
た

め
週

２
回
各
室
を
巡
回
し
て
い
る
。
 

・
配

送
（

貸
出

予
約

本
､
返

却
本

の
本

籍
館

へ
の

配
送

）

２
０
０
，
５
３
５
冊
 

・
収
集
（
他
館
貸
出
本
、
予
約
本
の
収
集
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
２

６
，
６
５
７
冊
 
 

・
巡
回
日
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
５
７
日
 

・
１
日
当
た
り
流
通
冊
数
 
１
,
６
６
３
冊
 

（
平
成
１
７
年
度
実
績
）

 ○
図
書
利
用
カ
ー
ド
（
通
称
｢
共
通
利
用

券
｣
）
 

・
開
始
年
月
 
 
平
成

1
4
年

7
月
 

 
・
対
象
 
 
市
立
小
中
学
校
に
在
籍

す
る
全
児
童
生
徒
 

約
６
０
,
０
０
０
人
 

こ
の

カ
ー

ド
１

枚
で

学
校

図
書

館
と

市
立

図
書

館
､
公

民
館

図
書

室
１

５
室
で
貸
出
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

。
 

  

 

合
併
時
、
た
だ
ち
に
熊
本
市
の
サ
ー
ビ

ス
を
適
用
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
５

 
体

育
協

会
 

①
 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
管

理
団

体
と

し
て

継
続

す
る

。
 

そ
の

後
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

・
名
称
 
熊
本
市
体
育
協
会
 

・
任
務
 
熊
本
市
に
お
け
る
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
奨
励
と
振
興
を
図
り
、

も
っ

て
市

民
の

心
身

の
健

全
な

発
達

と
健

康
で

明
る

い
市

民
生

活
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

・
組
織
 
8
0
校
区
体
育
協
会
、
4
6
競
技
団
体
、
熊
本
市
ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ
少
年
団

 
 
※
会
長
１
名
、
副
会
長
４
名
、
理
事
長
１
名
、
副
理
事
長
１
名
、

理
事

1
7
名
、
監

事
２
名
 

 
 
（
任
期
：
２
年
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
）
 

・
 
役
員
選
出
 
会
長
は
理
事
会
が
選
考
し
、
評
議
員
員
会
で
選
出
。

副
会
長
は
、
教
育
長
、
校
区
体
育
体
育
協
会
長
２
名
、
競
技
団
体

1
名
の
計
４
名
と
し
、
理
事
会
が
選
考
し
、
評
議
員
会
で
選
出
す

る
。
 

理
事
は
校
区
体
育
協
会
、
競
技
団
体
、
学
識
経
験
者
等
か
ら
選
出

・
 
会
議
 
評
議
員
会
及
び
理
事
会
 

     ・
市
補
助
金
の
推
移
 

 
 
平
成
１
６
年
度
決
算
 
 
３
１
，
０
５
２
千
円
 

 
 
平
成
１
７
年
度
決
算
 
 
３
２
，
１
３
０
千
円
 

 
 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
 
２
９
，
３
０
０
千
円
 

  

・
名
称
 
富
合
町
体
育
協
会
 

・
任
務
 
町
内
社
会
体
育
の
振
興
及
び
町
民
の
体
力
向
上
 

 
 
 
に
務
め
明
朗
な
る
精
神
を
涵
養
し
、
町
民
の
融
和
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
 

・
組
織
 
2
2
地
区
体
育
係
、
2
0
種
目
団
体
、
区
長
会
長
 

 
 
 
社
会
教
育
委
員
（
代
表

1
名
）
、
町
議
会
議
長
、
教
育
委
員
長
、

公
民
館
長
、
小
中
学
校
長
、
婦
人
会
長
、
小
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
、
小
中
学
校
体
育
担
当
、
体
育
指
導
委
員
（
7
名
）
、
教
育

委
員
会
職
員
(
3
名
)
 

 
※
会
長

1
名

、
副
会
長

3
名

、
常
任
理
事

1
0
名
以
内
 

 
 
理
事

5
0
名

以
内
、
総
務
若
干
名
、
監
事

2
名
 

・
任
期
 
2
年
（
再
任
は
妨
げ
な
い
）
 

・
役
員
選
出
 
会
長
・
副
会
長
は
役
員
総
会
に
お
い
て
選
出
。
常
任
理

事
は
各
地
区
体
育
係
・
各
種
目
団
体
及
び
関
係
団
体
よ
り
役
員

総
会
に
図
り
委
嘱
。
理
事
は
各
地

区
体
育
係
・
各
種
目
団
体
及

び
関
係
団
体
よ
り
選
出
。
 

・
会
議
 
役
員
総
会
・
常
任
理
事
会
と
し
会
長
が
必
要
に
応
じ
て
召
集

す
る
。
 

 ・
町
補
助
金
の
推
移
 

 
 
平
成
１
６
年
度
決
算
 
 
２
，
７
９
２
千
円
 

 
 
平
成
１
７
年
度
決
算
 
 
２
，
６
９
２
千
円
 

 
 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
 
２
，
３
６
１
千
円
 

  

次
頁
へ
続
く

 

合
併
特
例
区
の
事
業
と
し
て
継
続
す
る
。
 

熊
本
市
体
育
協
会
と
の
統
合
を
検
討
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
５

 
体

育
協

会
 

②
 

調
整

方
針

 
  

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

・
体
育
協
会
の
事
務
局
 

 
「
熊
本
市
体
育
協
会
規
約
」
に
よ
り
事
務
局
は
教
育
委
員
会
社
会
体

育
課
に
置
く
と
な
っ
て
い
る
。
 

 ・
事
務
 

 
 
体
育
協
会
の
事
務
は
、
１
名
の
専
属
事
務
局
員
を
雇
用
し
、
事
務

に
あ
た
っ
て
い
る
。
 

 
 
ま
た
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
は
社
会
体
育
課
職
員
が
兼
務
し

て
い
る
。
 

 ・
事
務
の
内
容
 

 
 
校
区
体
育
協
会
（
8
0
校
区
）
と
競

技
ス
ポ
ー
ツ
団
体
（
4
7
団
体
）

を
総
括
す
る
組
織
と
し
て
、
 

 
 
○
予
算
・
決
算
 

○
年
間
事
業
計
画
の
企
画
・
立
案
 

 
 
○
会
議
の
通
知
・
運
営
 

 
 
○
評
議
員
会
・
理
事
会
等
会
議
資
料
作
成
 

 
 
○
出
納
簿
の
管
理
 

 ・
事
業
 

 
 
○
県
民
体
育
祭
派
遣
 

 
 
〇
市
杯
ス
ポ
ー
ツ
大
会
 

 
 
〇
表
彰
 

 
 
〇
熊
本
市
民
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
 

 
 
〇
各
種
会
議
の
会
議
 

・
体
育
協
会
の
事
務
局
 

 
「
富
合
町
体
育
協
会
規
約
」
に
よ
り
事
務
局
は
公
民
館
内
に
置
く
と

な
っ
て
い
る
。
 

 ・
事
務
 

 
体
育
協
会
の
事
務
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
（
公
民
館
内
）

が
社
会
体
育
の
一
環
と
し
て
兼
務
し
て
い
る
。
 

 
 
 

・
事
務
の
内
容
 

 
 
○
 
予
算
・
決
算
 

○
 
年
間
事
業
計
画
の
企
画
・
立
案
 

 
 
○
 
会
議
の
通
知
・
運
営
 

 
 
○
 
総
会
・
理
事
会
の
資
料
作
成
 

 
 
○
 
出
納
簿
の
管
理
 

 
 
 

・
事
業
 

 
 
○
 
各
種
大
会
の
運
営
 

町
民
体
育
祭
・
駅
伝
大
会
・
研
修
会
・
総
会
 

 

・
下
益
城
郡
体
育
協
会
事
業
の
事
務
 

 
 
○
 
郡
民
体
育
祭
 

 
 
○
 
郡
駅
伝
大
会
 

○
 
郡
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会
 

 
 
○
 
熊
日
駅
伝
・
熊
日
女
子
駅
伝
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
６

 
文

化
協

会
 

調
整

方
針

 
合

併
特

例
区

の
管

理
団

体
と

し
て

、
こ

の
期

間
は

現
行

の
と

お
り

継
続

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

 ・
富
合
町
文
化
協
会
 

 
会
長
 
１
名
 
 
副
会
長
 
２
名
 
 
役
員
 
理
事
等
 

 
任
期
 
２
年
 

 
事
業
 
富
合
町
文
化
祭
の
開
催
等
 

 
補
助
金
 
２
７
０
千
円
 

 合
併

特
例

区
の

管
理

団
体

と
し

て
、

こ
の

期
間

は
現

行
の

と
お

り
継

続
す

る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
７

 
運

動
施

設
予

約
・
案

内
シ

ス
テ

ム
 

調
整

方
針

 
合

併
時

、
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

た
だ

し
、

予
約

受
付

開
始

日
を

富
合

地
域

内
の

運
動

施
設

に
限

り
、

５
年

間
の

先
行

予
約

を
認

め
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

  
体

育
施

設
の

利
用

者
の

利
便

性
向

上
と

施
設

の
効

率
的

な
運

営
を

図
る
た
め
、
平
成
１
２
年
度
に
熊
本
市
体
育
施
設
案
内
・
予
約
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
、
平
成
１
６
年
度
シ
ス
テ
ム
改
良
を
行
っ
た
。
 

・
対
象
施
設
 

 
 
公
設
運
動
施
設
 
 
 
 
１
９
施
設
 

 
 
総
合
体
育
館
、
南
部
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
等
事
業
団
の
管
理

施
設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７
施
設
 

公
園
運
動
施
設
 
 
 
 
１
３
施
設
 

 
 
農
林
水
産
運
動
施
設
 
 
 
２
施
設
 

 
 
学
校
体
育
施
設
 
 
 
１
９
７
施
設
 

 ・
利
用
方
法
 

 
事
前
に
登
録
申
請
を
行
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
携
帯
電
話
含
む
）

・
街
頭
端
末
（
市
民
セ
ン
タ
ー
等
２

１
ヶ
所
）
・
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
に
よ
る
利
用
申
込
 

・
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
（
Ｈ
１
８
・
３
現
在
）
 

 
シ
ス
テ
ム
登
録
者
 
６
，
８
６
１
件
 

 
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
利
用
割
合
 
９
４
%
 

 ・
実
績
（
平
成

1
6
年
度
）
 
1
3
3
,
4
2
5
千
円
 

 
 
 
（
平
成

1
7
年
度
）
 
6
9
,
9
1
3
千
円
 

・
予
算
（
平
成

1
8
年
度
）
 
6
9
,
9
1
4
千
円
 

 体
育
施
設
予
約
は
、
町
公
民
館
で
直
接
予
約
（
申
請
）
 

調
整
（
抽
選
）
は
な
し
 

町
内
 
２
ヶ
月
前
に
予
約
開
始
 

町
外
 
１
ヶ
月
前
に
予
約
開
始
 

電
話
予
約
は
不
可
 

 現
在
富
合
町
の
独
自
シ
ス
テ
ム
に
て
予
約
（
空
き
）
状
況
を
表
示
し
て

い
る
。
 

 予
約

シ
ス

テ
ム

を
熊

本
市

の
シ

ス
テ

ム

（
よ
や
く
ま
く
ん
）
に
統
合
す
る
。
予
約

受
付

開
始

日
を

富
合

地
域

内
の

運
動

施

設
に

限
り

優
先

的
に

１
カ

月
早

く
開

始

し
、
そ
の
後
は
熊
本
市
の
予
約
シ
ス
テ
ム

と
同
様
に
受
付
を
行
っ
て
い
く
。

 

 

120



作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
８

 
学

校
施

設
一

般
開

放
管

理
業

務
 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
管

理
人

を
配

置
し

、
小

・
中

学
校

体
育

館
、

中
学

校
運

動
場

及
び

武
道

場
は

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
学
校
施
設
の
開
放
に
つ
い
て
 

体
育
館
、
校
庭
等
を
一
般
開
放
し
て
い
る
。
 

・
開
放
日
 
月
～
土
曜
日
（
祝
日
等
は
除
く
）
 

・
開
放
時
間
 
1
9
：
3
0
～
2
1
：
3
0
 

 
・
開
放
施
設
 
体
育
館

1
1
7
校
 

 
・
運
動
場
 
 
５
９
校
 

 
・
武
道
場
 
 
２
１
校
 

 

使
用
料
 

体
育
館
夜
間
開
放
 
1
4
0
0
円
（
2
H
）
 

運
動
場
夜
間
開
放
 
1
7
0
0
円
（
2
H
）
 

武
道
場
夜
間
開
放
 
1
2
0
0
円
（
2
H
）
 

 管
理
人
数
 

小
学
校
管
理
人
 
8
0
名
 

中
学
校
管
理
人
 
3
7
名
 

※
一
部
を
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
委
託
 

 
Ｈ
１
６
決
算
 
5
6
,
1
4
0
千
円
 

 
Ｈ
１
７
決
算
 
5
5
,
9
1
6
千
円
 

 
Ｈ
１
８
予
算
 
5
5
,
9
5
5
千
円
 

  

 ○
学
校
施
設
の
開
放
に
つ
い
て
 

中
学
校
運
動
場
は
開
放
し
て
い
る
 

開
放
時
間

2
0
：
0
0
～
2
2
：
0
0
 

小
・
中
学
校
体
育
館
は
開
放
し
て
い
な
い
。
 

中
学
校
武
道
場
（
創
心
館
）
は
開
放
し
て
い
な
い
。
 

   使
用
料
 

運
動
場
夜
間
開
放
 
3
2
0
0
円
（
2
H
）
 

 

中
学

校
運

動
場

の
照

明
施

設
は

カ
ー

ド
式

で
照

明
が

付
く

よ
う

に

な
っ
て
い
る
た
め
管
理
人
は
配
置
し
て
い
な
い
。
 

小
・
中
学
校
の
体
育
館
は
学
校
が
校
舎
と
一
緒
に
機
械
警
備
で
管
理

し
て
い
る
。
 

 開
放
時
間
・
料
金
に
つ
い
て
は
合
併
後
、

熊
本
市
の
制
度
に
統
合
す
る
。
 

開
放
に
必
要
な
管
理
人
配
置
を
行
う
。
 

     開
放

施
設

 

 
・
小

・
中

学
校

体
育

館
 

 
・
中

学
校

運
動

場
 

 
・
中

学
校

武
道

場
（
創

心
館

）
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
９

 
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
他

公
共

団
体

 

調
整

方
針

 
合

併
後

、
５

年
間

は
現

状
の

ま
ま

と
し

て
継

続
す

る
 

た
だ

し
、

一
本

化
で

き
る

団
体

に
つ

い
て

は
、

随
時

調
整

を
図

っ
て

い
く
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 

活
動
支
援
を
行
う
関
係
団
体
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

熊
本
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
 

 
会
長

1
名
副

会
長
６
名
委
員
等
 

 
任
期

1
年
 

小
学
校

8
1
中
学

校
3
7
 

熊
本
市
子
ど
も
会
育
成
協
議
会
 

 
会
長

1
名
副

会
長
２
名
理
事
等
 

 
任
期
２
年
 
5
9
校
区
子
ど
も
会
 

熊
本
市
地
域
婦
人
会
連
絡
協
議
会
 

 
会
長

1
名
副

会
長
１
名
 

 
任
期
２
年
 
1
3
校
区
 

熊
本
市
地
域
公
民
館
連
絡
協
議
会
 

 
会
長

1
名
副

会
長
３
名
理
事
等
 

 
任
期
２
年
 

        

 

そ
の
他
の
公
共
団
体
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
富
合
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
 

 
 
 
会
長

1
名
副
会
長

4
名

委
員
等
 

 
 
 
任
期

1
年
 
小
学
校
１
中
学
校
１
 

 
富
合
町
子
ど
も
会
連
絡
協
議
会
 

 
 
 
会
長

1
名
副
会
長
２
名
理
事
等
 

 
 
 
任
期

1
年
 
2
0
地
区
子
ど
も
会

 

 
富
合
町
婦
人
会
連
絡
協
議
会
 

 
 
 
会
長

1
名
副
会
長
２
名
支
部
長
等
 

 
 
 
任
期
２
年
 
1
5
地
区
 

 

 基
本

的
に

は
、

熊
本

市
へ

の
統

合
を

図

る
。
社
会
教
育
団
体
の
運
営
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
今
後
各
団
体
と
の
調
整

を
行
い
、
一
体
化
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

は
合
併
時
に
一
体
化
し
、
一
体
化
で
き
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
５
年
を
限
度
と
し

現
状
の
ま
ま
継
続
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
０

 
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
他

公
共

団
体

へ
の

補
助

金
 

調
整

方
針

 
合

併
後

、
５

年
間

は
現

状
の

ま
ま

と
し

て
継

続
す

る
 

た
だ

し
、

市
の

各
団

体
と

の
統

合
が

成
立

し
た

年
度

で
補

助
金

は
廃

止
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
補
助
金
 

補
助
金
等
交
付
規
則
に
よ
り
、
社
会
教
育
団
体
に
下
記
の
と
お
り
運

営
費
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
。
 

 
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
補
助
金
 
 
 
 
２
,
０
７
０
千
円
 

 
地
域
婦
人
会
連
絡
協
議
会
 
 
 
１
,
５
３
０
千
円
 

 
地
域
公
民
館
連
絡
協
議
会
 
 
 
１
,
０
８
０
千
円
 

 
子
ど
も
会
育
成
協
議
会
 
 
 
 
 
 
８
５
５
千
円
 

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
熊
本
市
地
区
連
絡
協
議
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
６
０
千
円
 

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
熊
本
市
連
絡
会
 

３
１
５
千
円
 

青
年
団
体
連
絡
協
議
会
 
 
 
 
 
３
１
５
千
円
 

 
青
年
団
協
議
会
 
 
 
 
 
 
 
 
２
７
０
千
円
 

幼
稚
園
後
援
会
連
絡
協
議
会
 
 
 
 
９
０
千
円
 

 ○
補
助
金
 

補
助

金
交

付
要

綱
に

よ
り

社
会

教
育

団
体

に
下

記
の

と
お

り
補

助

金
を
交
付
し
て
い
る
。
 

 

 
富
合
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
補
助
金
 
 
 
 
 
７
３
千
円
 

 
富
合
町
子
ど
も
会
連
絡
協
議
会
補
助
金
 
１
４
５
千
円
 

 
富
合
町
婦
人
会
自
主
活
動
費
補
助
金
 
 
２
２
５
千
円
 

 
富
合
町
婦
人
学
級
活
動
補
助
金
 
 
 
 
１
６
３
千
円
 

 
家
庭
教
育
学
級
補
助
金
（
年
額
）
 
 
 
 
３
８
千
円
 

 
町
内
１
地
区
に
て
開
催
（
年
１
２
回
）
 

 
 

 

 基
本

的
に

は
、

熊
本

市
へ

の
統

合
を

図

る
。
社
会
教
育
団
体
の
運
営
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
今
後
各
団
体
と
の
調
整

を
行
い
、
一
体
化
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

は
合
併
時
に
一
体
化
し
て
、
補
助
金
も
一

本
化
し
、
そ
の
年
度
で
補
助
金
は
廃
止
す

る
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作
業

部
会

名
：
教

育
部

会
 

協
議

項
目

 
４

０
 

教
育

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
１

 
少

人
数

学
級

 

調
整

方
針

 
 新

市
の

事
業

と
し

て
継

続
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

  
子

ど
も

た
ち

の
確

か
な

学
力

や
豊

か
な

人
間

性
な

ど
を

育
む

学
校

教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
個
性
に
応
じ
た
き
め

細
や
か
な
指
導
を
行
え
る
よ
う
、
少
人
数
学
級
を
小
学
３
年
生
及
び
４

年
生
に
導
入
す
る
と
と
も
に
、
少
人
数
指
導
を
実
施
す
る
。
 

 【
内
容
】
 

 
・
指
導
方
法
の
共
有
化
や
授
業
力
の
向
上
に
取
り
組
み
、
教
師
の
指

導
力
の
向
上
を
図
る
。
 

・
市
費
負
担
教
職
員
（
常
勤
講
師
）
の
任
用
 

 
・
少
人
数
学
級
実
施
に
伴
う
プ
レ
ハ
ブ
建
設
 

 
・
授
業
力
向
上
支
援
の
た
め
の
嘱
託
員
(
事
務
補
助
)
雇
用
 

 

【
予
算
】
 

H
1
8
年
度
事
業
開
始
 

H
1
8
年
度
予
算
額
 
1
2
6
,
6
2
3
千
円
 

H
1
9
年
度
計
画
額
 
2
6
4
,
1
1
9
千
円
 

 
※
市
費
負
担
教
職
員
人
件
費
・
プ
レ

ハ
ブ
建
設
費
用
・
備
品
代
含
む

 

 
 

 

  

 該
当
な
し
 

 熊
本

市
の

少
人

数
学

級
は

３
年

生
及

び

４
年
生
へ
の
導
入
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合

併
の
翌
年
度
か
ら
教
職
員
を
配
置
し
、
熊

本
市
の
制
度
を
適
用
す
る
。
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協議第４２号 
 
   その他の事業の取扱いについて（その２） 
 
 その他の事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 3 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
その他の事業の取扱いについて 

 
 
１ その他の事業の取扱いのうち下記の熊本市のみの事業については、

富合町が町内自治会制度に移行後、熊本市の例により統合する。 
・ 町内自治会活動支援事業 
・ 地域コミュニティセンター運営・建設事業 

 
２ 行政広報施設補助金については、富合町が町内自治会制度に移行す

るまでは、現行を継続するものとする。ただし、町内自治会制度移行

後のマイク放送施設への補助については、新市において検討する。 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

42

1 防犯協会 市民生活部会 第４回 第５回 ○承認

2 防犯灯設置補助金 市民生活部会 第４回 第５回 ○承認

3 町内自治会活動支援事業 市民生活部会 第５回

4 地域コミュニティセンター運営・建設事業 市民生活部会 第５回 熊本市のみ

5 行政広報施設補助金 市民生活部会 第５回

その他

承認／継続

（その他）
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作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
４

２
 
そ
の

他
の

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

町
内
自
治
会
活

動
支
援

事
業

 

調
整

方
針

 
富

合
町

が
町

内
自

治
会

制
度

に
移

行
後
、
熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
．
町
内
自
治
振
興
補
助
 

 
内
容
 
町
内
自
治
会
の
育
成
、
支
援
 

 
根
拠
 
町
内
自
治
振
興
補
助
金
交
付
規
則
に
よ
る
。
 

 
金
額
 
世
帯
割
 
年
額

6
0
,
0
0
0
円
～
7
5
,
0
0
0
円
 

  
 
 
平
成

1
6
年
度
決
算
 
 
4
7
,
0
7
5
千
円
（
7
2
6
団
体
）
 
 
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
4
7
,
2
0
0
千
円
（
7
2
7
団
体
）
 
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
4
7
,
2
0
0
千
円
（
7
2
7
団
体
）
 
 

  ２
．
校
区
自
治
協
議
会
の
設
立
推
進
 

 
内
容
 
小
学
校
区
内
の
地
域
団
体
連
携
の
も
と
に
、
地
域
活
動
の
推

進
や
地
域
課
題
へ
対
応
し
、
円
滑
な
校
区
運
営
を
図
る
組
織

の
設
立
を
図
る
 

 
運
営
補
助
 
組
織
運
営
に
対
し
、
事
務
的
補
助
を
行
う
 

 
金
額
 
１
団
体
、
年
額
上
限

2
0
0
,
0
0
0
円
 

  
 
 
平
成

1
6
年
度
実
績
 
 
 
 
 
 
 
0
千
円
 

平
成

1
7
年
度
実

績
 
 
 
 
8
,
4
2
5
千
円
（
5
3
団
体
）
 
 
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
1
4
,
0
0
0
千
円
（
7
0
団
体
）
 
 

 ※
 
制
度
な
し
 

         
 

※
 
制
度
な
し
 

 富
合
町
が
町
内
自
治
会
制
度
に
移
行
後
、

熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
４

２
 
そ
の

他
の

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

４
 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ

ン
タ

ー
運

営
・

建
設

事
業

 

調
整

方
針

 
富

合
町

が
町

内
自

治
会

制
度

に
移

行
後
、
熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
 
内
 
容
 

ま
ち
づ
く
り
や
地
域
保
健
福
祉
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
健
康
増
進
、

生
涯

活
動

な
ど

市
民

主
体

の
地

域
づ

く
り

活
動

を
支

援
す

る
た

め
の

拠
点
施
設
と
し
て
平
成

3
年
度

よ
り
計

画
的
に
整
備
を
行
っ
て
い
る
。

 ２
 
設
置
箇
所
 
 
市
内

8
0
小
学
校
区
中
、
4
8
ヵ
所
に
設
置
（
平
成

1
9
年

4
月
１
日

現
在
）
 

 ３
 
施
設
概
要
 
 
多
目
的
ホ
ー
ル
、
和
室
、
調
理
室
、
多
目
的
ト
イ

レ
（
地
域
に
よ
り
児
童
育
成
ク
ラ
ブ
室
併
設
）
 

 

４
 
設
置
面
積
 
 
概
ね
２
５
０
㎡
～
３
０
０
㎡
以
内
 

 ５
 
工
 
費
 
 
 
概
ね
５
千
８
百
万
円
～
６
千
３
百
万
円
 

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
2
6
9
,
6
3
7
千
円
（
５
ヵ
所
）
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
1
2
9
,
7
7
7
千
円
（
３
ヵ
所
）
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
6
3
,
0
0
0
千
円
（
１
ヵ
所
）
 

※
Ｈ
1
6
・
Ｈ
1
7
年
度
、
そ
れ
ぞ
れ
１

ヵ
所
次
年
度
へ
の
繰
越
あ
り
 

 ４
 
運
 
営
 
 
地
元
で
設
立
さ
れ
た
運
営
協
議
会
 

 

 ※
 
該
当
な
し
 

 富
合
町
が
町
内
自
治
会
制
度
に
移
行
後
、

熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
市

民
生

活
部

会
 

協
議

項
目

 
４

２
 
そ
の

他
の

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

５
 

行
政
広
報
施
設

補
助
金

 

調
整

方
針

 
富

合
町

が
町

内
自

治
会

制
度

に
移

行
す
る
ま
で
は
、
現
行
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
町
内
自

治
会
制

度
移

行
後

の
マ

イ
ク

放
送

施
設

へ
の

補
助

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お
い

て
検

討
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
．
掲
示
板
 

設
置
 
 

町
内
自
治
会
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
市
が
作
製
し
、
各
町
内
自

治
会
に

1
基
ず

つ
設
置
(
現
在

6
7
4
基
設
置
／
7
2
7
町
内
自
治
会
)

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
4
4
2
千
円
（
６
基
）
 
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
 
5
8
2
千
円
（
６
基
）
 
 
 
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
5
4
0
千
円
（
９
基
）
 
 
 
 

  
維
持
補
修
 

 
 
通
常
の
維
持
管
理
は
、
各
町
内
自
治
会
が
行
い
、
通
常
の
状
態
で

使
用
し
た
場
合
の
破
損
劣
等
化
等
に
よ
る
修
理
は
市
が
行
う
。
 

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
1
,
3
0
1
千
円
（
2
8
基
）
 
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
 
8
8
3
千
円
（
2
0
基
）
 
 
 
 
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
8
1
0
千
円
（
2
7
基
）
 
 
 
 
 

  

２
．
マ
イ
ク
放
送
施
設
補
助
 

  
※
制
度
な
し
 

 １
．
掲
示
板
 

各
地
区
で
の
設
置
 

  
 

             ２
．
マ
イ
ク
放
送
施
設
補
助
 

 
修
理
工
事
等
へ
の
補
助
・
・
・
４
割
補
助
 

 
（
事
業
費
が
１
０
万
円
以
上
の
み
）
 

  
 
 
平
成

1
6
年
度
決
算
 
 
 
1
,
3
3
7
千
円
（
５
件
）
 
 

 
 
 
平
成

1
7
年
度
決
算
 
 
 
1
,
0
6
7
千
円
（
３
件
）
 
 

 
 
 
平
成

1
8
年
度
予
算
 
 
 
 
8
0
0
千
円
（
３
件
）
 
 
 
 

 富
合
町
が
町
内
自
治
会
制
度
に
移
行
後
、

熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

 

               富
合

町
が

町
内

自
治

会
制

度
に

移
行

す

る
ま
で
、
現
行
を
継
続
す
る
。

 

た
だ
し
、
町
内
自
治
会
制
度
に
移
行
す
る

期
間
内
に
利
用
状
況
等
を
調
査
し
、
補
助

制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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（今回提案分） 
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協議第７号 
 
   農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 
 
 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 農業委員会等に関する法律第３４条の規定を適用し、平成２３年 

７月までそれぞれの区域で、農業委員会の委員の定数及び任期等は 

従前のまま存続する二つの農業委員会を置く。 

平成２３年７月の熊本市農業委員会の改選時に見直し再編する。 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

7

1 農業委員会の委員の定数及び任期等 経済振興部会 第６回

（農業委員会の委員の定数及び任期）

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

承認／継続
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
７
 

農
業
委

員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任
期
等
の
取
扱
い

 
小
項
目
名

１
 

農
業
委
員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任
期

等
 

調
整
方
針

 
農
業

委
員
会

等
に

関
す

る
法

律
第

３
４
条
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
２
３
年
７
月
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
で

、
農

業
委

員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任
期

等
は

従
前

の
ま

ま
 

存
続

す
る
二

つ
の

農
業

委
員

会
を

置
く
。
 

平
成

２
３
年

７
月

の
熊

本
市

農
業

委
員
会
の
改
選
時
に
見
直
し
再
編
す
る
。

 
 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

  
委
員
 

 
 
 
選
挙
委
員
 
 
 
４
０
名
 

 
 
 
選
任
委
員
 
 
 
 
７
名
 

 
 
（
う
ち
議
会
推
薦
４
名
、
農
協
推
薦
１
名
、
農
業
共
済
推
薦
１
名
、

土
地
改
良
区
推
薦
１
名
）
 
 
 

※
平
成
１
７
年
７
月
２
０
日
改
選
 

 

任
期
 

・
平
成
１
７
年
７
月
２
０
日
～
平
成
２
０
年

７
月
１
９
日
 
 

 
 
３
年
間
 

 

報
酬
 

 
 
会
長
 
 
 
 
 
 
月
額
 
９
０
，
０
０

０
円
 

 
 
会
長
職
務
代
理
者
、
部
会
長
及
び
部
会
長

職
務
代
理
者
 

 
 
月
額
 
５
９
，
０
０

０
円
 

 
 
委
員
 
 
 
 
 
 
月
額
 
５
５
，
０
０

０
円
 

 選
挙
区
･
･
･
９
選
挙
区
 

 定
数
･
･
･
４
０
名
 

 

委
員
 

 
 
 
選
挙
委
員
 
１
６
名
 

 
 
 
選
任
委
員
 
 
６
名
 

 
 
 
(
う
ち
議
会
推
薦
３
名
,
農
協
推
薦
１
名
、
農
業
共
済
推
薦
１
名
、
 

土
地
改
良
区
推
薦
１
名
)
 

※
平
成
１
８
年
１
０
月
１
日
改
選
 

 

任
期
 

・
平
成
１
８
年
１
０
月
１
日
～
平
成
２
１
年
９
月
３
０
日
 

３
年
間
 

 

報
酬
 会
長
 
 
 
 
年
額
 
２
１
３
,
３
０
０
円
 

委
員
 
 
 
 
年
額
 
１
９
５
,
３
０
０
円
 

費
用
弁
償
 
 
１
日
 
 
 
１
,
０
０
０
円
 

  

 
選
挙
区
･
･
･
富
合
町
の
全
域
 

  
定
数
･
･
･
１
６
名
 

 農
業

委
員

会
等

に
関

す
る

法
律

第
３

４
条

の
規

定
を

適
用

し
、

平
成

２
３

年
７

月
ま

で
そ

れ
ぞ

れ

の
区

域
で

、
農

業
委

員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任

期
等

は
従

前
の

ま
ま

存
続

す
る

二
つ

の
農

業
委

員

会
を
置
く
。
 

平
成

２
３

年
７

月
の

熊
本

市
農

業
委

員
会

の
改

選
時
に
見
直
し
再
編
す
る
。
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農
業
委
員

会
の

委
員
の

定
数

及
び
任

期
の

取
扱

い
 

 
（
 
編
入
合
併
の
場
合
）
 

選
挙

委
員

 
区

分
 

選
出

方
法

等
 

定
数

 
任

期
 

選
任

委
員

 
要

件
等

 
(根

拠
法

令
) 

原 則
 

編
入

し
た

市
町

村
の

委
員

は
存

続
。

編
入

さ
れ

た
市

町
村

の
委

員
は

失
職

。
 

編
入

し
た

市
町

村
の

従
前

の
定

数
 

編
入

し
た

市
町

村
の

従

前
の

委
員

の
残

任
期

間
 

編
入

し
た

市
町

村
の

委
員

は

存
続

。
編

入
さ

れ
た

市
町

村

の
委

員
は

失
職

。
 

－
 

農
委

法
第

３
条

第
１

項
 

合
併

後
の

新
市

に
１

つ
の

農

業
委

員
会

を
置

く
場

合
 

在 任
 

特 例
 

存
続

。
た

だ
し

、
右

記
の

定
数

を
超

え
る

と
き

は
、

選
挙

委
員

全
員

で
互

選
。

 

編
入

し
た

市
町

村
の

従
前

の
定

数
＋

協
議

に
よ

り
４

０
を

超
え

な
い

範
囲

で
定

め
た

数
 

編
入

し
た

市
町

村
の

従

前
の

委
員

の
残

任
期

間
 

編
入

し
た

市
町

村
の

委
員

は

存
続

。
編

入
さ

れ
た

市
町

村

の
委

員
は

失
職

。
 

－
 

農
委

法
第

３
条

第
１

項
 

合
併

特
例

法
第

１
１

条

第
１

項
第

２
号

及
び

第

２
項

 

原 則
 

各
委

員
会

ご
と

に
選

挙
 

各
委

員
会

ご
と

に
条

例
で

定
め

る
数

 

３
年

 
新

た
に

選
任

 
新

市
の

区
域

面
積

2
4

0
0

0
h

a
ま

た
は

農

地
面

積
7

0
0

0
h

a
を

超
え

る
こ

と
。

 

農
委

法
第

３
条

第
２

項
 

公
選

法
第

３
３

条
第

３

項
 

従
前

の
区

域
と

異
な

っ
た

区
域

ご
と

に
委

員
会

を
置

く
場

合
 

在 任
 

特 例
 

存
続

。
た

だ
し

、
右

記
の

定
数

を
超

え
る

と
き

は
、

選
挙

委
員

全
員

で
互

選
 

協
議

に
よ

り
各

委
員

会
ご

と
に

８
０

を
超

え
ず

１
０

を
下

ら
な

い
範

囲
で

定
め

た
数

 

合
併

後
１

年
を

超
え

な

い
範

囲
で

協
議

で
定

め

る
期

間
 

新
た

に
選

任
 

新
市

の
区

域
面

積

2
4

0
0

0
h

a
ま

た
は

農

地
面

積
7

0
0

0
h

a
を

超
え

る
こ

と
。

 

農
委

法
第

３
条

第
２

項
 

合
併

特
例

法
第

１
１

条

第
３

項
 

合
併

後
の

新
市

に
２

以
上

の
農

業
委

員
会

を
置

く
場

合
 

従
前

の
区

域
ご

と
に

委
員

会
を

置
く

場
合

 

特 例
 

従
前

の
市

町
村

の
委

員
は

、
そ

れ
ぞ

れ
新

委
員

会
の

委
員

と
な

っ
て

存
続

 

従
前

の
定

数
 

従
前

の
各

委
員

会
の

委

員
の

残
任

期
間

 

従
前

の
市

町
村

の
委

員
は

、

そ
れ

ぞ
れ

新
委

員
会

の
委

員

と
な

っ
て

存
続

。
 

新
市

の
区

域
面

積

2
4

0
0

0
h

a
ま

た
は

農

地
面

積
7

0
0

0
h

a
を

超
え

る
こ

と
。

 

農
委

法
第

３
条

第
２

項
 

農
委

法
第

３
４

条
第

２

項
 

※
 

選
挙

委
員

の
定

数
を

２
１

人
以

上
と

し
た

場
合

は
「

農
地

部
会

」
が

必
置

と
な

り
ま

す
。
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○
農
地
面
積
等
 

（
単
位
：
h
a
）

熊
本
市

富
合
町

市
町
計

備
考

市
町
域
面
積

2
6
,
0
7
8

1
,
9
5
9

2
8
,
0
3
7

国
土
交
通
省
国
土
地
理

院
｢
平
成
1
7
年
全
国
都

道
府
県
市
区
町
村
別
面

積
調
」
に
よ
る

農
地
面
積

6
,
6
1
9

8
3
0

7
,
4
4
9
2
0
0
5
年
農
林
業
セ
ン
サ

ス
経
営
耕
地
総
面
積
よ

り
 

  ○
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
 

 
(設

置
) 

第
三
条
 
市
町
村
に
農
業
委
員
会
を
置
く
。
た
だ
し
、
そ
の
区
域
内
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る

土
地

(以
下
「
農
地
」
と
い
う
。

)の
な
い
市
町
村
に
は
、
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
。

 
２
 
そ
の
区
域
が
著
し
く
大
き
い
市
町
村
又
は
そ
の
区
域
内
の
農
地
面
積
が
著
し
く
大
き
い
市

町
村
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
二
以
上
に

分
け
て
そ
の
各
区
域
に
農
業
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
区
域
を
二
以
上
に
分
け
て
そ
の
各
区
域
に
農
業
委
員
会
を
置
い

た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
農
業
委
員
会
の
区
域
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
４
 
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
農
業
委
員

会
を
廃
止
し
て
、
そ
の
廃
止
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の
区
域
に
つ
き
廃
止
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の

数
を
超
え
な
い
数
の
農
業
委
員
会
を
置
き
、
又
は
そ
の
廃
止
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の
区
域
を
他

の
農
業
委
員
会
の
区
域
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
５
 
そ
の
区
域
内
の
農
地
面
積

(都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

)第
七
条
第
一
項
の

市
街
化
区
域
と
定
め
ら
れ
た
区
域
で
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
つ

た
も
の
の
区
域
内
の
農
地
面
積

(生
産
緑
地
法

(昭
和
四
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号

)第
三
条
第

一
項
の
生
産
緑
地
地
区
の
区
域
内
の
農
地
面
積
を
除
く
。

)を
除
く
。

)が
著
し
く
小
さ
い
市
町

村
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
に
農
業
委
員
会
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 
６
 
市
町
村
長
は
、
第
二
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
各
農
業
委
員
会
の
名
称
及
び
区
域
を
、
第
三
項

又
は
第
四
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
域
に
変
更
が
あ
つ
た
農
業
委
員
会
又
は
新
た
に
設

置
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の
名
称
及
び
区
域
を
、
前
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
農
業
委
員
会
を
置
か

な
い
こ
と
と
し
た
旨
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
 

(境
界
の
変
更
の
場
合
の
特
例

) 
第
三
十
四
条
 
市
町
村
の
廃
置
分
合
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
市
町
村

に
置
か
れ
る
農
業
委
員
会
の
区
域
が
、
従
前
の
市
町
村
に
設
置
さ
れ
た
農
業
委
員
会
の
区
域
を

そ
の
区
域
と
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
農
業
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
農
業
委
員
会

と
な
つ
て
存
続
す
る
も
の
と
し
、
従
前
の
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
は
、
引
き
続
き
そ
の

存
続
す
る
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
市
町
村
の
境
界
変
更
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

を
新
た
に
そ
の
区
域
に
包
含
す
る
こ
と
と
な
つ
た
市
町
村
に
、
そ
の
市
町
村
の
従
前
の
区
域
及

び
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
区
域
に
従
前
置
か
れ
て
い
た
各
農
業
委
員
会
の
区
域
を
区

域
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
農
業
委
員
会
が
置
か
れ
る
と
き
は
、
従
前
の
農
業
委
員
会
は
、
当
該
区
域

を
区
域
と
す
る
農
業
委
員
会
と
な
つ
て
存
続
す
る
も
の
と
し
、
従
前
の
農
業
委
員
会
の
委
員
及

び
職
員
は
、
引
き
続
き
そ
の
存
続
す
る
農
業
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

   
○
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
 

 
(二

以
上
の
農
業
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
市
町
村

) 
第
一
条
の
三
 
法
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
市
町
村
は
、
そ
の
区
域
の
面
積
が
二
万
四
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
市
町
村
又
は
そ
の
区
域
内
の
農
地
面
積
が
七
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え

る
市
町
村
と
す
る
。
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複
数

農
業

委
員
会
設
置
市
町
村

合
併
期
日

合
併

形
態

農
業
委
員
会

設
置
数

合
併

自
治

体
数

備
考

北
海

道

北
見

市
１

８
．

３
．

５
新

設
4

１
市

３
町

北
見
市
　
端
野
町
　
常
呂
町
　
留
辺
蕊
町

◎
合
併
後
に
連
絡
調
整
会
議
を
設
置
し
、
研
究
・
検
討
を
行
い
1
つ
の
農
業
委
員
会
に
統
合
予
定

大
空

町
１

８
．

３
．

３
１

新
設

2
１

町
１

村
女
満
別
町
　
東
藻
琴
村

◎
平
成
２
０
年
１
農
業

委
員

会
へ

統
合
予

定

幕
別

町
１

８
．

２
．

６
編

入
2

１
町

１
村

幕
別
町
　
忠
類
村

◎
平
成
2
0
年
7
月

統
合

予
定

宮
城

県
大

崎
市

１
８

．
３

．
３

１
新

設
2

１
市

６
町

古
川
市
　
岩
出
山
町
　
鳴
子
町
　
松
山
町
　
三
本
木
町
　
田
尻
町
　
鹿
島
台
町

◎
H
1
8
.7
.2
0
「
7
」
→
「
2
」
農

業
員

会
に
統

合
、
H
2
0
「
1
」
農

業
委

員
会

に
統

合
予

定
秋

田
県

大
仙

市
１

７
．

３
．

２
２

新
設

2
１

市
６

町
１

村
大
曲
市
　
中
仙
町
　
仙
北
町
　
太
田
町
　
神
岡
町
　
西
仙
北
町
　
協
和
町
　
南
外
村

群
馬

県

高
崎

市

１
８

．
１

．
２

３
編

入
4

１
市

3
町

高
崎
市
　
倉
渕
村
　
群
馬
町
　
新
町

◎
平
成
2
0
年
7
月

2
0
日

、
1
農

業
委

員
会

に
統

合

１
８

．
１

．
２

３
編

入
5

１
市

1
町

高
崎
市
　
箕
郷
町

◎
平
成
2
0
年
7
月

2
0
日

、
1
農

業
委

員
会

に
統

合

１
８

．
１

０
．

１
編

入
6

１
市

１
町

高
崎
市
　
榛
名
町

◎
平
成
2
0
年
7
月

2
0
日

、
1
農

業
委

員
会

に
統

合

渋
川

市
１

８
．

２
．

２
０

新
設

6
１

市
１

町
４

村
渋
川
市
　
伊
香
保
町
　
小
野
上
村
　
子
持
村
　
赤
城
村
　
北
橘
村

◎
合
併
1
年
後

（
H
1
9
.2
.2
0
）
1
農

業
委

員
会

に
統

合

み
な

か
み

町
１

７
．

１
０

．
１

新
設

3
１

町
２

村
月
夜
野
村
　
水
上
町
　
新
治
村

◎
平
成
1
9
年
4
月

1
日

統
合

神
奈

川
県

横
浜

市
2

※
政
令
指
定
都
市

相
模

原
市

１
８

．
３

．
２

０
編

入
2

１
市

２
町

相
模
原
市
　
津
久
井
町
　
相
模
湖
町

１
９

．
３

．
１

１
編

入
2

１
市

１
町

相
模

原
市

　
藤

野
町

（
津

久
井

町
、
相

模
湖

町
区

域
の
農

業
委

員
会

に
統

合
）

１
９

．
３

．
１

１
編

入
2

１
市

１
町

相
模
原
市
　
城
山
町

○
H
1
9
.3
.1
1
よ
り
「
西

」
「
東
」
農

業
委
員
会
と
す
る

岐
阜

県
関

市
１

７
．

２
．

７
編

入
3

１
市

２
町

３
村

関
市
　
洞
戸
村
　
板
取
村
　
武
芸
川
町
　
武
儀
町
　
上
之
保
村

郡
上

市
１

６
．

３
．

１
新

設
2

３
町

４
村

八
幡
町
　
美
並
村
　
明
宝
村
　
和
良
村
　
大
和
町
　
白
鳥
町
　
高
鷲
村

静
岡

県
浜

松
市

１
７

．
７

．
１

編
入

4
３

市
８

町
１

村
浜
松
市
　
舞
阪
町

雄
踏
町

浜
北

市
細
江
町

引
佐
町

三
ケ
日
町

天
竜
市
　
春
野
町
　
佐
久
間
町
　
水
窪
町
　
龍
山
村

※
政

令
指

定
都
市

新
潟

県
新

潟
市

１
７

．
３

．
２

１
編

入
4

３
市

４
町

５
村

新
潟
市
　
白
根
市
　
小
須
戸
町
　
横
越
町
　
亀
田
町
　
豊
栄
市

岩
室

村
　
西
川
町

味
方
村

潟
東

村
月

潟
村

中
之

口
村

１
７

．
３

．
２

１
編

入
5

２
市

新
潟
市
　
新
津
市

１
７

．
１

０
．

１
０

編
入

6
１

市
１

町
新
潟
市
　
巻
町

※
政
令

指
定
都
市

山
口

県
下

関
市

１
７

．
２

．
１

３
新

設
2

１
市

４
町

下
関
市
　
豊
浦
町
　
菊
川
町
　
豊
田
町
　
豊
北
町

◎
合
併
後

4
年
間

ま
で
に
1
農

業
委
員
会
と
す
る
こ
と
に
努
め
る

萩
市

１
７

．
３

．
６

新
設

2
１

市
２

町
４

村
萩
市
　
川
上
村
　
旭
村
　
田
万
川
町
　
む
つ
み
村
　
須
佐
町
　
福
栄
村

◎
合
併
後

4
年

以
内

に
統

合
福

岡
県

北
九

州
市

2
※
政
令
指
定
都
市

鹿
児

島
県

薩
摩

川
内

市
１

６
．

１
０

．
１

２
新

設
2

１
市

４
町

４
村

川
内
市
　
樋
脇
町
　
入
来
町
　
東
郷
町
　
祁
答
院
町

里
村
　
上
瓶

村
下

瓶
村

鹿
島
村
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協議第２７号 
 
   消防防災の取扱いについて（その２） 
 
 消防防災の取扱いについて承認を求める。 

 

  平成 19 年７月 30 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

消防防災の取扱いについて 

 

  

１ 消防補助金等の取扱いについては、合併時に熊本市の例により統合

する。 

 

２ 防災無線の取扱いについては、合併後、富合町にある現行の無線設

備を継続利用する。 

 

 

 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

27

1 災害備蓄 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 消防補助金等 総務部会 第６回

3 防災無線 総務部会 第６回

消防防災の取扱い

承認／継続

（消防防災）
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作
業

部
会

名
：
総

務
部

会
 

協
議

項
目

 
２

７
 

消
防

防
災

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
 

消
防

補
助

金
等

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

1
.
消
防
防
災
施
設
等
の
補
助
に
つ
い
て
：
行
政
財
産
は
す
べ
て
本
市
が

負
担

、
地

元
財

産
に

つ
い

て
は

、
1
0

万
円

を
限

度
と

し
て

事
業

費
の

9
0
％
を
補
助
。
 

・
機
械
倉
庫
の
修
理
・
火
の
見
や
ぐ
ら
の
撤
去
・
消
火
栓
ボ
ッ
ク
ス
の

補
修
等
 

※
1
の
支
出
内
訳
 

 
Ｈ
1
6
 
 
1
7
6
万
円
 
Ｈ
1
7
 
 
1
7
6
万
円
 
Ｈ
1
8
 
 
1
7
6
万
円
 
 

 2
.
積
載
車
に
つ
い
て
 

①
積
載
車
 
 
全
額
市
費
 

②
車
検
点
検
 
全
額
市
費
 

③
修
理
費
 
 
全
額
市
費
 

④
燃
料
費
 
 
全
額
市
費
 

⑤
格
納
庫
 
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
消
防
セ
ン
タ
ー
を
 

 
 
 
 
 
 
 
1
校
区

1
箇
所
建

設
中
（
全
額
市
費
）
 

1
6
決
算
 
 
1
7
決
算
 
 
1
8
決
算
(
単
位
：
千
円
)
 

積
載
車
 
 
 
 
3
3
,
7
5
0
 
 
3
0
,
3
7
4
 
 
1
3
,
5
6
6
 

車
両
点
検
 
 
 
5
,
5
6
6
 
 
 
6
,
3
4
1
 
 
 
6
,
0
9
4
 

修
理
費
 
 
 
 
 
1
,
8
6
5
 
 
 
1
,
5
9
6
 
 
 
1
,
6
6
5
 

燃
料
費
 
 
 
 
 
1
,
6
6
3
 
 
 
1
,
9
9
1
 
 
 
2
,
1
4
5
 

格
納
庫
 
 
 
 
1
9
,
7
7
9
 
 
1
9
,
2
5
7
 
 
1
9
,
5
3
0
 

（
更
新
）
 

積
載
車
 
1
6
年
度

1
0
台

1
7
年

度
9
台

1
8
年
度

4
台

1
9
年

度
8
台
 

格
納
庫
 
1
6
年
度

2
棟
、
1
7
年

度
１
棟
+
ﾄ
ｲ
ﾚ
増
設

4
箇
所
（
設

計
料

含
ま
ず
。
）
、
1
8
年
度

2
棟
+
1
箇
所
解

体
経
費
 
1
9
年
度

2
棟

 

 

1
.
消
防
防
災
施
設
等
の
補
助
に
つ
い
て
：
消
防
の
用
に
供
す
る
消
防
施

設
及

び
消

防
用

具
の

購
入

又
は

整
備

を
促

進
し

よ
う

と
す

る
行

政
区

に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
。
 

（
補
助
率
）
 

1
級
地
区
(
戸
数

5
0
以
下
)
：
補
助
率

8
0
％
 

2
級
地
区
(
戸
数

5
1
以
上

1
0
0
以

下
)
：
補
助
率

7
0
％
 

3
級
地
区
(
戸
数

1
0
1
以
上

1
5
0
以

下
)
：
補
助
率

6
0
％
 

4
級
地
区
(
戸
数

1
5
1
以
上
)
：
補
助
率

5
0
％
 

 2
.
積
載
車
に
つ
い
て
 

①
積
載
車
 
全
額
 

②
車
検
、
車
両
保
険
等
 
全
額
 

③
修
理
費
 
全
額
 

④
燃
料
費
 
予
算
の
範
囲
で
定
め
る
額
 

⑤
格
納
庫
 
8
割
補
助
 

（
限
度
額

1
2
0
万
円
、
詰
所
兼
用
の
場
合
は
限
度
額

1
5
0
万
円

）
 

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
 
 
1
0
,
0
3
8
千
円
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
 
 
3
,
5
7
7
千
円
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
 
 
 
3
,
6
0
0
千
円
 

 （
参
考
）
消
防
防
災
施
設
等
の
補
助
の
支
出
内
訳
 

 
・
ポ
ン
プ
修
理
 

 
・
消
火
栓
の
設
置
 

 
・
ハ
ッ
ピ
の
購
入
等
 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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作
業

部
会

名
：
総

務
部

会
 

協
議

項
目

 
２

７
 

消
防

防
災

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

防
災

無
線

①
 

調
整

方
針

 
合
併
後
、
富
合
町
に
あ
る
現
行
の
無
線
設
備
を
継
続
利
用
す
る
。
無
線
連
絡
に
つ
い
て
は
、
各
総
合
支
所
と
の
連
絡
体
制
と
同
様
に
広
域
業
務
用
無
線
機
を
活
用
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

1
.
熊
本
市
防
災
行
政
無
線
（
移
動
系
）
 

・
周
波
数

1
4
6
.
0
2
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
1
ｃ
ｈ
）

 

・
基
地
局
 
 
1
局
 

・
移
動
局
 
8
0
局
 

①
危
機
管
理
防
災
室
 

基
地
局
（
1
0
ｗ
）
1
台
、
車
載
型

（
1
0
ｗ
）
1
台
 
 

携
帯
型
（
1
0
ｗ
）
3
1
台
、
携
帯
型

（
1
ｗ
）
3
台
 

②
道
路
総
務
課
 

車
載
型
（
1
0
ｗ
）
3
台
、
携
帯
型

（
1
0
ｗ
）
1
台
 

携
帯
型
（
5
ｗ
）
1
台
 

③
道
路
管
理
課
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
6
台
 

④
道
路
整
備
課
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
3
台
 

⑤
河
川
課
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

⑥
東
部
土
木
セ
ン
タ
ー
 

 
 
携
帯
型
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
 
）
1
1
台
 

⑦
西
部
土
木
セ
ン
タ
ー
 

 
 
携
帯
型
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
1
1
台
 

⑧
北
部
土
木
セ
ン
タ
ー
 

 
 
携
帯
型
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
5
台
 

1
．
富
合
町
防
災
行
政
無
線
（
移
動
系
）

 

・
基
地
局

1
箇

所
 
役
場

 

・
携
帯
型
無
線
機
（

5
Ｗ
）

8
局

 

・
総
務
課

8
台

 

                   

次
頁
に

続
く

 

 

合
併
後
、
富
合
町
に
あ
る
現
行
の
無
線
設

備
を
継
続
利
用
す
る
。
無
線
連
絡
に
つ
い

て
は
、
各
総
合
支
所
と
の
連
絡
体
制
と
同

様
に
広
域
業
務
用
無
線
機
を
活
用
す
る
。
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協
議

項
目

 
２

７
 

消
防

防
災

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

防
災
無
線
②

 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

 

市 町 別 内 容 

2
.
熊
本
市
防
災
行
政
無
線
（
移
動
系
）
 

・
周
波
数

4
6
6
.
9
3
7
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
1
ｃ
ｈ

）
 

・
周
波
数

4
6
6
.
7
7
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
2
ｃ
ｈ
）

広
域
共
通
波
 

・
基
地
局
 
4
局
 

・
移
動
局
 
6
9
局
 

①
危
機
管
理
防
災
室
 

基
地
局
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

車
載
型

1
台
、

携
帯
型
（
5
ｗ
）
1
1
台
 

 ・
周
波
数

4
6
6
.
7
5
0
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
1
、
2
ｃ

ｈ
）
広
域
共
通
波
 

①
河
内
総
合
支
所
 

基
地
局
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

車
載
型
（
1
0
ｗ
）
1
7
台
 

携
帯
型
（
1
0
ｗ
）
1
台
 

携
帯
型
（
5
ｗ
）
6
台
 

 
 
携
帯
型
（
1
ｗ
）
9
台
 

②
北
部
総
合
支
所
 

 
 
車
載
型
（
1
0
ｗ
）
2
台
 

携
帯
型
（
5
ｗ
）
4
台
 

・
周
波
数

4
6
6
.
8
2
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
 

①
飽
田
総
合
支
所
 

基
地
局
（
1
ｗ
）
1
台
 

 
 
車
載
型
（
1
ｗ
）
1
台
 

 
 
携
帯
型
（
1
ｗ
）
9
台
 

次
頁
に

続
く
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協
議

項
目

 
２

７
 

消
防

防
災

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

防
災
無
線
③

 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

 

市 町 別 内 容 

・
周
波
数

4
6
6
.
9
3
7
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
1
ｃ
ｈ

）
 

・
周
波
数

4
6
6
.
7
7
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
2
ｃ
ｈ
）

 

①
天
明
総
合
支
所
 

基
地
局
（
1
ｗ
）
1
台
 

 
 
携
帯
型
（
1
ｗ
）
6
台
 

 
 
車
載
型
（
1
ｗ
）
2
台
 

 3
.
熊
本
市
防
災
行
政
無
線
（
固
定
系
：
災
害
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
を
含

む
）
 

①
河
内
総
合
支
所
 

親
局
 
6
0
.
0
8
0
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
1
ｗ
）
1
局
 

中
継
局

6
9
.
1
0
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
5
ｗ
）

 

屋
外
受
信
装
置
・
・
・
・
・
・
・
・
・
3
2
局
 

個
別
受
信
機
・
・
・
・
・
・
・
・
 
2
,
0
7
0
局
 

②
飽
田
総
合
支
所
 

親
局
 
6
8
.
8
0
5
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
0
.
1
ｗ
）
1
局
 

屋
外
拡
声
子
局
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
7
局
 

③
天
明
総
合
支
所
 

親
局
 
6
8
.
2
2
0
Ｍ
Ｈ
Ｚ
（
0
.
1
W
）
1
局
 

屋
外
拡
声
子
局
・
・
・
・
・
・
・
・
・
3
0
局
 

④
西
部
市
民
セ
ン
タ
ー
（
災
害
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
）
 

親
局
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線
使
用
）
1
局

 

屋
外
受
信
装
置
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
4
局
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協議第３１号 

 

   各種福祉制度の取扱いについて（その３） 

 
 各種福祉制度の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 

熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 

 

各種福祉制度の取扱いについて 

 

  
 １ 保育料については、合併後５年間は現行どおりとし、その後熊本市

の例により統合する。 
 
２ チャイルドシートの貸出については、富合地域において、社会福祉

協議会の事業として継続する。 
 
３ 各種福祉制度のうち下記の事業については、合併時に熊本市の例に

より統合する。 
・社会福祉協議会補助金 
・ひとり暮らし高齢者訪問事業 

 

 

平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

31

1 熊本市優待証 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 住宅改造居宅介護支援員派遣事業 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 生きがい推進事業 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 無料寝具乾燥事業 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 夏休み障害児・家族支援事業 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 母子家庭等日常生活支援事業 健康福祉部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 敬老の集い 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

8 敬老祝品支給等 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

9 災害見舞金等 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

10 ひとり親家庭等医療費助成事業 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

11 乳幼児医療費助成 健康福祉部会 第４回 第５回 ○承認

12 保育料 健康福祉部会 第６回

13 チャイルドシート貸出 健康福祉部会 第６回 富合町のみ

14 社会福祉協議会補助金 健康福祉部会 第６回

15 ひとり暮らし高齢者訪問事業 健康福祉部会 第６回

各種福祉制度の取扱い

承認／継続

（各種福祉制度）
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

１
 

各
種

福
祉

制
度

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
２

 
保

育
料

 

調
整

方
針

 
 合

併
後

５
年

間
は

、
現

行
ど

お
り

と
し

、
そ

の
後

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 ○
保
育
園
数
 

 

公
立
 
 
 
2
0
園
 

私
立
 
 
1
1
1
園
 

 ○
熊
本
市
民
で
富
合
町
の
保
育
園
利
用
者
 
1
9
人
 
（
H
1
9
.
4
.
1
）
 

 
 
 

○
保
育
料
 

※
基
準
額
比
較
表
 
別
紙
の
と
お
り
 
 

   
  
 

 ○
保
育
園
数
 

 
 

 
 
公
立
 
 
な
し
 

 
私
立
 
 
3
園
 

 ○
富
合
町
民
で
熊
本
市
の
保
育
園
利
用
者
 
0
人
 
（
H
1
9
.
4
.
1
）
 

 ○
保
育
料
 

※
基
準
額
比
較
表
 
別
紙
の
と
お
り
 

 

 合
併
後
５
年
間
は
、
現
行
ど
お
り
と
し
、

そ
の
後
熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
 

 保
育

料
は

住
民

登
録

地
の

基
準

額
を

適

用
す
る
。
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(
単

位
：

人
、

円
)

３
歳

未
満

児
３

歳
以

上
児

３
才

未
満

児
３

才
児

４
才

以
上

児

階
層

区
分

徴
収

金
基

準
額

徴
収

金
基

準
額

階
層

区
分

徴
収

金
基

準
額

徴
収

金
基

準
額

徴
収

金
基

準
額

第
1

階
層

0
0

6
8

Ａ
0

0
0

0

母
子

等

1
,
2
5
0

所
得

割
の

額
が

5
,
0
0
0
円

未
満

所
得

割
の

額
が

5
,
0
0
0
円

以
上

5
,
0
0
0
円

以
上

2
0
,
0
0
0
円

未
満

2
0
,
0
0
0
円

以
上

4
0
,
0
0
0
円

未
満

4
0
,
0
0
0
円

以
上

7
0
,
0
0
0
円

未
満

7
0
,
0
0
0
円

以
上

1
0
0
,
0
0
0
円

未
満

1
0
0
,
0
0
0
円

以
上

1
3
0
,
0
0
0
円

未
満

1
3
0
,
0
0
0
円

以
上

1
6
0
,
0
0
0
円

未
満

1
6
0
,
0
0
0
円

以
上

1
9
0
,
0
0
0
円

未
満

1
9
0
,
0
0
0
円

以
上

2
2
0
,
0
0
0
円

未
満

2
2
0
,
0
0
0
円

以
上

2
5
0
,
0
0
0
円

未
満

2
5
0
,
0
0
0
円

以
上

4
5
0
,
0
0
0
円

未
満

計
1
2
,
5
8
2

計
2
2
0

児
童

の
属

す
る

世
帯

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
世

帯
で

、
こ

の
表

の
第

２
階

層
に

属
す

る
も

の
は

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
階

層
が

、
Ｂ

世
帯

と
認

定
さ

れ
た

世
帯

で
あ

っ
て

も
、

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

は
（
Ｂ

）
階

層
と

す
る

。
第

１
階

層
に

あ
た

る
も

の
と

み
な

す
。

（
1
）
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
、

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
も

の
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

（
1
）
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
、

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
も

の
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

（
2
）
次

に
掲

げ
る

児
（
者

）
を

有
す

る
世

帯
　

ア
 身

体
障

害
者

手
帳

又
は

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

　
ア

 身
体

障
害

者
手

帳
又

は
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
　

イ
 特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
又

は
国

民
年

金
の

生
涯

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
　

イ
 特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
又

は
国

民
年

金
の

生
涯

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
　

ウ
 生

活
保

護
法

の
要

保
護

の
状

態
に

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

世
帯

等
で

、
当

該
世

帯
の

申
請

に
基

づ
き

、
市

長
　

　
　

が
認

め
た

も
の

6

児
童

数

(
H
1
8
.
4
.
1
)

3
,
0
0
0

保
育

所
、

幼
稚

園
又

は
認

定
こ

ど
も

園
に

入
所

し
て

い
る

児
童

の
う

ち
、

年
長

者
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
1
人

）
以

外
の

児
童

は
、

徴
収

金
基

準
額

の
2
分

の
1

の
額

と
し

、
3
人

目
以

降
の

児
童

に
つ

い
て

は
無

料

2
,
5
6
2

2
,
1
3
3

5 13

9
0
8

D
1
0

D
９

D
８

D
1
1

D
1
2

2
8
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
円

未
満

1
6
,
0
0
0

1
2
,
5
0
0

2
2
,
0
0
0

8
5
4

2
,
1
6
1

2
5
,
5
0
0

8
,
2
0
0

4
,
5
0
0

1
1
,
5
0
0

1
0

1
1

1
6

1
1

1
1

1
,
7
1
2

4
,
0
0
0

市
町

村
民

税
　

課
税

世
帯

4
5
9
,
0
0
0
円

以
上

第
3

階
層

第
1
階

層
を

除
き

、
前

年
分

の
所

得
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て

、
そ

の
所

得
税

の
額

が
次

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

第
1
階

層
及

び
第

4
-

1
階

層
か

ら
第

7
階

層
ま

で
を

除
き

、
前

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

額
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

第
2

階
層

市
町

村
民

税
　

 
非

課
税

世
帯

1
8
,
0
0
0
円

以
上

7
2
,
0
0
0
円

未
満

第
4
-
1

階
層

第
4
-
2

階
層

第
7

階
層

3
2
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

5
1
,
0
0
0

7
2
,
0
0
0
円

以
上

1
8
0
,
0
0
0
円

未
満

3
4
,
5
0
0

4
7
,
0
0
0

1
8
0
,
0
0
0
円

以
上

4
5
9
,
0
0
0
円

未
満

同
時

に
２

人
以

上
入

所
し

て
い

る
者

の
減

額
規

定

各
月

初
日

の
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世
帯

を
含

む
）

定
 
 
義

Ａ
階

層
を

除
き

前
年

度
分

の
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
〈

(
Ｂ

)
以

外
の

世
帯

〉

Ａ
階

層
及

び
Ｄ

階
層

を

除
き

前
年

度
分

の
市

町

村
民

税
の

課
税

世
帯

で

あ
っ

て
そ

の
市

町
村

民

税
の

額
の

区
分

が
次

の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

5
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

均
等

割
の

額
の

み
(
所

得
割

の
な

い
世

帯
)

Ａ
階

層
を

除
き

前
年

分
の

所
得

税
課

税
世

帯
で

あ
っ

て
そ

の
所

得
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯
D
４

D
５

C
３

D
３

D
１

D
２

1
3

1
2

各
月

初
日

の
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

定
 
 
義

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
(
単

給
世

帯
を

含
む

。
)

Ｂ C
１

C
２

9
3
4

同
時

に
２

人
以

上
入

所
し

て
い

る
者

の
減

額
規

定

1
6

児
童

数

(
H
1
8
.
4
.
1
）

(
Ｂ

)
Ａ

階
層

を
除

き
前

年
度

分
の

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

(
母

子
、

身
障

世
帯

等
)

D
７

D
６

1
5

3
5

2
8

2
3
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

1
7
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0

3
8
,
0
0
0

3
8
,
0
0
0

4
5
0
,
0
0
0
円

以
上

3
8
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

2
2
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

2
9
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

半
額

適
用

な
し

72
0

保
育

所
、

幼
稚

園
又

は
認

定
こ

ど
も

園
に

入
所

し
て

い
る

児
童

の
う

ち
、

年
長

者
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
1
人

）
以

外
の

児
童

は
、

徴
収

金
基

準
額

の
2
分

の
1

の
額

と
し

、
3
人

目
以

降
の

児
童

に
つ

い
て

は
無

料
5
,
0
0
0
円

未
満

第
6

階
層

2
4
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

（
2
）
次

に
掲

げ
る

児
（
者

）
を

有
す

る
世

帯

保
　

育
　

料
　

基
　

準
　

額
　

比
　

較
　

表

熊
　

本
　

市
富

　
合

　
町

第
5

階
層

2
0
,
0
0
0

2
1
,
0
0
0

2
3
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

１
 

各
種

福
祉

制
度

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
３

 
チ

ャ
イ

ル
ド

シ
ー

ト
貸

出
 

調
整

方
針

 
 富

合
地

域
に

お
い

て
、

社
会

福
祉

協
議
会
の
事
業
と
し
て
継
続
す
る

 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

 市
内

3
警
察
署
内
に
あ
る
地
区
交
通
安

全
協
会
に
て

2
週
間
程
度
の
貸

付
制
度
あ
り
。
 

 

 平
成

1
2
年
度
よ

り
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
貸
出
し
制
度
を
実
施
。
 

 ○
貸
出
し
対
象
者
 

 
本
町
に
住
民
登
録
し
て
い
る
町
民
と
し
、
6
歳
未
満
の
子
供
を
有
す

る
世
帯
の
保
護
者
 

 ○
貸
出
し
期
間
及
び
費
用
 

 
3
ヵ
月
以
内
、
無
料
 

 ○
保
有
台
数
 

 
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
 
1
5
台
 

 
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
 
 
3
0
台
 

 富
合
地
域
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
協
議
会

の
事
業
と
し
て
継
続
す
る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

１
 

各
種

福
祉

制
度

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
４

 
社

会
福

祉
協

議
会

補
助

金
 

調
整

方
針

 
 合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 

社
会

福
祉

協
議

会
本

部
職

員
３

１
名

分
に

対
し

人
件

費
補

助
を

行

っ
て
い
る
。
 

時
間
外
勤
務
手
当
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
、
社
協
の
自
主
財
源
か
ら

充
当
す
る
。
 

 市
社
協
給
与
規
定
は
市
の
規
定
を
準
用
 

  

補
助
額
 

平
成

1
6
年
度
 

2
0
6
,
0
8
8
千
円
 

平
成

1
7
年
度
 

1
8
7
,
2
9
7
千
円
 

平
成

1
8
年
度
 

2
0
4
,
5
0
9
千
円
 

  

 

社
会

福
祉

協
議

会
事

務
職

員
３

名
分

に
対

し
人

件
費

補
助

を
行

っ

て
い
る
。
 

不
足
分
に
つ
い
て
は
、
社
協
の
運
用
財
産
取
り
崩
し
に
て
対
応
し
て

い
る
。
 

 
 

町
社
協
給
与
規
定
は
独
自
の
も
の
を
採
用
（
運
用
は
異
な
る
が
給
与

表
は
町
と
同
一
）
 

 

 
補
助
額
 

平
成

1
6
年
度
 

 
1
0
,
0
0
0
千
円
 

平
成

1
7
年
度
 

 
 
7
,
1
6
2
千
円
 

平
成

1
8
年
度
 

 
 
9
,
5
0
0
千
円
 

  

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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作
業

部
会

名
：
健

康
福

祉
部

会
 

協
議

項
目

 
３

１
 

各
種

福
祉

制
度

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
５
 

ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢

者
訪

問
事

業
 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 一
人

暮
ら

し
の

高
齢

者
を

訪
問

し
声

を
か

け
て

、
そ

の
安

否
を

週
1

～
3
回
確
認
し
、
高
齢
者
の
健
康
維
持

と
福
祉
の
増
進
を
図
る
。
 

  1
.
対
象
者
 

 
概
ね

6
5
歳

以
上
の
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
で
、
定
期
的
な
状
況
確
認

を
す
る
も
の
が
い
な
い
者
。
 

 2
.
事
業
の
運
営
 

 
（
社
）
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
委
託
 

 3
.
事
業
内
容
 

 
・
週

2
～
3
回

訪
問
し
安
否
の
確
認
 

 
・
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
 

 
 
 

 
平
成

1
6
年
度

決
算
 
3
,
2
1
0
千
円
 
3
6
7
人
 

 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
2
,
8
1
3
千
円
 
3
1
5
人
 

 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
3
,
1
2
7
千
円
 
2
0
7
人
 

 一
人
暮
ら
し
高
齢
者
訪
問
事
業
と
し
て
は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
国
・

県
の

補
助

事
業

で
あ

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
の

中
の

ひ
と

つ
と

し
て
実
施
。
 

 1
.
対
象
者
 

 
・
6
5
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者

（
対
象
者

1
6
7
人
）
 

・
民
生
委
員
が
把
握
し
て
い
る
要
援
護
者
（
障
害
者
を
含
む
）
 

 
 

2
.
事
業
の
運
営
 

 
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
と
し
て
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託
 

 3
.
事
業
内
容
 

民
生

委
員

、
シ

ル
バ

ー
ヘ

ル
パ

ー
及

び
福

祉
員

に
よ

る
安

否
確

認

（
週
１
回
程
度
）
 

 
 

  平
成

1
8
年
度
予

算
 
1
,
5
0
0
千
円
 
(
H
1
8
～
）
1
6
7
人
 

 
 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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協議第３２号 
 
   清掃事業の取扱いについて（その１） 
 
 清掃事業の取扱いについて承認を求める。 

 
  平成 19 年７月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

清掃事業の取扱いについて 

 

 
  １ 浄化槽保守点検業者の登録等手数料については、合併後の更新時

に熊本市の例により統合する。 

 

  ２ 清掃事業のうち下記の事業については、合併時に熊本市の例によ

り統合する。 

・ 合併処理浄化槽整備事業 
・ ごみ減量化及び再生利用の普及・啓発 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

32

1 浄化槽保守点検業者の登録等手数料 環境保全部会 第６回

2 合併処理浄化槽整備事業 環境保全部会 第６回

3 ごみの減量化及び再生利用の普及・啓発 環境保全部会 第６回

清掃事業の取扱い

承認／継続

（清掃事業）
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 

作
業

部
会

名
：
環

境
保

全
部

会
 

協
議

項
目

 
３

２
 

清
掃

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 

浄
化
槽
保
守
点
検

業
者

の
登

録
等

手
数

料
 

調
整

方
針

 
合

併
後

の
更

新
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
 

登
録

業
者

数
 

３
２

社
 

２
 

登
録

期
間

 
 

 
３

年
（
平

成
1
9

年
４

月
１

日
更

新
）
 

 １
 

登
録

業
者

（熊
本

県
の

登
録

）
※

富
合

町
関

係
業

者
は

６
社

 

２
 

熊
本

県
の

登
録

期
間

 
 

 
３

年
 

 合
併

後
の

更
新

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

。
 

熊
本

県
知

事
の

登
録

を
受

け
て

富
合

町

の
区

域
に

お
い

て
浄

化
槽

保
守

点
検

業

を
営

ん
で

い
る

業
者

は
、

合
併

後
は

、
熊

本
市

長
の

登
録

を
受

け
て

い
る

も
の

と
み

な
す

。
た

だ
し

、
そ

の
有

効
期

限
は

、
平

成

2
2

年
３

月
3
1

日
ま

で
と

す
る

。
 

 
※
 

富
合

町
関

係
業

者
６

社
の

内
、

5
社

は
平

成
1
9

年
4

月
1

日
更

新
、

1
社

は
平

成
2
0

年
8

月
1

日
更

新
 

 ３
 

保
守

点
検

業
の

登
録

手
数

料
等

 
別

添
の

と
お

り
 

※
根

拠
 

熊
本

市
浄

化
槽

保
守

点
検

業
者

の
登

録
等

に
関

す
る

条
例

 

３
 

保
守

点
検

業
の

登
録

手
数

料
等

 
別

添
の

と
お

り
 

※
根

拠
 

熊
本

県
浄

化
槽

保
守

点
検

業
者

の
登

録
に

関
す

る
条

例
 

 
 

 

 

■
浄

化
槽

保
守

点
検

業
登

録
手

数
料

 
 

 

区
分

 
熊

本
市

 
熊

本
県

 

浄
化

槽
保

守
点

検
業

者
の

登
録

又
は

登
録

の
更

新
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 
 
1

件
に

つ
き

 
 

30
,0

0
0

円
 
1

件
に

つ
き

 
3
3,

6
0
0

円

登
録

証
の

再
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 
 
1

件
に

つ
き

 
 
 
 
 

5
0
0

円
 

 

浄
化

槽
管

理
士

の
資

格
確

認
証

の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 
 
1

件
に

つ
き

 
 
  

 
7
5
0

円
 

 

保
守

点
検

器
具

の
検

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

 
 
1

件
に

つ
き

 
 
 
 
1
,5

0
0

円
 
無

 
 
料

 

保
守

点
検

器
具

検
査

済
証

の
再

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
 

 
1

件
に

つ
き

 
 
 
 
 

8
0
0

円
 

 

 
 

 

■
浄

化
槽

保
守

点
検

回
数

（
主

な
も

の
）
 

 
 

浄
化

槽
の

型
式

 
熊

本
市

 
熊

本
県

 

単
独

浄
化

槽
 

 
年

1
2

回
 

 
年

3
回

若
し

く
は

4
回

 

合
併

浄
化

槽
（
2
0

人
以

下
）
 

 
年

6
回

 
 
年

3
回

 

合
併

浄
化

槽
（
2
1

人
か

ら
5
0

人
以

下
）
 

 
年

6
回

 
 
年

4
回

 

合
併

浄
化

槽
（
5
1

人
か

ら
2
0
0

人
以

下
）
 

 
2

週
間

に
1

回
 

 
2

週
間

に
1

回
 

合
併

浄
化

槽
（
2
0
1

人
以

上
）
 

 
1

週
間

に
1

回
 

 
2

週
間

に
1

回
 

熊
本

県
は

法
律

に
基

づ
い

た
点

検
回

数
を

定
め

て
い

る
が

エ
ア

ー
ポ

ン
プ

,消
毒

薬
な

ど
の

状
況

か
ら

必
要

に
応

じ
て

点
検

回
数

を
増

や

す
こ

と
と

し
て

お
り

、
富

合
町

に
お

い
て

は
熊

本
市

に
準

じ
た

保
守

点
検

回
数

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 

作
業

部
会

名
：
環

境
保

全
部

会
 

協
議

項
目

 
３

２
 
清
掃

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

２
 

合
併
処
理
浄
化
槽

整
備

事
業

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
．
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
助
成
 

 
公

共
用

水
域

水
質

汚
濁

原
因

の
8
0
％

以
上

が
生

活
排

水
に

よ
る

も

の
で
あ
り
、
生
活
排
水
対
策
の
推
進
は
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
し
尿
と
併
せ
て
生
活
雑
排
水
も
処
理
で
き
、
下
水
道

に
比

べ
安

価
で

同
等

の
水

質
保

全
効

果
の

あ
る

小
型

合
併

処
理

浄

化
槽
の
普
及
を
促
進
し
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
た
め
、

 
下
水
道
認
可
区
域
外
に
お
い
て
、
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
 

 
す
る
者
に
対
し
て
、
社
会
的
便
益
に
相
当
す
る
分
と
し
て
設
置
費
 

 
の
４
割
程
度
を
補
助
す
る
も
の
。
 

 

・
 
 
 
 
５
人
槽
 
 
 
 
３
４
２
,
０
０
０
円
 

・
 
 
６
～
７
人
槽
 
 
 
 
４
１
４
,
０
０
０
円
 

・
 
８
～
１
０
人
槽
 
 
 
 
５
３
７
,
０
０
０
円
 

・
１
１
～
２
０
人
槽
 
 
 
 
９
３
９
,
０
０
０
円
 

・
２
１
～
３
０
人
槽
 
 
 
１
,
５
６
６
,
０
０
０
円
 

・
３
１
～
５
０
人
槽
 
 
２
,
０
５
８
,
０
０
０
円
 

（
平
成

1
9
年

4
月

1
日
現
在
）

 

 ※
根
拠
 
浄
化
槽
法
 
第

5
1
条

 

 
 
 
 
熊
本
市
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
1
0
6
,
0
9
2
千
円
（
2
6
8
基
）
 

 
 
 
平
成

1
7
年
度
決
算
 
 
 
8
9
,
9
4
6
千
円
（
2
2
9
基
）
 

 
 
 
平
成

1
8
年
度
予
算
 
 
 
9
0
,
0
0
0
千
円
（
2
2
0
基
予
定
）
 

 

 １
．
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
助
成
 

事
業
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
熊
本
市
に
同
じ
。
 

         

・
 
５
人
槽
 
 
 
３
５
４
，
０
０
０
円
 

・
 
７
人
槽
 
 
 
４
１
１
，
０
０
０
円
 

・
１
０
人
槽
 
 
 
５
１
９
，
０
０
０
円
 

    ※
根
拠
 
浄
化
槽
法
 
第

5
1
条

 

富
合
町
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
 
 
０
円
（
0
基
）
 

 
 
 
平
成

1
7
年
度
決
算
 
 
 
 
 
 
０
円
（
0
基
）
 

 
 
 
平
成

1
8
年
度
予
算
 
 
 
 
 
 
０
円
（
0
基
）
 

※
平
成

1
4
年
度

以
降
、
補
助
金
交
付
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 

作
業

部
会

名
：
環

境
保

全
部

会
 

協
議

項
目

 
３

２
 
清
掃

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

ご
み
減
量
化
及
び

再
生

利
用

の
普

及
・

啓
発

 
①

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 １
．
再
生
資
源
集
団
回
収
助
成
事
業
 

・
古
紙
 
 
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
６
円
 

 
・
古
着
 
 
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
・
ア
ル
ミ
缶
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
・
び
ん
類
 
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
※
回
収
品
目
の
拡
大
予
定
 

  
 
 
平
成

1
6
年
度
決
算
 
 
3
4
,
2
7
6
千
円
（
延
べ

9
8
9
団
体
）

 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
3
8
,
6
1
0
千
円
（
延
べ

1
,
0
3
1
団
体
）

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
3
8
,
0
0
0
千
円
（
延
べ

1
,
0
5
7
団
体
）

  ２
．
生
ご
み
堆
肥
化
容
器
助
成
 

 
 
購
入
費
の

1
/
2
助
成
（
上
限

3
,
0
0
0
円
）
 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
5
3
3
千
円
（
3
5
4
基
）
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
 
 
5
0
0
千
円
（
3
6
4
基
）
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
 
5
0
0
千
円
（
3
2
3
基
）
 

  ３
．
家
庭
用
生
ゴ
ミ
処
理
機
助
成
 

購
入
費
の

1
/
2
助
成
（
上
限

2
0
,
0
0
0
円
）
 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
7
,
4
4
7
千
円
（
3
7
5
基
）
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
1
0
,
4
8
3
千
円
（
5
2
5
基
）
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
1
0
,
5
0
0
千
円
（
5
2
5
基
）
 

 １
．
資
源
ご
み
回
収
活
動
助
成
金
 

 
・
古
紙
 
 
 
 
 
 
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
・
布
類
 
 
 
 
 
 
 
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
・
空
き
缶
（
ア
ル
ミ
）
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
 
４
円
 

 
・
空
き
び
ん
（
生
き
瓶
）
１
本
あ
た
り
 
 
２
円
 

※
事
業
者
が
資
源
物
を
逆
有
償
で
引
き
取
っ
た
場
合
は
、
事
業
者
に
支

払
っ
た
金
額
を
町
が
補
償
す
る
。
 
 

平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
4
5
6
千
円
 

平
成

1
7
年
度
決

算
 
 
 
 
4
0
4
千
円
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
 
5
0
0
千
円
 

  

２
．
該
当
な
し
 

      ３
．
該
当
な
し
 

    

次
頁
へ

続
く

 合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す

る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 

作
業

部
会

名
：
環

境
保

全
部

会
 

協
議

項
目

 
３

２
 
清
掃

事
業

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

３
 

ご
み
減
量
化
及
び

再
生

利
用

の
普

及
・

啓
発

 
②

 

調
整

方
針

 
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 

４
．
減
量
美
化
推
進
員
制
度
 

「
熊
本
市
減
量
美
化
推
進
員
設
置
要
綱
」
に
基
づ
く
、
市
と
市
民
が

一
体
と
な
っ
た
地
域
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ご
み
減
量
化

及
び
環
境
美
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
町
内
自
治
会
が
減
量
美
化
推

進
員
を
選
任
し
、
市
に
登
録
す
る
。
市
は
清
掃
用
具
の
貸
与
や
研
修

等
に
よ
り
そ
の
活
動
を
支
援
す
る
。
 

・
7
2
7
町
内
の
う
ち

5
8
9
町
内
が

登
録
（
2
月
末
現
在
）
 

 
・
H
1
8
減
量
美
化
推
進
員
見
込
み
数

：
6
2
0
人
 

 平
成

1
6
年
度
決

算
 
 
 
 
9
6
7
千
円
 

 
 
 
平
成

1
7
年
度
決
算
 
 
 
1
,
9
1
4
千
円
 

平
成

1
8
年
度
予

算
 
 
 
1
,
8
6
3
千
円
 

  ５
．
リ
サ
イ
ク
ル
情
報
プ
ラ
ザ
 
 

 
市

民
に

リ
サ

イ
ク

ル
に

関
す

る
情

報
提

供
等

の
意

識
啓

発
を

行
う

こ
と
に
よ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
と
ご
み

減
量
を
推
進
し
、
環
境
の
保
全

を
図
る
。
 

 
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
体
験
学
習
、
講
座

、
研
修
会
の
開
催
、
不
用
品
の

展
示
及
び
斡
旋
（
公
開
抽
選
）
 
 
 

 
・
年
間
約
３
万
人
来
館
 

  
 
 
平
成

1
6
年
度
決
算
 
 
2
2
,
7
4
9
千
円
 

 
 
 
平
成

1
7
年
度
決
算
 
 
2
2
,
8
1
9
千
円
 

 
 
 
平
成

1
8
年
度
予
算
 
 
2
4
,
0
6
5
千
円
 

 ４
．
該
当
な
し
 

             ５
．
該
当
な
し
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協議第３４号 
 
   農林水産関係事業の取扱いについて（その４） 
 
 農林水産関係事業の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
農林水産関係事業の取扱いについて 

 
 

１ 水田農業推進協議会負担金及び水田農業推進費については、平成

２１年度までは現状のままとし、その後の取扱いについては、関係

機関と協議を行い調整する。 

 

２ 農業用廃プラ類処理対策協議会補助金については、合併後５年間

は現状のまま継続する。 

その間、関係機関との調整を図る。 

 

３ 認定農業者協議会については、合併後５年間は現状のまま継続

し、その間、関係機関と調整を図る。 

その後、熊本市へ統合する。 

 
４ 認定農業者協議会補助金については、合併後５年間は現状のまま

継続し、その間、関係機関と調整を図る。 

その後、熊本市の例により統合する。 

 

５ 営農連絡協議会については、当分の間、存続する。 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

34

1 農業地域交流促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

2 農業地域活性化支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

3 地産地消の推進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

4 経営体育成支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

5 農業・農村男女共同参画経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

6 （特）農業金融支援事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

7 農用地有効利用促進助成経費 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

8 市民と農業のふれあい促進事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

9 生産体制強化施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

10 流通施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

11 畜産施設整備事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

12 流通対策事業 経済振興部会 第２回 第３回 ○承認 熊本市のみ

13 農業振興地域整備計画変更 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

14 農業振興地域整備促進協議会 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

15 農業構造改善事業補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

16 農業生活研究グループ連絡協議会補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

17 農産物新品種導入補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

18 酪農ヘルパー補助金 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認 富合町のみ

19 生産体制強化対策事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

20 畜産振興事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

21 基盤整備事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

22 単県土地改良事業 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

23 農業用施設災害復旧工事 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

24 農業委員会あっせん基準 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

25 農業委員会諸証明手数料 経済振興部会 第４回 第５回 ○承認

26 農区長制度 経済振興部会 第４回 第５回 継 続 熊本市のみ

27 土地改良事業等補助金 経済振興部会 第５回

28 産業祭負担金 経済振興部会 第５回

29 水田農業推進協議会負担金 経済振興部会 第６回 富合町のみ

30 水田農業推進費 経済振興部会 第６回 富合町のみ

31 農業用廃プラ類処理対策補助金 経済振興部会 第６回 富合町のみ

32 認定農業者協議会 経済振興部会 第６回

33 認定農業者協議会補助金 経済振興部会 第６回

34 営農連絡協議会 経済振興部会 第６回 富合町のみ

合併協議項目事業一覧

農林水産関係事業の取扱い

承認／継続

160



熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

２
９
 

水
田
農
業

推
進

協
議

会
負

担
金

 

調
整
方
針

 
 平
成

２
１
年

度
ま

で
は

現
状

の
ま

ま
と

し
、
そ
の
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
協
議
を
行
い
調
整
す

る
 

 
 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

熊
本
地
域
水
田
農
業
推
進
協
議
会
 

1
.
目
的
 

国
お
よ
び
県
の
総
合
農
政
の
方
向
に
対
処
し
、
本
市
農
政
の
検
討
お

よ
び
調
整
を
行
い
、
農
業
の
発
展
と
農
業
所
得
の
向
上
を
図
る
。
 

2
.
会
長
 

 
 
Ｊ
Ａ
熊
本
市
 
 
 

代
表
理
事
組
合
長
 
横
田
 
健
 

3
.
人
員
 
委
員
 
４
３
人
 
監
事
 
２
人
 

4
.
構
成
 

各
大
農
区
長
（
３
４
農
区
）
、
農
業
委
員
代
表
、
農
業
共
済
代
表
、

土
地
改
良
区
代
表
、
担
い
手
代
表
、
消
費
者
代
表
、
全
集
系
代
表

 

5
.
負
担
金
額
 

 
 
該
当
な
し
 

城
南
・
富
合
水
田
農
業
推
進
協
議
会
 

1
.
目
的
 

 
国
お
よ
び
県
の
総
合
農
政
の
方
向
に
対
処
し
、
本
町
農
政
の
検
討
お
よ
び

調
整
を
行
い
、
農
業
の
発
展
と
農
業
所
得
の
向
上
を
図
る
。
 

2
.
会
長
 

Ｊ
Ａ
熊
本
う
き
 
 

筆
頭
理
事
 
安
永
 
信
哉
 

3
.
人
員
 
２
０
名
 
内
議
会
 
２
名
 

4
.
構
成
 
 

各
町
長
・
各
町
議
会
経
済
建
設
常
任
委
員
長
、
各
町
農
業
委
員
代
表
、

Ｊ
Ａ
各
支
所
転
作
推
進
員
代
表
、
各
町
嘱
託
員
代
表
、
ラ
イ
ス
セ
ン
タ

ー
運
営
協
議
会
代
表
、
下
北
各
部
会
代
表
、
食
糧
事
務
所
地
域
課
長
 

5
.
負
担
金
額
（
町
単
独
予
算
）
 

平
成
1
6
年
度
決
算
額
 
８
３
.
６
万
円
 

（
富
合
町
8
3
.
6
万
円
 
城
南
町
1
0
6
.
4
万
円
 
Ｊ
Ａ
1
9
0
.
0
万
円
）
 

平
成
1
7
年
度
決
算
額
 
７
９
.
２
万
円
 

（
富
合
町
7
9
.
2
万
円
 
城
南
町
1
0
0
.
8
万
円
 
Ｊ
Ａ
1
8
0
.
0
万
円
）
 

平
成
1
8
年
度
予
算
額
 
７
４
.
８
万
円
 

（
富
合
町
7
4
.
8
万
円
 
城
南
町
 
9
5
.
2
万
円
 
Ｊ
Ａ
1
7
0
.
0
万
円
）
 

6
.
内
訳
（
平
成
1
8
年
度
分
）
 

 
報

酬
１

３
万

円
 

賃
金

（
臨

時
2
名

）
２

４
０

万
円

 
会

議
費

８
０

万
円

研
修
費
５
万
円
 
需
要
費
２
万
円
 

7
.
雇
用
体
系
 
Ｊ
Ａ
下
北
営
農
セ
ン
タ
ー
常
駐
 

 平
成

１
９

年
度

か
ら

平
成

２
１

年
度

ま
で

の
間

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
協

議
会

で
、

地
域

水
田

農
業

ビ

ジ
ョ

ン
を

策
定

し
、

進
行

管
理

を
行

っ
て

い
る

た

め
、
平
成
２
１
年
度
ま
で
は
現
状
の
ま
ま
と
す
る
。
 

そ
の

後
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
関

係
機

関
と

協

議
を
行
い
調
整
す
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

３
０
 

水
田
農
業

推
進

費
 

調
整
方
針

 
 平
成

２
１
年

度
ま

で
は

現
状

の
ま

ま
と

し
、
そ
の
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
協
議
を
行
い
調
整
す

る
 

 
 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

   

 1
.
目
 
的
 

 
転
作
を
推
進
し
た
地
区
（
行
政
区
）
に
対
し
て
、
推
進
費
の
事
務
的
費
用

を
交
付
す
る
。
 

 2
.
交
付
額
（
町
単
独
予
算
）
 

 
平
成
１
６
年
度
決
算
 
１
，
５
１
０
千
円
 

平
成
１
７
年
度
決
算
 
１
，
１
６
１
千
円
 

 
平
成
１
８
年
度
予
算
 
 
 
９
６
１
千
円
 

 3
.
補
助
率
 

 
平
等
割
＋
面
積
割
 

   

 平
成

２
１

年
度

ま
で

は
現

状
の

ま
ま

と
し

、
そ

の

後
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
関

係
機

関
と

協
議

を

行
い
調
整
す
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

３
１
 

農
業
用
廃

プ
ラ

類
処

理
対

策
協

議
会

補
助

金
 

調
整
方
針

 
合
併

後
５
年

間
は

現
状

の
ま

ま
継

続
す

る
 

そ
の

間
、
関

係
機

関
と

の
調

整
を

図
る

 

 
調

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

熊
本
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
処
理
対
策
協
議
会
 

1
.
目
的
 

 
協

議
会

は
農

業
用

廃
プ

ラ
の

処
理

に
つ

い
て

資
源

の
有

効
利

用
を

図
る
た
め
リ
サ
イ
ク
ル
を
基
本
と
し
た
再
生
処
理
を
目
標
に
、
農
家
の

意
識
向
上
・
適
正
処
理
へ
の
誘
導
を
図
り
、
農
業
に
お
け
る
環
境
へ
の

負
荷
を
軽
減
し
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
推
進
す
る
。
 

2
.
会
長
 
 
熊
本
市
農
協
園
芸
部
会
 

 
部
会
長
 
藤
本
照
義
 

3
.
人
員
 
 
9
名
 

4
.
構
成
 
 
熊
本
県
熊
本
農
政
事
務
所
農
業
振
興
課
 

 
 
 
 
 
 
 
〃
 
 
 
 
 
農
業
普
及
指
導
課
 

 
 
 
 
 
熊
本
市
生
産
流
通
課
 

 
 
 
 
 
熊
本
市
農
業
協
同
組
合
 

 
 
 
 
 
熊
本
県
経
済
連
園
芸
資
材
課
 

 
 
 
 
 
熊
本
県
農
業
用
フ
ィ
ル
ム
商
業
会
 

 
 
 
 
 
J
A
熊
本
市
園
芸
･
果
樹
･
普
通
作
･
花
卉
部
会
 

5
.
補
助
金
額
 

 
該
当
な
し
 

城
南
・
富
合
農
廃
プ
ラ
処
理
対
策
協
議
会
 

1
.
目
的
 

 
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
適
正
な
処
理
を
推
進
し
、
こ
れ
ら
の
放
置

に
よ
っ
て
生
じ
る
諸
種
の
弊
害
を
防
止
し
、
生
活
環
境
の
美
化
に
資
す
る
。

2
.
会
長
 
 
熊
本
う
き
農
業
協
同
組
合
 

筆
頭
理
事
 
安
永
 
信
哉
 

3
.
人
員
 
 
2
9
名
 
 

4
.
構
成
 
 
両
町
長
 

 
 
 
 
 
両
町
経
済
課
長
 

J
A
各
支
所
長
 

営
農
セ
ン
タ
ー
長
 

８
野
菜
部
会
会
長
 

J
A
各
支
所
園
芸
部
会
長
 

5
.
補
助
金
額
 

 
平
成

1
6
年
度

決
算
 
２
５
０
千
円
 

 
平
成

1
7
年
度

決
算
 
２
５
０
千
円
 

 
平
成

1
8
年
度

予
算
 
２
５
０
千
円
 

6
.
補
助
率
 

 
城
南
町
・
富
合
町
各
２
５
万
円
 
J
A
６
０
万
円
 

（
平
成

1
8
年
度

農
業
者
負
担
１
０
ａ
当
た
り
４
，
０
０
０
円
）
 

 合
併
後
５
年
間
は
現
状
の
ま
ま
継
続
す
る
。
 

そ
の
間
、
関
係
機
関
と
の
調
整
を
図
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

３
２
 

認
定
農
業

者
協

議
会

 

調
整
方
針

 
合
併

後
５
年

間
は

現
状

の
ま

ま
継

続
し

、
そ
の
間
、
関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
 

そ
の

後
、
熊

本
市

へ
統

合
す

る
 

 
調

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 熊
本
市
認
定
農
業
者
協
議
会
 

１
 
目
 
的
 

 
熊

本
市

認
定

農
業

者
と

熊
本

市
担

い
手

育
成

支
援

協
議

会
と

の
連

携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
認
定
農
業
者
相
互
の
交
流
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
認
定
農
業
者
個
々
の
農
業
経
営
の
改
善
と
農
業
の
活
性
化

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
会
長
 
上
村
 
恒
治
 

 ３
 
認
定
農
業
者
数
 

 
 
８
２
７
名
 

 富
合
町
認
定
農
業
者
連
絡
会
 

１
 
目
 
的
 

 
将
来
に
わ
た
り
、
魅
力
あ
る
農
業
及
び
効
率
的
か
つ
安
定
し
た
農
業
経
営

を
目
指
し
、
会
員
相
互
の
連
携
と
親
睦
を
図
り

な
が
ら
、
自
己
啓
発
に
よ
る

資
質
の
向
上
や
経
営
発
展
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
農
業
の
発
展
と
豊
か

で
活
力
あ
る
町
づ
く
り
に
寄
与
す
る
。
 

 ２
 
会
長
 
本
田
 
慶
信
 

 ３
 
会
員
 
７
５
名
 

 ４
 
部
会
 
普
通
作
部
会
 

 
 
 
 
 
メ
ロ
ン
部
会
 

 
 
 
 
 
キ
ュ
ウ
リ
部
会
 

 
 
 
 
 
イ
チ
ゴ
部
会
 

 
 
 
 
 
ナ
ス
部
会
 

 
 
 
 
 
花
き
部
会
 

 
 
 
 
 
女
性
部
会
 

 合
併
後
５
年
間
は
現
状
の
ま
ま
継
続
し
、
そ
の
間
、

関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
。
 

そ
の
後
、
熊
本
市
へ
統
合
す
る
。
 

 

 

164



熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

３
３
 

認
定
農
業

者
協

議
会

補
助

金
 

調
整
方
針

 
合
併

後
５
年

間
は

現
状

の
ま

ま
継

続
し

、
そ
の
間
、
関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
 

そ
の

後
、
熊

本
市

の
例

に
よ

り
統

合
す

る
 

 
調

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

認
定
農
業
者
協
議
会
負
担
金
 

１
 
目
的
 

 
認
定
農
業
者
間
の
相
互
研
鑽
を
深
め
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
が
連

携
強
化
を
図
り
、
情
報
提
供
・
収
集
の
迅
速
化

を
行
う
と
と
も
に
、
経

営
改
善
計
画
の
履
行
の
た
め
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。
 

 
 

 
 ２
 
対
象

 
 
 
熊
本
市
認
定
農
業
者
協
議
会
 

 ３
 
交
付
額
 

 
 
平
成
１
８
年
度
予
算
額
 
７
０
０
千
円
 

富
合
町
認
定
農
業
者
連
絡
会
 

１
 
目
的
 

 
魅
力
あ
る
農
業
及
び
効
率
的
か
つ
安
定
し
た
農
業
経
営
を
目
指
し
、
会
員

相
互
の
連
携
と
親
睦
を
図
り
な
が
ら
、
自
己
啓
発
に
よ
る
資
質
の
向
上
や
経

営
発
展
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
農
業
の
発
展
と
豊
か
で
活
力
の
あ
る
町

づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す
る
。
 

 ２
 
対
象
 

富
合
町
認
定
農
業
者
連
絡
会
 

 

３
 
交
付
額
 

 
 
平
成
１
８
年
度
交
付
額
 
２
７
０
，
７
５
０
円
 

 

 

 合
併
後
５
年
間
は
現
状
の
ま
ま
継
続
し
、
そ
の
間
、

関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
。
 

そ
の
後
、
熊
本
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
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熊
本

市
・

富
合

町
合

併
協

議
会

 
項

目
別

調
整

内
容

 
作
業
部
会
名
：
経
済
振
興
部
会

 

協
議
項
目

 
３
４

 
農
林

水
産

関
係

事
業

の
取

扱
い

 
小
項
目
名

３
４
 

営
農
連
絡

協
議

会
 

調
整
方
針

 
 当
分

の
間
、

存
続

す
る

 

 

調
査

 
現
 
 
 
 
 
 
 
況

 
市
町
名

 
熊
 
本
 
市

 
富
 
合
 
町

 
調
整
の
具
体
的
内
容

 

市 町 別 内 容 

 該
当
な
し
 

 城
南
・
富
合
営
農
連
絡
協
議
会
 

1
.
目
的
 

 
富
合
・
城
南
町
地
域
の
農
業
関
係
機
関
の
職
員
が
研
修
や
会
議
等
を
行
う

こ
と
で
、
指
導
体
制
の
強
化
や
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
に
よ
り
農
業
の
発
展

に
寄
与
す
る
。
 

 2
.
構
成
（
１
５
名
程
度
）
 

Ｊ
Ａ
下
北
営
農
セ
ン
タ
ー
職
員
 

富
合
町
産
業
振
興
課
職
員
 

城
南
町
農
政
課
職
員
 

（
宇
城
普
及
セ
ン
タ
ー
職
員
）
 

（
宇
城
農
業
共
済
職
員
）
 

 

 
 予
算
 
 
な
し
 

 

 当
分
の
間
、
存
続
す
る
。
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協議第３７号 
 
   都市計画の取扱いについて（その２） 
 
 都市計画の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

都市計画の取扱いについて 

 

 
  都市計画の取扱いのうち下記の事業については、合併時に合併特例区

の事業として継続する。 
  ・車両基地建設に伴う受託事業 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

37

1 都市計画区域 建設部会 第５回

2 都市計画区域区分 建設部会 第５回

3 車両基地建設に伴う受託事業 建設部会 第６回

承認／継続

都市計画の取扱い

（都市計画）

168



作
業

部
会
名

：
建

設
部

会
 

協
議

項
目

 
３

７
 
都
市

計
画

の
取

扱
い

 
小
項
目
名
 

３
 

車
両
基
地
建
設
に

伴
う

受
託

事
業

 

調
整

方
針

 
合

併
時

に
合

併
特

例
区

の
事

業
と

し
て
継
続
す
る

 

 

調
 

査
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本
 

 
市

 
富
 
 
合
 
 
町

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

市 町 別 内 容 

 な
し
 

 〔
車
両
基
地
建
設
に
伴
う
受
託
事
業
〕
 

1
.
平
成

1
7
年
度

事
業
実
績
 

・
車
両
基
地
建
設
に
伴
う
排
水
対
策
 

 
 
 
事
業
内
容
：
排
水
路
整
備
、
3
t
仮
設
ポ
ン
プ
設
置
 

 
 
 
 
委
託
料
・
・
・
・
・
・
・
1
1
1
,
6
7
6
,
8
3
5
円
 

 
 
 
 
工
事
請
負
費
・
・
・
・
・
4
5
5
,
0
6
1
,
0
4
5
円
 

 
 
 
 
公
有
財
産
購
入
費
・
・
・
 
6
0
,
7
8
0
,
0
0
0
円
 

 
 
 
 
合
計
・
・
・
・
・
・
・
・
6
2
7
,
5
1
7
,
8
8
0
円
 

 2
.
平
成

1
8
年
度

事
業
実
績
額
 

・
車
両
基
地
建
設
に
伴
う
排
水
対
策
 

 
 
 
事
業
内
容
：
排
水
路
整
備
、
8
t
本
設
ポ
ン
プ
設
置
 

 
 
 
 
 
 
 
 
揚
水
機
場
設
置
 

 
 
 
 
委
託
料
・
・
・
・
・
・
・
 
3
9
,
3
3
1
,
0
5
0
円
 

 
 
 
 
工
事
請
負
費
・
・
・
・
・
9
2
3
,
4
6
7
,
3
0
4
円
 

 
 
 
 
公
有
財
産
購
入
費
・
・
・
・
9
,
5
5
7
,
5
8
8
円
 

 
 
 
 
合
計
・
・
・
・
・
・
・
・
9
7
2
,
3
5
5
,
9
4
2
円
 

・
車
両
基
地
建
設
に
伴
う
道
路
付
替
 

 
 
 
事
業
内
容
：
ア
ク
セ
ス
道
路
整
備
 

 
 
 
 
委
託
料
・
・
・
・
・
・
・
 
2
2
,
9
9
1
,
2
4
6
円
 

 
 
 
 
工
事
請
負
費
・
 
・
・
・
・
・
・
・
・
0
円
 

 
 
 
 
合
計
・
・
・
・
・
・
・
・
 
2
2
,
9
9
1
,
2
4
6
円
 

総
計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
9
9
5
,
3
4
7
,
1
8
8
円
 

 3
.
平
成

1
9
年
度

以
降
の
受
託
事
業
概
算
工
事
費
 

 
 
2
,
7
7
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円
（
平
成

2
1
年

度
頃
に
完
了
予
定
）
 

 合
併

時
に

合
併

特
例

区
の

事
業

と
し

て

継
続
す
る
。
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協議第１７号 
 
   公共的団体等の取扱いについて 
 
 公共的団体等の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
公共的団体等の取扱いについて 

 
 

 新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの自主性を尊重す

るとともに、これまでの経緯、実情等を配慮しながら公共的団体等の

統合に努める。 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

17

1 公共的団体等 全部会 第６回

承認／継続

（公共的団体等）

公共的団体等の取扱い

172



作
業

部
会

名
：
全

部
会

 

協
議

項
目

 
１

７
 

公
共

的
団

体
等

の
取

扱
い

 
小

項
目

名
 

１
 

公
共

的
団

体
等

 

調
整

方
針

 
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
を

確
立

す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

で
の

経
緯

、
実

情
等

を
配

慮
し

な
が

ら
統

合
に

努
め

る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 こ
れ
ま
で
の
「
項
目
別
調
整
内
容
」
に
掲
載
 

 こ
れ
ま
で
の
「
項
目
別
調
整
内
容
」
に
掲
載
 

 合
併

後
に

お
け

る
新

市
の

一
体

性
の

確

立
に

資
す

る
た

め
、

各
団

体
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
、

実
情

等
を

十
分

尊
重

し
な

が

ら
、

協
議

し
、

統
合

す
る

よ
う

調
整

す
る

。
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公共的団体等

協議番号 枝番 状況 熊　本　市 富　合　町 備　考

31 － 14 提案中 社会福祉協議会 社会福祉協議会 合併時に統合

34 － 2 承認 農とぴあ協議会 － 継続

34 － 14 承認 熊本市農政推進協議会 農業振興地域整備促進協議会 ３年を目途に統合

34 － 32 提案中 熊本市認定農業者協議会 富合町認定農業者連絡会 ３年以内に統合

34 － 34 提案中 － 城南・富合営農連絡協議会 当分の間、現行を継続

35 － 12 承認 熊本商工会議所他５商工会 富合町商工会 存続

40 － 14 承認 熊本市青少年健全育成連絡協議会 富合町青少年育成町民会議 合併時に統合

40 － 25 提案中 熊本市体育協会 富合町体育協会 特例区・その後統合

40 － 26 提案中 － 富合町文化協会 特例区の間、現状維持

40 － 29 提案中 熊本市ＰＴＡ協議会 富合町ＰＴＡ連合会 特例区・随時調整を図る

40 － 29 提案中 熊本市子ども会育成協議会 富合町子ども会連絡協議会 特例区・随時調整を図る

40 － 29 提案中 熊本市地域婦人会連絡協議会 富合町婦人会連絡協議会 特例区・随時調整を図る

42 － 1 承認 熊本市校区防犯協会 富合町防犯協会 校区防犯協会として統合
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協議第１８号 
 
   補助金・交付金等の取扱いについて 
 
 補助金・交付金等の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 7 月 30 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
補助金・交付金等の取扱いについて 

 
 
両市町で同一または同種の補助金等については、原則として合併時

に熊本市の例により統合する。 
ただし、富合町独自の補助金等は、これまでの経緯、実績等を配慮

し調整するものとする。 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 
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合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

18

1 補助金・交付金等 全部会 第６回

（補助金・交付金等）

補助金・交付金等の取扱い

承認／継続
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作
業

部
会

名
：
全

部
会

 

協
議

項
目

 
１

８
 

補
助

金
・
交

付
金

等
の

取
扱

い
 

小
項

目
名

 
１

 
補

助
金

・
交

付
金

等
 

調
整

方
針

 
両

市
町

で
同

一
ま

た
は

同
種

の
補

助
金

等
に
つ
い

て
は

、
原
則
と

し
て

合
併
時
に

熊
本

市
の
例
に

よ
り

統
合

す
る

。
た

だ
し

、
富

合
町

独
自

の
補

助
金

等
に

つ
い

て
は

、

こ
れ

ま
で
の

経
緯

、
実

績
等

を
配

慮
し
調
整
す
る
も
の
と
す
る
 

 調
 

 
査

 
現

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

市
町

名
 

熊
 

 
本

 
 

市
 

富
 

 
合

 
 

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

市 町 別 内 容 

 こ
れ
ま
で
の
「
項
目
別
調
整
内
容
」
に
掲
載
 

 こ
れ
ま
で
の
「
項
目
別
調
整
内
容
」
に
掲
載
 

 両
市

町
で

同
一

ま
た

は
同

種
の

補
助

金

等
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

合
併

時
に

熊
本

市
の

例
に

よ
り

統
合

す
る

。
 

た
だ

し
、

富
合

町
独

自
の

補
助

金
等

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

の
経

緯
、

実
績

等
を

配
慮

し
調

整
す

る
も

の
と

す
る

。
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枝番 状況 熊　本　市 富　合　町 備　考

27 － 2 提案中 消防防災施設等補助金 消防防災施設等補助金 合併時に統合

28 － 2 承認 － 交通安全協会支部連合会補助金 合併時に廃止

31 － 14 提案中 社会福祉協議会補助金 社会福祉協議会補助金 合併時に統合

32 － 14 提案中 小型合併処理浄化槽設置補助金 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 合併時に統合

32 － 3 提案中 再生資源集団回収助成金 資源ごみ回収活動助成金 合併時に統合

32 － 3 提案中 生ごみ堆肥化容器購入費助成金 － 継続

32 － 3 提案中 家庭用生ごみ処理機購入費助成金 － 継続

33 － 1 承認 太陽熱温水器設置費補助 － 継続

33 － 3 承認 家庭の森づくり補助金 － 継続

33 － 3 承認 事業所の森づくり補助金 － 継続

33 － 3 承認 緑の街並みづくり補助金 － 継続

33 － 4 承認 ビニールハウス雨水浸透施設設置補助金 － 継続

33 － 5 承認 雨水貯留施設補助金 － 継続

34 － 2 承認 農とぴあ事業補助金 － 継続

34 － 7 承認 農用地有効利用促進助成 － 継続

34 － 8 承認 植木市振興事業補助金 － 継続

34 － 8 承認 農産物フェア開催補助金 － 継続

34 － 9 承認 生産体制強化施設整備事業補助金 － 継続

34 － 10 承認 流通施設整備事業補助金 － 継続

34 － 11 承認 畜産施設整備事業補助金 － 継続

34 － 12 承認 野菜価格安定対策事業補助金 － 継続

34 － 15 承認 － 農業構造改善事業補助金 継続（H21°まで）

34 － 16 承認 － 農業生活研究グループ連絡協議会補助金 合併時に廃止

34 － 17 承認 － 農産物新品種導入補助金 ３年後に廃止

34 － 18 承認 － 酪農ヘルパー補助金 ３年後に廃止

34 － 27 提案中 一般土地改良事業補助金 産業振興共同事業補助金 合併時に統合

34 － 27 提案中 － 土地改良事業運営費補助 継続（H25°まで）

34 － 28 提案中 － 産業祭負担金 特例区の間、現状維持

34 － 29 提案中 － 水田農業推進協議会負担金 継続（H21°まで）その後調整

34 － 30 提案中 － 水田農業費補助金 継続（H21°まで）その後調整

34 － 31 提案中 － 農業用廃プラ類処理対策協議会補助金 合併後５年間現状を継続

34 － 33 提案中 認定農業者補助金 認定農業者連絡会補助金
合併後５年間現状を継続
その後熊本市の例により
統合

35 － 1 承認 大学連携型企業化支援 － 継続

35 － 2 承認 企業化支援及び新製品・新技術研究開発助成 － 継続

35 － 3 承認 障害者・母子家庭の母雇用奨励金 － 継続

35 － 5 承認 商店街共同施設電気料助成 － 継続

35 － 5 承認 商店街ふれあい空間開設事業 － 継続

35 － 6 承認 製造業見本市出展支援事業補助金 － 継続

35 － 6 承認 中小企業振興助成条例に基づく補助 － 継続

35 － 7 承認 中小企業派遣研修助成 － 継続

35 － 8 承認 火の国まつり振興会補助金 － 継続

35 － 11 承認 企業立地促進条例に基づく助成 － 継続

35 12 承認 商工会補助金 富合町商工会補助金 継続

35 17 提案中 － ふるさと祭事業補助金 特例区の間、現状維持

協議番号

178



枝番 状況 熊　本　市 富　合　町 備　考協議番号

36 － 2 承認 － 富合町里道改良共同事業補助金 合併時に廃止

39 － 3 提案中 － 富合町環境衛生施設整備補助金 合併時に廃止

40 － 1 承認 就学支援（修学旅行特別支援）補助金 － 継続

40 － 3 承認 青少年活動支援補助金 － 継続

40 － 8 承認 各種大会（開催）補助金 － 継続

40 － 11 承認 地域公民館補助金 富合町地域公民館補助金 合併時に統合

40 － 25 提案中 熊本市体育協会補助金 富合町体育協会補助金 特例区・その後統合

40 － 26 提案中 － 富合町文化協会補助金 特例区の間、現状維持

40 － 30 提案中 熊本市ＰＴＡ連合会補助金 富合町ＰＴＡ連合協議会補助金
５年間、現状維持
団体毎の調整で一本化

40 － 30 提案中 熊本市子ども会育成協議会補助金 富合町子ども会連絡協議会補助金
５年間、現状維持
団体毎の調整で一本化

40 － 30 提案中 熊本市地域婦人会連絡協議会補助金 富合町婦人会補助金
５年間、現状維持
団体毎の調整で一本化

40 － 30 提案中 熊本市地域公民館連絡協議会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 ボーイスカウト熊本市地区連絡協議会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 ガールスカウト日本連盟熊本市連絡会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 熊本市青年団体連絡協議会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 熊本市青年団協議会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 熊本市幼稚園後援会連絡協議会補助金 － 継続

40 － 30 提案中 － 家庭教育学級補助金 ５年間、現状維持

40 － 14 承認 青少年健全育成連絡協議会運営費補助金 青少年育成町民会議補助金 合併時に統合

40 － 14 承認 校区青少年健全育成協議会運営費補助金 － 継続

40 15 承認 中学生地域交流推進事業助成金 － 継続

42 － 1 承認 熊本市防犯協会補助金 宇城地区防犯協会協会連合会負担金
合併時に廃止。警察署管
轄区域で要検討

42 － 2 承認 防犯灯補助金 － 合併時に統合

42 － 3 提案中 町内自治振興補助金 － 自治会移行後に統合

42 － 3 提案中 校区自治協議会運営補助金 － 自治会移行後に統合

42 － 5 提案中 － マイク放送施設補助金
町内自治会移行時まで継
続。その後は新市で検討
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